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千葉県立保健医療大学学則 
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第１０章 科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研修生、研究生及び外国人留学生（第

５３条～第５９条） 
第１１章 入学検査料、入学料、授業料等（第６０条～第６７条） 
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 附 則 
 

第第１１章章  総総則則  
（目的） 

第１条 千葉県立保健医療大学(以下「本学」という。）は、保健医療に関わる優れた専門

的知識及び技術を教授研究し、高い倫理観と豊かな人間性を備え、地域社会に貢献し、

保健医療の国際化に対応できる人材を育成するとともに、研究成果を地域に還元するこ

とにより、県民の保健医療の向上に寄与することを目的とする。 
（自己評価等） 

第２条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成する

ため、本学における教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備（以下「教育研究

等」という。）の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとす

る。 
２ 前項の点検及び評価を行うため、本学に自己点検・評価委員会を置く。 
３ 自己点検・評価委員会に関し必要な事項は、別に定める。 
４ 本学は、第１項の措置に加え、本学の教育研究等の総合的な状況について、学校教育

法（昭和２２年法律第２６号）第１０９条第２項の規定により、文部科学大臣の認証を

受けた者による評価（以下「認証評価」という。）を受けるものとする。 
５ 第１項の点検及び評価並びに前項の認証評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。 
  

第第２２章章  組組織織  
（学部、学科等及び学生定員） 

第３条 本学に、健康科学部（以下「学部」という。）を置く。 
２ 学部に設置する学科及び専攻、入学定員、編入学定員及び編入学する年次並びに収容
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定員は、次のとおりとする。 

学科・専攻 入 学 
定 員 

編入学定員 
(年次) 

収 容 
定 員 

看護学科 
 
栄養学科 
歯科衛生学科   
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 
理学療法学専攻 
作業療法学専攻 

80 人 
 

25 人 
25 人 

 
25 人 
25 人 

10 人 
(３年次) 

340 人 
 

100 人 
100 人 

 
 100 人 
 100 人 

計 180 人 10 人 740 人 
（学部及び学科の目的） 

第４条 学部は、本学の目的を踏まえ、生涯にわたり総合的に保健医療を発展させようと

する意欲及び科学的真理を追究する力を育むとともに、専門的知識、技術、実践力及び

指導力を身につけ、多様な分野で他の専門職と自在に連携、協働しながら、総合的な健

康づくりの推進力となる保健医療の専門職を育成し、保健医療の発展に寄与する。 
２ 看護学科は、学部の目的を踏まえ、看護学に係る専門的知識及び技術を身につけ、確

かな看護実践能力を的確に発揮できる人材を育成する。また、看護専門職として主体的

に業務に取り組む力を養うとともに、人々の健康や保健医療及び福祉の向上と看護学の

発展に貢献する人材を育成する。 
３ 栄養学科は、学部の目的を踏まえ、生命科学を基本とし、栄養学を総合的に教授研究

し、栄養学と保健医療の発展に貢献する。また、栄養学の専門的知識、技術を総合的に

身につけ、健康の保持増進及び疾病予防のための栄養指導を通じて、個人、家族及び地

域社会の健康づくりに貢献できる人材を育成する。 
４ 歯科衛生学科は、学部の目的を踏まえ、人の健康について総合的に理解の上、歯科衛

生に関し、科学的な根拠に基づく専門的知識、確実な技術力とともに実践力を身につけ、

地域の人々の生涯にわたる健康の維持、向上に貢献できる人材を育成するとともに、歯

科衛生学の発展に寄与する。 
５ リハビリテーション学科は、学部の目的を踏まえ、地域で生活する人々がその地域で

高い生活の質を維持することができるように、科学的根拠に基づく専門的知識、技術及

び技能とともに実践力を身につけた人材を育成する。また、リハビリテーションに係る

課題解決に主体的に取り組むとともに、その発展に貢献できる人材を育成する。 
（学生部） 

第５条 本学に、学生部を置く。 
（図書館） 

第６条  本学に、図書館を置く。 
２ 図書館に関し必要な事項は、別に定める。 
（歯科診療室） 

第７条 歯科衛生学科に、歯科診療を行う施設（以下「歯科診療室」という。）を置く。 
２ 歯科診療室に関し必要な事項は、別に定める。 
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（事務局） 
第８条 本学に、事務局を置く。 
（職員） 

第９条  本学に、学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職員

その他必要な職員を置く。 
（部局長等） 

第１０条 学部に学部長を、学生部に学生部長を、図書館に図書館長を、歯科診療室に歯

科診療室長を、事務局に事務局長を置く。 
２ 学部の各学科に学科長を置く。 
３ リハビリテーション学科に、理学療法学専攻長及び作業療法学専攻長（以下「専攻長」

という。）を置く。 
（学長等の職務） 

第１１条 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 
２ 副学長は、本学の教授をもって充て、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 
３ 学部長は、当該学部の教授をもって充て、当該学部に関する校務をつかさどる。 
４ 学生部長は、本学の教授をもって充て、学生の厚生補導に関する事項をつかさどる。 
５ 図書館長は、本学の教授をもって充て、図書館に関する事項をつかさどる。 
６ 歯科診療室長は、本学の教授（歯科医師）をもって充て、歯科診療室における歯科診

療業務全般をつかさどる。 
７ 学科長は、当該学科の教授をもって充て、当該学科に関する事項をつかさどる。 
８ 専攻長は、当該専攻の教授をもって充て、当該専攻に関する事項をつかさどる。 
９ 事務局長は、事務局の事務をつかさどる。 
１０ 第１項から第８項までに規定する者の選考、任期その他必要な事項は、別に定める。 
（名誉教授） 

第１２条 学長は、本学に勤務し、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、名誉教

授の称号を授与することができる。 
２ 名誉教授に関し必要な事項は、別に定める。 
（客員教授） 

第１３条  本学に、客員教授を置くことができる。 
２ 客員教授に関し必要な事項は、別に定める。 
（評議会） 

第１４条  本学に、評議会を置く。 
２  評議会は、次の各号に掲げる評議員をもって構成する。 
 (1) 学長 
 (2) 副学長 

(3) 学部長 
(4) 事務局長 
(5) 千葉県健康福祉部長 
(6) 学外有識者で知事が委嘱する者 

３ 前項第６号の評議員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の評議員の任

期は、前任者の残任期間とする。 
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４  評議会は、教育公務員特例法（昭和 24 年法律第１号）の規定によりその権限に属さ

せられた事項を行うほか、次の各号に掲げる事項について審議する。 
(1)  本学の設置の目的を達成するための基本的な計画に関する事項 
(2) 学則その他重要な規程の制定又は改廃に関する事項 
(3) 本学の予算及び決算に関する事項 
(4) 学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止及び学生の定員に関する事項 
(5) 教員の人事の方針に関する事項  
(6) 本学の教育研究活動等の状況について本学が行う評価に関する事項 
(7) その他本学の運営に関する重要事項 

５ 前各項に定めるもののほか、評議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 
（教授会） 

第１５条  学部に、教授会を置く。 
２  教授会は、学部の教授をもって構成する。 
３  教授会は、学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べ、及

び教育公務員特例法（昭和二十四年法律第一号）の規定によりその権限に属させられた

事項を行う。 
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了 
(2) 学位の授与 
(3) 前２号に掲げるもののほか、学部の教育又は研究に関する重要な事項で教授会の

意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの 
４ 教授会は、前項に定めるもののほか、学長及び学部長がつかさどる教育又は研究に関

する事項について審議し、並びに学長及び学部長の求めに応じ、意見を述べることがで

きる。 
５ 前各項に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 
（学内委員会） 

第１６条 本学に必要な学内委員会を置くことができる。 
２ 学内委員会に関し必要な事項は、別に定める。 
（学科等運営会議等） 

第１７条 学部の各学科における教育研究活動を円滑に行うため、学科運営会議を置くこ

とができる。 
２ 学部に、共通教育（一般教養科目、保健医療基礎科目及び医学系科目をいう。）を担

当する教員の教育研究活動を円滑に行うため、共通教育運営会議を置くことができる。 
３ 学部に、特色科目を担当する教員の教育研究活動を円滑に行うため、特色科目運営会

を置くことができる。 
４ 学科運営会議、共通教育運営会議及び特色科目運営会に関し必要な事項は、別に定め

る。 
（大学運営会議） 

第１８条 本学に、適正で効率的な大学運営を図るため、大学運営会議を置く。 
２ 大学運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 
 （大学運営懇談会） 
第１９条 本学に、本学の運営に関する事項について意見を聴くため、大学運営懇談会を
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置く。 
２ 大学運営懇談会に関し必要な事項は、別に定める。 
 

第第３３章章  学学年年、、学学期期及及びび休休業業日日  
（学年） 

第２０条 学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
（学期） 

第２１条 学年を次の２学期に分ける。 
前期 ４月１日から９月３０日まで 
後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 
（休業日） 

第２２条 授業を行わない日（以下「休業日」という。）は、次のとおりとする。 
(1) 日曜日及び土曜日 
(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 
(3) 開学記念日 
(4) 春季休業日 ３月２２日から３月３１日まで 
(5) 夏季休業日 ８月１日から９月３０日まで 
(6) 冬季休業日 １２月２４日から翌年１月７日まで 

２ 学長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め、

又は休業日を変更することができる。 
３ 学長は、必要があると認めるときは、休業日に授業を行うことができる。 
 

第第４４章章  修修業業年年限限及及びび在在学学年年限限  
（修業年限） 

第２３条 本学の修業年限は、４年とする。 
（在学年限） 

第２４条 学生は、８年を超えて在学することができない。ただし、第３０条の規定によ

り入学した者にあっては４年、第３１条の規定により入学し、又は第３２条の規定によ

り転学科し、若しくは転専攻した者にあっては、第３３条の規定により定められた在学

すべき年数の２倍に相当する年数を超えて在学することができない。 
  

第第５５章章  入入学学  
（入学の時期） 

第２５条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、次条第３号、第４号及び第６号の

いずれかに該当する者及び編入学、転入学又は再入学により入学する者については、学

期の始めとすることができる。 
（入学資格） 

第２６条 本学に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 
(2) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程により、

これに相当する学校教育を修了した者を含む。） 
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(3) 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で、

文部科学大臣の指定したもの 
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教

育施設の当該課程を修了した者 
(5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定

める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が指定するものを文部科学大臣が定

める日以後に修了した者 
(6) 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１５０条第４号の規定によ

り文部科学大臣の指定した者 
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等学校

卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資

格検定規程（昭和２６年文部省令第１３号）による大学入学資格検定に合格した者を

含む。） 
(8) 学校教育法第９０条第２項の規定により大学に入学した者であって、本学におい

て、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 
(9) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者で、１８歳に達したもの 
（入学志願の手続） 

第２７条 本学に入学を志願する者は、入学願書に別に定める書類及び入学検査料を添え

て、所定の期日までに学長に提出しなければならない。 
（入学者の選考及び合格者の決定） 

第２８条 学長は、前条の規定により入学を志願する者に対し、別に定めるところにより、

選考を行い、教授会の議を経て、合格者を決定する。 
（入学手続及び入学許可） 

第２９条 前条の決定により合格の通知を受けた者は、所定の期日までに別に定める書類

を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。 
２ 学長は、前項に規定する入学手続を完了した者に対して入学を許可する。 
（編入学） 

第３０条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者で、本学への編入学を志願するもの

があるときは、選考の上、教授会の議を経て、相当年次に入学を許可することができる。 
(1) 大学を卒業した者又は退学した者 
(2) 短期大学、高等専門学校、国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した

者 
(3) 学校教育法第１３２条の規定により専修学校の専門課程を修了した者 
(4) 学校教育法施行規則附則第７条第１項の表の上欄に掲げる従前の規定による学校

の課程を修了し、又は卒業した者 
２ 前項に定めるもののほか、編入学に関し必要な事項は、別に定める。 
（転入学及び再入学） 

第３１条 学長は、本学に転入学及び再入学を志願する者があるときは、選考の上、教授

会の議を経て、相当年次に入学を許可することができる。 
２ 前項に定めるもののほか、転入学及び再入学に関し必要な事項は、別に定める。 
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（転学科等） 
第３２条 学長は、他の学科に転学科を志願し、又は他の専攻に転専攻を志願する者があ

るときは、選考の上、教授会の議を経て相当年次に転学科又は転専攻を許可することが

できる。 
２ 前項の規定により転学科又は転専攻を志願する学生は、在籍のまま志願することがで

きる。 
３ 前各項に定めるもののほか、転学科又は転専攻に関し必要な事項は、別に定める。 
（既に履修した授業科目等の取扱い） 

第３３条 前３条の規定により入学又は転学科若しくは転専攻を許可された者の既に履

修した授業科目及び履修した単位の取扱い並びに在学すべき年限については、教授会の

議を経て別に定める。 
  

第第６６章章  教教育育課課程程、、単単位位及及びび履履修修方方法法  
（授業科目） 

第３４条 授業科目の種類及び単位数は、別表第１のとおりとする。 
２ 前項に規定する授業科目の履修方法その他必要な事項は、別に定める。 
（単位の計算方法） 

第３５条 授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容を

もって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時

間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。 
(1) 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で本学が定める時間

の授業をもって１単位とする。 
(2) 実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で本学が定める

時間の授業をもって１単位とする。 
(3) 講義、演習、実験、実習又は実技のうち２以上の方法の併用により行う場合につい

ては、その組合せに応じ、前２号に規定する基準を考慮して本学が定める時間の授業

をもって１単位とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を

評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考

慮して単位数を定めることができる。 
（単位の授与） 

第３６条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。ただし、

前条第２項の授業科目については、必要な学修の成果を評価して、所定の単位を与える。 
２ 単位の認定方法に関し必要な事項は、別に定める。 
（成績の評価） 

第３７条  授業科目の評価は、S、A、B、C又は Fをもって表し、S、A、B及び Cを合格と

する。ただし、別に定める段階評価に適さない授業科目の評価は、P又は Fをもって表

し、Pを合格とすることができる。 
（他大学等における授業科目の履修等） 

第３８条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、

学生が当該他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位は、
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６０単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなす

ことができる。 
２ 前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短

期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大

学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該教育課程における授

業科目を我が国において履修する場合について準用する。 
３ 前各項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
（大学以外の教育施設等における学修） 

第３９条  学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の

専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における授業科目の履修

とみなし、単位を与えることができる。 
２ 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第１項及び第２項の規定により

本学において修得したものとみなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 
３ 前各項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
（入学前の既修得単位の認定） 

第４０条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期

大学において履修した授業科目について修得した単位（大学設置基準（昭和３１年文部

省令第２８号）第３１条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。）を、本

学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことがで

きる。 
２ 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第１項に

規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 
３ 前２項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、編入

学、転入学等の場合を除き、第３８条第１項及び第２項並びに前条第１項の規定により

本学において修得したものとみなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 
４ 前各項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
  

第第７７章章    休休学学、、復復学学、、転転学学、、留留学学、、退退学学及及びび除除籍籍  
（休学） 

第４１条 学生は、疾病その他やむを得ない理由のため引き続き２か月以上修学すること

ができないときは、休学願に医師の診断書等その理由を証する書類を添えて学長に提出

し、学長の許可を受けて休学することができる。  
２ 学長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる者に対して、教授会の議

を経て、休学を命ずることができる。 
（休学期間等） 

第４２条 休学の期間は、１年以内とする。ただし、特別な理由がある場合は、１年を限

度として休学期間の延長を認めることができる。 
２ 休学期間は、通算して４年を超えることができない。 
３ 休学期間は、第２４条の在学年限に算入しない。 
（復学） 
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第４３条 第４１条の規定により休学した学生は、休学期間が満了したとき、又は休学期

間中にその理由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。 
（転学） 

第４４条 学生は、他の大学に転学しようとするときは、あらかじめ学長の許可を受けな

ければならない。  
（留学） 

第４５条 外国の大学、短期大学等に留学を志願する学生は、学長の許可を得て留学する

ことができる。 
２ 前項の規定により留学した期間は、第４８条第１項に規定する在学期間に含めること

ができる。 
３ 第１項の規定による留学により修得した単位の取扱いに関し必要な事項は、別に定め

る。 
（退学） 

第４６条 学生は、退学しようとするときは、学長の許可を受けなければならない。 
（除籍） 

第４７条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者を教授会の議を経て、除籍すること

ができる。 
 (1) 第２４条に規定する在学年限を超えた者 

(2) 第４２条第１項に規定する休学期間を満了しても手続をしない者 
(3) 第４２条第２項に規定する休学期間を超えた者 
(4) 授業料の納入を怠り、督促してもなお納入しない者 
(5) 死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者 
  

第第８８章章  卒卒業業、、学学位位及及びび資資格格  
（卒業） 

第４８条  学長は、本学に４年（第３０条から第３２条までの規定により入学又は転学科

若しくは転専攻した学生については、別に定める年限）以上在学し、別表第１に定める

授業科目を履修し、かつ、別表第２に定める単位数を修得した学生について、教授会の

議を経て、卒業を認定する。 
２ 学長は、前項の規定により卒業を認定した者に対し、卒業証書を授与する。 
（学位） 

第４９条 学長は、前条の規定により卒業を認定した者に対し、学士の学位を授与する。 
２ 前項の規定により授与する学位は、次のとおりとする。 

学科（専攻） 学位 
看護学科 学士（看護学） 
栄養学科 学士（栄養学） 
歯科衛生学科 学士（歯科衛生学） 
リハビリテーション学科 
理学療法学専攻 
作業療法学専攻 

 
学士（理学療法学） 
学士（作業療法学） 

（資格） 
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第５０条 看護学科の課程を修了した者は、保健師国家試験及び看護師国家試験を受験す

る資格を取得することができる。 
２ 栄養学科の課程を修了した者は、栄養士の免許を受ける資格及び管理栄養士国家試験

を受験する資格、並びに食品衛生監視員及び食品衛生管理者の任用資格を取得すること

ができる。 
３ 歯科衛生学科の課程を修了した者は、歯科衛生士国家試験を受験する資格を取得する

ことができる。 
４ リハビリテーション学科理学療法学専攻の課程を修了した者は、理学療法士国家試験

を受験する資格を取得することができる。 
５ リハビリテーション学科作業療法学専攻の課程を修了した者は、作業療法士国家試験

を受験する資格を取得することができる。 
６ 看護学科において、選択により所定の授業科目を履修してその単位を修得した者は、

助産師国家試験を受験する資格を取得することができる。 
７ 栄養学科において、選択により所定の授業科目を履修してその単位を修得した者は、

栄養教諭一種免許状を受ける資格を取得することができる。 
  

第第９９章章  賞賞罰罰  
（表彰） 

第５１条 学長は、学生として表彰に値する行為のあった者を教授会の議を経て、表彰す

ることができる。 
（懲戒） 

第５２条 学長は、学則その他本学の定める諸規程に違反し、又は学生としての本分に反

する行為をした者を教授会の議を経て、懲戒することができる。 
２ 懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。 
３ 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 
 (2) 成績不良で成業の見込みがないと認められる者 
 (3) 正当な理由なく出席が常でない者 

(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 
４ 学生に対する第２項の退学、停学及び訓告に関し必要な事項は、別に定める。 
 

第第１１００章章  科科目目等等履履修修生生、、特特別別聴聴講講学学生生、、聴聴講講生生、、研研修修生生、、研研究究生生  
及及びび外外国国人人留留学学生生  

（科目等履修生） 
第５３条  学長は、本学において特定の授業科目を履修することを志願する者があるとき

は、本学の教育研究に支障のない範囲において、選考の上、教授会の議を経て、科目等

履修生として入学を許可することができる。 
２ 学長は、科目等履修生に対し、単位を与えることができる。 
３ 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。 
（特別聴講学生） 

第５４条  学長は、他の大学又は短期大学の学生で、本学において特定の授業科目を履修
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することを志願する者があるときは、当該大学又は短期大学との協議に基づき、教授会

の議を経て、特別聴講学生として受け入れることができる。 
２ 学長は、特別聴講学生に対し、単位を与えることができる。 
３ 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。 
（聴講生） 

第５５条 学長は、本学において特定の授業科目を聴講することを志願する者があるとき

は、本学の教育研究に支障のない範囲において、選考の上、教授会の議を経て、聴講生

として入学を許可することができる。 
２ 聴講生に関し必要な事項は、別に定める。 
（研修生） 

第５６条  学長は、大学その他の団体から、その所属する職員に特定の専門事項について

研修させるため、本学に派遣の申出のあるときは、本学の教育研究に支障のない範囲に

おいて、選考の上、教授会の議を経て、研修生として受け入れることができる。 
２ 研修生に関し必要な事項は、別に定める。 
（研究生） 

第５７条  学長は、本学において特定の専門事項について研究することを志願する者があ

るときは、本学の教育研究に支障がない範囲において、選考の上、教授会の議を経て、

研究生として入学を許可することができる。 
２ 研究生に関し必要な事項は、別に定める。 
（外国人留学生） 

第５８条  学長は、外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入

学を志願する者があるときは、選考の上、教授会の議を経て、外国人留学生として入学

を許可することができる。 
２ 外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。 
（入学の時期等） 

第５９条 入学の時期は、科目等履修生、聴講生及び外国人留学生にあっては学期の始め

とし、研究生にあっては学年の始めとする。ただし、学長が適当と認めるときは、その

都度学長が定める日とする。 
２ 受入れの時期は、特別聴講学生にあっては学期の始めとし、研修生にあっては学年の

始めとする。ただし、学長が適当と認めるときは、その都度学長が定める日とする。 
  

第第１１１１章章  入入学学検検査査料料、、入入学学料料、、授授業業料料等等  
（入学検査料等の額） 

第６０条 入学検査料、入学料及び授業料その他の費用の額は、使用料及び手数料条例（昭

和３１年千葉県条例第６号）の定めるところによる。 
（授業料の納入） 

第６１条  学生の授業料は、学期ごとに、年額の２分の１に相当する額を使用料及び手数

料条例に基づく期日までに納入しなければならない。ただし、学長が特別な事情がある

と認める場合は、３回以上に分割して納入することができる。 
２ 科目等履修生、特別聴講学生及び聴講生の授業料は、履修し、又は聴講する単位分全

額を使用料及び手数料条例に基づく期日までに納入しなければならない。 
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３ 研究生の授業料は、研究する期間分全額を使用料及び手数料条例に基づく期日までに

納入しなければならない。 
（研修料の納入） 

第６２条 研修料は、研修を受ける期間分全額を使用料及び手数料条例に基づく期日まで

に納入しなければならない。 
（学年途中で卒業等をした者の授業料） 

第６３条 前期又は後期の途中において、卒業、退学若しくは転学した者又は除籍された

者は、当該学期分の授業料を納入しなければならない。 
（復学及び編入学等の場合の授業料） 

第６４条 前期又は後期の中途において、復学、転入学、編入学又は再入学（以下「復学

等」という。） をした者の当該学期分の授業料の額は、年額の１２分の１に相当する額

に復学等の日の属する月から復学等の日の属する学期の最後の月までの月数を乗じて

得た額とする。 
（休学等の場合の授業料） 

第６５条 学生が月の全日数を休学する場合は、授業料の年額の１２分の１に相当する額

の授業料を免除する。 
２ 学生が留学する場合の授業料については、別に定める。 
（入学料の減免） 

第６６条 学長は、経済的理由により入学料の納入が困難と認められる者その他やむを得

ない事情があると認められる者に対して、使用料及び手数料条例第５条第３項の規定に

より、入学料の全部又は一部の免除（以下「入学料の減免」という。）をすることがで

きる。 
２ 入学料の減免に関し必要な事項は、別に定める。 
（授業料の減免等） 

第６７条 学長は、学業が優秀で、かつ、経済的理由により授業料の納入が困難と認めら

れる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対して、使用料及び手数料条例

第５条第３項又は第６条の規定により、授業料の分納の許可、徴収の猶予又は全部若し

くは一部の免除（以下「授業料の減免等」という。）をすることができる。 
２ 授業料の減免等に関し必要な事項は、別に定める。 
 

第第１１２２章章  補補則則  
（公開講座等） 

第６８条  本学は、教育研究の成果を広く地域社会に還元し、県民の教養を高め、文化の

向上に寄与するため、公開講座の開設その他の大学開放の事業を行うものとする。 
２ 公開講座等に関し必要な事項は、別に定める。 
（受託研究及び共同研究） 

第６９条 本学の学術研究に資するため必要と認めるときは、受託研究及び共同研究を

行うことができる。 

２  受託研究及び共同研究に関し必要な事項は、別に定める。 
（福利厚生施設） 

第７０条 本学に、学生の福利厚生に資するため、医務室、学生相談室その他の福利厚生

－ 82 －



- 81 - 
 

施設を置く。 
（委任） 

第７１条 この学則に定めるもののほか、この学則の施行に関し必要な事項は、学長が別

に定める。 
附 則 

この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 
   附 則 
１ この学則は、平成２４年４月１日から施行する。 
  （経過措置） 
２ この学則の施行日前に現に在籍している者に対する別表第１及び別表第２の適用に

ついては、従前の学則による。 
   附 則 
１ この学則は、平成２５年４月１日から施行する。 
  （経過措置） 
２ この学則の施行日前に現に在籍している者に対する別表第１及び別表第２の適用に

ついては、従前の学則による。 
   附 則 
  この学則は、平成２７年４月１日から施行する。 
   附 則 
１ この学則は、平成２８年４月１日から施行する。 
２ 別表第１及び別表第２の対象となる者は、平成２５年４月１日以降に入学した者で、

この学則の施行の際現に在籍している者とする。 
  （経過措置） 
３ この学則の施行日前に現に在籍している者で、平成２５年４月１日より前に入学した

者に対する別表第１の適用については、なお平成２４年４月１日に施行された学則に

よる。  
附 則 

この学則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 
１ この学則は、平成３１年４月１日から施行する。 
  （経過措置） 
２ この学則の施行日前に現に在籍している者に対する別表第１及び別表第２の適用に

ついては、従前の学則による。 
   附 則 
  この学則は、令和２年４月１日から施行する。 
   附 則 
１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 
  （経過措置） 
２ この学則の施行日前に現に在籍している者に対する別表第１及び別表第２の適用に

ついては、従前の学則による。 
   附 則 
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  この学則は、令和５年１２月１日から施行する。 
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別表第１（第３４条）

必修 選択 自由

体験ゼミナール 1

千葉県の健康づくり 1

専門職間の連携活動論 1

社会実習（ボランティア活動） 1

心理学 2

哲学 2

文学 2

歴史と文化 2

生命倫理 2

宗教学 2

教育学 2

人間関係論 2

コミュニケーション理論と実際 2

健康スポーツ科学 1

生涯身体運動科学 1

生活とデザイン 2

法学（日本国憲法） 2

社会学 2

文化人類学 2

経済学 2

国際関係論 2

社会福祉学 1

国際的な健康課題 1

人権・ジェンダー 2

科学論 2

環境変化と生態 2

観察生物学入門 2

生物学 2

物理学 2

化学 2

統計学 1

情報リテラシーⅠ 1

情報リテラシーⅡ 1

情報倫理 1

実践統計学 1

英語Ⅰ（講読） 1

英語Ⅱ（英会話） 1

英語Ⅲ（講読・記述） 1

英語Ⅳ（英語コミュニケーション） 1

英語Ⅴ（保健医療英語） 2

英語Ⅵ（応用英語） 1

英語Ⅶ（上級英語）A 1

英語Ⅶ（上級英語）B 1

授業科目の名称
単位数

備考

健康科学部　看護学科

特色科目

一
般
教
養
科
目

人
間
理
解
群

生
活
と
環
境
群

情
報
理
解
群

外
国
語
群
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運動生理学総論 1

生化学総論 1

栄養学Ⅰ（基礎） 1

栄養学Ⅱ（応用） 1

心の健康 1

薬理学Ⅰ（総論） 1

薬理学Ⅱ（各論） 1

病理学Ⅰ（総論） 1

病理学Ⅱ（各論） 1

微生物学Ⅰ（総論） 1

微生物学Ⅱ（各論） 1

発達心理学 1

臨床心理学 1

健康論 1

公衆衛生学Ⅰ（基礎） 1

公衆衛生学Ⅱ（応用） 1

疫学・保健統計Ⅰ（基礎） 1

疫学・保健統計Ⅱ（応用） 1

リハビリテーション概論 1

救命・救急の理論と実際 1

画像診断学 1

保健医療福祉論Ⅰ（基礎） 1

保健医療福祉論Ⅱ（応用） 1

食育論Ⅰ（基礎） 1

食育論Ⅱ（応用） 1

健康と運動 1

家族社会学 1

医療経営管理論 1

リスクマネジメント論 1
人体の構造と機能Ⅰ（総論、外皮・免疫系、
消化器系、呼吸器系）

1

人体の構造と機能Ⅱ（循環器系、腎・泌尿器
系、内分泌系、生殖器系）

1

人体の構造と機能Ⅲ（造血器系、骨・筋肉
系、神経系、感覚器系）

1

病態学Ⅰ（内科系疾病論） 2

病態学Ⅱ（外科系疾病論） 2

病態学Ⅲ（高齢者・精神疾病論） 1

臨床検査論 1

看護学入門 1

看護学原論 1

看護倫理 1

看護技術論Ⅰ（生活援助技術） 2
看護技術論Ⅱ（フィジカルアセスメント技
術）

1

看護技術論Ⅲ（検査治療技術） 2

看護技術論Ⅳ（看護過程展開技術） 1

看護技術論Ⅴ（統合技術演習） 1

日常生活調整方法論 1

看護学入門実習 2

基礎看護学実習 2

保
健
医
療
基
礎
科
目

人
間
の
こ
こ
ろ
と
身
体

健
康
と
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム

専
門
基
礎
科
目

基
礎
看
護
科
目
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臨床看護学概論 1

臨床看護学方法論Ⅰ（急性期・がん） 2

臨床看護学方法論Ⅱ（慢性期・終末期） 2

臨床看護学方法論Ⅲ（臨床看護技術演習） 1

ターミナルケア論 1

急性期看護学実習 2

慢性期看護学実習 3

精神看護学概論 1

高齢者・在宅看護学概論 1

高齢者・在宅看護学方法論Ⅰ 1

高齢者看護学方法論Ⅱ 1

在宅看護学方法論Ⅱ 1

精神看護学方法論Ⅰ 1

精神看護学方法論Ⅱ 1

退院支援論 1

高齢者看護学実習 3

在宅看護学実習 1

精神看護学実習 2

地域看護学概論 2

地域看護学方法論Ⅰ 1

地域看護学方法論Ⅱ 2

地域看護学方法論Ⅲ 1

地域看護学実習 3

看護政策論 1

育成期看護概論 1

小児看護学方法論Ⅰ 1

小児看護学方法論Ⅱ 1

小児地域ケア論 1

母性看護学方法論Ⅰ 1

母性看護学方法論Ⅱ 1

母性看護学実習 2

小児看護学実習 2

助産学概論 1

助産診断・技術学Ⅰ 1

助産診断・技術学Ⅱ 2

助産診断・技術学Ⅲ 3

助産診断・技術学Ⅳ 2

助産学実習Ⅰ（産婦ケア体験） 1

助産学実習Ⅱ（継続支援） 2

助産学実習Ⅲ（産婦ケア） 3

看護管理論 1

災害看護学 1

看護キャリア発達論 1

看護管理実習 1

総合実習 3

看護研究 2

看護学統合 1

リーダーシップ論 1

国際看護論 1

家族看護論 1

育
成
支
援

発
展
看
護
科
目

専
門
科
目

実
践
看
護
科
目

医
療
生
活
支
援

療
養
生
活
支
援

健
康
生
活
支
援
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必修 選択 自由

体験ゼミナール 1

千葉県の健康づくり 1

専門職間の連携活動論 1

社会実習（ボランティア活動） 1

心理学 2

哲学 2

文学 2

歴史と文化 2

生命倫理 2

宗教学 2

教育学 2

人間関係論 2

コミュニケーション理論と実際 2

健康スポーツ科学 1

生涯身体運動科学 1

生活とデザイン 2

法学（日本国憲法） 2

社会学 2

文化人類学 2

経済学 2

国際関係論 2

社会福祉学 1

国際的な健康課題 1

人権・ジェンダー 2

科学論 2

環境変化と生態 2

観察生物学入門 2

生物学 2

物理学 2

化学 2

統計学 1

情報リテラシーⅠ 1

情報リテラシーⅡ 1

情報倫理 1

実践統計学 1

英語Ⅰ（講読） 1

英語Ⅱ（英会話） 1

英語Ⅲ（講読・記述） 1

英語Ⅳ（英語コミュニケーション） 1

英語Ⅴ（保健医療英語） 2

英語Ⅵ（応用英語） 1

英語Ⅶ（上級英語）A 1

英語Ⅶ（上級英語）B 1

授業科目の名称
単位数

備考

健康科学部　栄養学科

特色科目

一
般
教
養
科
目

人
間
理
解
群

生
活
と
環
境
群

情
報
理
解
群

外
国
語
群
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必修 選択 自由

体験ゼミナール 1

千葉県の健康づくり 1

専門職間の連携活動論 1

社会実習（ボランティア活動） 1

心理学 2

哲学 2

文学 2

歴史と文化 2

生命倫理 2

宗教学 2

教育学 2

人間関係論 2

コミュニケーション理論と実際 2

健康スポーツ科学 1

生涯身体運動科学 1

生活とデザイン 2

法学（日本国憲法） 2

社会学 2

文化人類学 2

経済学 2

国際関係論 2

社会福祉学 1

国際的な健康課題 1

人権・ジェンダー 2

科学論 2

環境変化と生態 2

観察生物学入門 2

生物学 2

物理学 2

化学 2

統計学 1

情報リテラシーⅠ 1

情報リテラシーⅡ 1

情報倫理 1

実践統計学 1

英語Ⅰ（講読） 1

英語Ⅱ（英会話） 1

英語Ⅲ（講読・記述） 1

英語Ⅳ（英語コミュニケーション） 1

英語Ⅴ（保健医療英語） 2

英語Ⅵ（応用英語） 1

英語Ⅶ（上級英語）A 1

英語Ⅶ（上級英語）B 1

授業科目の名称
単位数

備考

健康科学部　栄養学科

特色科目

一
般
教
養
科
目

人
間
理
解
群

生
活
と
環
境
群

情
報
理
解
群

外
国
語
群

必修 選択 自由

運動生理学総論 1

生化学総論 1

栄養学Ⅰ（基礎） 1

栄養学Ⅱ（応用） 1

心の健康 1

薬理学Ⅰ（総論） 1

薬理学Ⅱ（各論） 1

病理学Ⅰ（総論） 1

病理学Ⅱ（各論） 1

微生物学Ⅰ（総論） 1

微生物学Ⅱ（各論） 1

発達心理学 1

臨床心理学 1

健康論 1

公衆衛生学Ⅰ（基礎） 1

公衆衛生学Ⅱ（応用） 1

疫学・保健統計Ⅰ（基礎） 1

疫学・保健統計Ⅱ（応用） 1

リハビリテーション概論 1

救命・救急の理論と実際 1

画像診断学 1

保健医療福祉論Ⅰ（基礎） 1

保健医療福祉論Ⅱ（応用） 1

食育論Ⅰ（基礎） 1

食育論Ⅱ（応用） 1

健康と運動 1

家族社会学 1

医療経営管理論 1

リスクマネジメント論 1

管理栄養士導入教育 1

解剖生理学Ⅰ 2

解剖学実験 1

解剖生理学Ⅱ 2

生理学実験 1

生化学 2

栄養生化学 2

生化学実験 1

疾病論 2

高齢者医療論 1

食品学各論 2

食品学実験 1

食品学総論 2

食品化学実験 1

理化学概論 1

食品衛生学 2

食品衛生学実験 1

食品加工学 1

食品加工学実習 1

食品微生物学 1

食事設計と調理 2

食事設計と調理実習 1

調理実習 1

調理科学実験 1

専
門
科
目

授業科目の名称
単位数

備考

保
健
医
療
基
礎
科
目

人
間
の
こ
こ
ろ
と
身
体

健
康
と
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム

専
門
基
礎
科
目

－ 89 －



必修 選択 自由

基礎栄養学 2

基礎栄養学実習 1

応用栄養学Ⅰ 2

応用栄養学Ⅱ 2

応用栄養学Ⅲ 2

応用栄養学実習 1

スポーツ栄養学 1

栄養教育論Ⅰ 2

栄養教育論Ⅱ 2

栄養教育論実習 1

栄養教育手法論 2

臨床栄養学Ⅰ 2

臨床栄養学Ⅱ 2

臨床栄養学実習 1

栄養ケアマネジメント論 2

栄養ケアマネジメント論実習 1

臨床検査学 2

在宅栄養支援論 1

障害者栄養支援論 1

公衆栄養学Ⅰ 2

公衆栄養学Ⅱ 2

公衆栄養学実習 1

国際栄養学 1

給食経営管理論Ⅰ 2

給食経営管理論Ⅱ 2

給食経営管理実習 2

フードマネジメント論 1

総合演習 1

栄養統計学 1

管理栄養士特別演習 2

卒業研究 2

臨床栄養臨地実習 2

給食経営管理臨地実習 2

公衆栄養臨地実習 1

栄養管理臨地実習 1

事前指導 1

事後指導 1

単位数
備考

専
門
科
目

基
礎

栄
養

学

応
用
栄
養
学

栄
養
教
育
論

臨
床
栄
養
学

臨
地
実
習

公
衆
栄
養
学

給
食
経
営
管

理
論

総
合
演

習

研究

授業科目の名称
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必修 選択 自由

基礎栄養学 2

基礎栄養学実習 1

応用栄養学Ⅰ 2

応用栄養学Ⅱ 2

応用栄養学Ⅲ 2

応用栄養学実習 1

スポーツ栄養学 1

栄養教育論Ⅰ 2

栄養教育論Ⅱ 2

栄養教育論実習 1

栄養教育手法論 2

臨床栄養学Ⅰ 2

臨床栄養学Ⅱ 2

臨床栄養学実習 1

栄養ケアマネジメント論 2

栄養ケアマネジメント論実習 1

臨床検査学 2

在宅栄養支援論 1

障害者栄養支援論 1

公衆栄養学Ⅰ 2

公衆栄養学Ⅱ 2

公衆栄養学実習 1

国際栄養学 1

給食経営管理論Ⅰ 2

給食経営管理論Ⅱ 2

給食経営管理実習 2

フードマネジメント論 1

総合演習 1

栄養統計学 1

管理栄養士特別演習 2

卒業研究 2

臨床栄養臨地実習 2

給食経営管理臨地実習 2

公衆栄養臨地実習 1

栄養管理臨地実習 1

事前指導 1

事後指導 1

単位数
備考

専
門
科
目

基
礎

栄
養

学

応
用
栄
養
学

栄
養
教
育
論

臨
床
栄
養
学

臨
地
実
習

公
衆
栄
養
学

給
食
経
営
管

理
論

総
合
演

習

研究

授業科目の名称
必修 選択 自由

食生活教育論 2

学校栄養教育論 2

教職論 2

教育学概論 1

教育心理 2

教育制度論 1

カリキュラム論 1

特別支援教育論 1

教育の方法と技術 2

道徳・総合的な学習・特活論 1

生徒指導論 1

教育相談 2

教職実践演習（栄養教諭） 2

栄養教諭教育実習：事前・事後指導 1

栄養教諭教育実習 2

授業科目の名称
単位数

備考

栄
養
教
諭
に
関
す
る
科
目

栄
養
に
係
る

教
育
に
関
す

る
科
目

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

道
徳
、

総
合
的
な
学
習
の
時

間
等
の
内
容
及
び
生
徒
指

導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る

科
目

教
育
実
践
に
関
す
る
科
目
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必修 選択 自由

体験ゼミナール 1

千葉県の健康づくり 1

専門職間の連携活動論 1

社会実習（ボランティア） 1

心理学 2

哲学 2

文学 2

歴史と文化 2

生命倫理 2

宗教学 2

教育学 2

人間関係論 2

コミュニケーション理論と実際 2

健康スポーツ科学 1

生涯身体運動科学 1

生活とデザイン 2

法学（日本国憲法） 2

社会学 2

文化人類学 2

経済学 2

国際関係論 2

社会福祉学 1

国際的な健康課題 1

人権・ジェンダー 2

科学論 2

環境変化と生態 2

観察生物学入門 2

生物学 2

物理学 2

化学 2

統計学 1

情報リテラシーⅠ 1

情報リテラシーⅡ 1

情報倫理 1

実践統計学 1

英語Ⅰ（講読） 1

英語Ⅱ（英会話） 1

英語Ⅲ（講読・記述） 1

英語Ⅳ（英語コミュニケーション） 1

英語Ⅴ（保健医療英語） 2

英語Ⅵ（応用英語） 1

英語Ⅶ（上級英語）A 1

英語Ⅶ（上級英語）B 1

備考

人
間
理
解
群

健康科学部　歯科衛生学科

一
般
教
養
科
目

生
活
と
環
境
群

情
報
理
解
群

単位数
授業科目の名称

外
国
語
群

特色科目
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必修 選択 自由

体験ゼミナール 1

千葉県の健康づくり 1

専門職間の連携活動論 1

社会実習（ボランティア） 1

心理学 2

哲学 2

文学 2

歴史と文化 2

生命倫理 2

宗教学 2

教育学 2

人間関係論 2

コミュニケーション理論と実際 2

健康スポーツ科学 1

生涯身体運動科学 1

生活とデザイン 2

法学（日本国憲法） 2

社会学 2

文化人類学 2

経済学 2

国際関係論 2

社会福祉学 1

国際的な健康課題 1

人権・ジェンダー 2

科学論 2

環境変化と生態 2

観察生物学入門 2

生物学 2

物理学 2

化学 2

統計学 1

情報リテラシーⅠ 1

情報リテラシーⅡ 1

情報倫理 1

実践統計学 1

英語Ⅰ（講読） 1

英語Ⅱ（英会話） 1

英語Ⅲ（講読・記述） 1

英語Ⅳ（英語コミュニケーション） 1

英語Ⅴ（保健医療英語） 2

英語Ⅵ（応用英語） 1

英語Ⅶ（上級英語）A 1

英語Ⅶ（上級英語）B 1

備考

人
間
理
解
群

健康科学部　歯科衛生学科

一
般
教
養
科
目

生
活
と
環
境
群

情
報
理
解
群

単位数
授業科目の名称

外
国
語
群

特色科目

必修 選択 自由

運動生理学総論 1

生化学総論 1

栄養学Ⅰ（基礎） 1

栄養学Ⅱ（応用） 1

心の健康 1

薬理学Ⅰ（総論） 1

薬理学Ⅱ（各論） 1

病理学Ⅰ（総論） 1

病理学Ⅱ（各論） 1

微生物学Ⅰ（総論） 1

微生物学Ⅱ（各論） 1

発達心理学 1

臨床心理学 1

健康論 1

公衆衛生学Ⅰ（基礎） 1

公衆衛生学Ⅱ（応用） 1

疫学・保健統計Ⅰ（基礎） 1

疫学・保健統計Ⅱ（応用） 1

リハビリテーション概論 1

救命・救急の理論と実際 1

画像診断学 1

保健医療福祉論Ⅰ（基礎） 1

保健医療福祉論Ⅱ（応用） 1

食育論Ⅰ（基礎） 1

食育論Ⅱ（応用） 1

健康と運動 1

家族社会学 1

医療経営管理論 1

リスクマネジメント論 1

解剖学 2

生理学 2

内科学概論 1

高齢者医療論 1

口腔解剖学 2

口腔生理学 1

口腔病理学 1

口腔微生物学 1

歯科薬理学 1

歯科生化学・臨床検査法 1

口腔衛生学 2

歯科診断学 1

歯科矯正学 1

歯科材料学 1

歯科保存学 2

歯周治療学 1

歯科補綴学 2

顎口腔外科学 2

顎口腔機能論 1

歯科衛生基礎演習 1

専
門
科
目

歯
科
衛
生
基
礎

人
間
の
こ
こ
ろ
と
身
体

健
康
と
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム

保
健
医
療
基
礎
科
目

単位数
備考授業科目の名称
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必修 選択 自由

歯科衛生学概論 2

歯科医療安全論 1

チーム歯科医療論 1

歯科疾患予防学 1

発達歯科衛生学Ⅰ（小児・障害児） 2

発達歯科衛生学Ⅱ（成人・高齢者） 3

歯科衛生体験演習Ⅰ 1

歯科衛生体験演習Ⅱ 1

歯科診療補助演習 2

歯科予防処置演習 2

顎口腔機能リハビリテーション論 1

顎口腔機能リハビリテーション演習 1

在宅歯科衛生管理論Ⅰ 1

在宅歯科衛生管理論Ⅱ 1

歯科衛生アセスメント論 1

保健行動科学論 1

歯科保健指導･健康教育論 1

歯科保健指導演習Ⅰ 2

歯科保健指導演習Ⅱ 1

歯科衛生統計演習 1

地域歯科衛生学 1

地域歯科衛生演習 1

衛生行政 1

国際歯科衛生学 1

歯科医療管理論 1

社会保障・社会保険論 1

歯科診療室基礎実習 2

歯科診療所実習 4

病院実習 3

継続・個別支援実習Ⅰ 2

継続・個別支援実習Ⅱ 2

発達歯科衛生実習Ⅰ（小児・障害児） 2

発達歯科衛生実習Ⅱ（成人・高齢者） 2

地域歯科衛生実習 1

歯科診療室総合実習Ⅰ 2

歯科診療室総合実習Ⅱ 2
卒業研究 2

単位数
備考

専
門
科
目

研究

生
涯
歯
科
衛
生

歯
科
衛
生
健
康
推
進

臨
床
・
臨
地
実
習

授業科目の名称
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必修 選択 自由

歯科衛生学概論 2

歯科医療安全論 1

チーム歯科医療論 1

歯科疾患予防学 1

発達歯科衛生学Ⅰ（小児・障害児） 2

発達歯科衛生学Ⅱ（成人・高齢者） 3

歯科衛生体験演習Ⅰ 1

歯科衛生体験演習Ⅱ 1

歯科診療補助演習 2

歯科予防処置演習 2

顎口腔機能リハビリテーション論 1

顎口腔機能リハビリテーション演習 1

在宅歯科衛生管理論Ⅰ 1

在宅歯科衛生管理論Ⅱ 1

歯科衛生アセスメント論 1

保健行動科学論 1

歯科保健指導･健康教育論 1

歯科保健指導演習Ⅰ 2

歯科保健指導演習Ⅱ 1

歯科衛生統計演習 1

地域歯科衛生学 1

地域歯科衛生演習 1

衛生行政 1

国際歯科衛生学 1

歯科医療管理論 1

社会保障・社会保険論 1

歯科診療室基礎実習 2

歯科診療所実習 4

病院実習 3

継続・個別支援実習Ⅰ 2

継続・個別支援実習Ⅱ 2

発達歯科衛生実習Ⅰ（小児・障害児） 2

発達歯科衛生実習Ⅱ（成人・高齢者） 2

地域歯科衛生実習 1

歯科診療室総合実習Ⅰ 2

歯科診療室総合実習Ⅱ 2
卒業研究 2

単位数
備考

専
門
科
目

研究

生
涯
歯
科
衛
生

歯
科
衛
生
健
康
推
進

臨
床
・
臨
地
実
習

授業科目の名称 必修 選択 自由

体験ゼミナール 1

千葉県の健康づくり 1

専門職間の連携活動論 1

社会実習（ボランティア活動） 1

心理学 2

哲学 2

文学 2

歴史と文化 2

生命倫理 2

宗教学 2

教育学 2

人間関係論 2

コミュニケーション理論と実際 2

健康スポーツ科学 1

生涯身体運動科学 1

生活とデザイン 2

法学（日本国憲法） 2

社会学 2

文化人類学 2

経済学 2

国際関係論 2

社会福祉学 1

国際的な健康課題 1

人権・ジェンダー 2

科学論 2

環境変化と生態 2

観察生物学入門 2

生物学 2

物理学 2

化学 2

統計学 1

情報リテラシーⅠ 1

情報リテラシーⅡ 1

情報倫理 1

英語Ⅰ（基礎講読） 1

英語Ⅱ（基礎英会話） 1

英語Ⅲ（講読・記述） 1

英語Ⅳ（英会話） 1

英語Ⅴ（保健医療英語） 2

英語Ⅵ（応用英語） 1

英語Ⅶ(上級英語)Ａ 1

英語Ⅶ(上級英語)Ｂ 1

授業科目の名称
単位数

備考

健康科学部　リハビリテーション学科　理学療法学専攻

特色科目

一
般
教
養
科
目

人
間
理
解
群

生
活
と
環
境
群

情
報
理
解
群

外
国
語
群
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必修 選択 自由

運動生理学総論 1

生化学総論 1

栄養学Ⅰ（基礎） 1

栄養学Ⅱ（応用） 1

心の健康 1

薬理学Ⅰ（総論） 1

薬理学Ⅱ（各論） 1

病理学Ⅰ（総論） 1

病理学Ⅱ（各論） 1

微生物学Ⅰ（総論） 1

微生物学Ⅱ（各論） 1

発達心理学 1

臨床心理学 1

健康論 1

公衆衛生学Ⅰ（基礎） 1

公衆衛生学Ⅱ（応用） 1

疫学・保健統計Ⅰ（基礎） 1

疫学・保健統計Ⅱ（応用） 1

リハビリテーション概論 1

救命・救急の理論と実際 1

画像診断学 1

保健医療福祉論Ⅰ（基礎） 1

保健医療福祉論Ⅱ（応用） 1

食育論Ⅰ（基礎） 1

食育論Ⅱ（応用） 1

健康と運動 1

家族社会学 1

医療経営管理論 1

リスクマネジメント論 1

人体の構造Ⅰ（筋・骨・神経系の構造） 1

人体の構造Ⅱ（脈管・内臓・感覚器の構造） 1

人体の構造実習 1

人体の機能Ⅰ（動物性機能） 1

人体の機能Ⅱ（植物性機能） 1

人体の機能実習 1

運動学Ⅰ（運動の基礎科学） 1

運動学Ⅱ（応用的運動科学） 1

運動学実習 1

臨床運動学 1

機能解剖学 1

人間工学 1

人間発達学 1

医学総論 1

内科学総論 1

内科学各論 1

神経科学総論 1

神経科学各論 1

整形外科学総論 1

授業科目の名称
単位数

備考

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
専
門
基
礎
科
目

専
門
科
目

保
健
医
療
基
礎
科
目

人
間
の
こ
こ
ろ
と
身
体

健
康
と
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム
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必修 選択 自由

運動生理学総論 1

生化学総論 1

栄養学Ⅰ（基礎） 1

栄養学Ⅱ（応用） 1

心の健康 1

薬理学Ⅰ（総論） 1

薬理学Ⅱ（各論） 1

病理学Ⅰ（総論） 1

病理学Ⅱ（各論） 1

微生物学Ⅰ（総論） 1

微生物学Ⅱ（各論） 1

発達心理学 1

臨床心理学 1

健康論 1

公衆衛生学Ⅰ（基礎） 1

公衆衛生学Ⅱ（応用） 1

疫学・保健統計Ⅰ（基礎） 1

疫学・保健統計Ⅱ（応用） 1

リハビリテーション概論 1

救命・救急の理論と実際 1

画像診断学 1

保健医療福祉論Ⅰ（基礎） 1

保健医療福祉論Ⅱ（応用） 1

食育論Ⅰ（基礎） 1

食育論Ⅱ（応用） 1

健康と運動 1

家族社会学 1

医療経営管理論 1

リスクマネジメント論 1

人体の構造Ⅰ（筋・骨・神経系の構造） 1

人体の構造Ⅱ（脈管・内臓・感覚器の構造） 1

人体の構造実習 1

人体の機能Ⅰ（動物性機能） 1

人体の機能Ⅱ（植物性機能） 1

人体の機能実習 1

運動学Ⅰ（運動の基礎科学） 1

運動学Ⅱ（応用的運動科学） 1

運動学実習 1

臨床運動学 1

機能解剖学 1

人間工学 1

人間発達学 1

医学総論 1

内科学総論 1

内科学各論 1

神経科学総論 1

神経科学各論 1

整形外科学総論 1

授業科目の名称
単位数

備考

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
専
門
基
礎
科
目

専
門
科
目

保
健
医
療
基
礎
科
目

人
間
の
こ
こ
ろ
と
身
体

健
康
と
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム

必修 選択 自由

整形外科学各論 1

精神神経科学総論 1

精神神経科学各論 1

臨床薬理学 1

老年科学 1

小児科学 1

臨床医学概論 1

リハビリテーション医学 1

理学療法概論 1

理学療法管理学 2

運動療法学 2

理学療法評価学Ⅰ 2

理学療法評価学演習 1

理学療法評価学Ⅱ（神経系） 1

理学療法評価学Ⅲ（統合・解釈） 1

理学療法評価学Ⅳ（画像評価） 1

日常生活活動学 2

日常生活活動学演習 1

物理療法学 1

物理療法学演習 1

義肢装具学 2

義肢装具学演習 1

理学療法研究方法論 1

運動器障害理学療法学 2

運動器障害理学療法学演習 1

神経系障害理学療法学 2

神経系障害理学療法学演習 1

内部障害理学療法学 2

内部障害理学療法学演習 1

老年期障害理学療法学 2

老年期障害理学療法学演習 1

発達障害理学療法学 2

発達障害理学療法学演習 1

発達障害理学療法学特論 1

地域理学療法学 2

地域理学療法学演習 1

理学療法技術論 1

生体機能計測学 1

理学療法応用評価学 1

理学療法学特論Ⅰ（運動器・神経系） 1

理学療法学特論Ⅱ（内部・老年期・地域） 1

発展領域論（がん、予防、研究解析法） 2

臨床体験実習 1

評価実習 4

総合実習Ⅰ 7

総合実習Ⅱ 7

地域理学療法学実習 1

卒業研究 2

単位数
備考

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
専

門
基
礎
科
目

専
門
科
目

研究

理
学
療
法
専
門
基
礎
科
目

理
学
療
法
専
門
科
目

臨
床
実
習

授業科目の名称
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必修 選択 自由

体験ゼミナール 1

千葉県の健康づくり 1

専門職間の連携活動論 1

社会実習（ボランティア活動） 1

心理学 2

哲学 2

文学 2

歴史と文化 2

生命倫理 2

宗教学 2

教育学 2

人間関係論 2

コミュニケーション理論と実際 2

健康スポーツ科学 1

生涯身体運動科学 1

生活とデザイン 2

法学（日本国憲法） 2

社会学 2

文化人類学 2

経済学 2

国際関係論 2

社会福祉学 1

国際的な健康課題 1

人権・ジェンダー 2

科学論 2

環境変化と生態 2

観察生物学入門 2

生物学 2

物理学 2

化学 2

統計学 1

情報リテラシーⅠ 1

情報リテラシーⅡ 1

情報倫理 1

実践統計学 1

英語Ⅰ（講読） 1

英語Ⅱ（英会話） 1

英語Ⅲ（講読・記述） 1

英語Ⅳ（英語コミュニケーション） 1

英語Ⅴ（保健医療英語） 2

英語Ⅵ（応用英語） 1

英語Ⅶ（上級英語）A 1

英語Ⅶ（上級英語）B 1

授業科目の名称
単位数

備考

健康科学部　リハビリテーション学科　作業療法学専攻

特色科目

一
般
教
養
科
目

人
間
理
解
群

生
活
と
環
境
群

情
報
理
解
群

外
国
語
群
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必修 選択 自由

体験ゼミナール 1

千葉県の健康づくり 1

専門職間の連携活動論 1

社会実習（ボランティア活動） 1

心理学 2

哲学 2

文学 2

歴史と文化 2

生命倫理 2

宗教学 2

教育学 2

人間関係論 2

コミュニケーション理論と実際 2

健康スポーツ科学 1

生涯身体運動科学 1

生活とデザイン 2

法学（日本国憲法） 2

社会学 2

文化人類学 2

経済学 2

国際関係論 2

社会福祉学 1

国際的な健康課題 1

人権・ジェンダー 2

科学論 2

環境変化と生態 2

観察生物学入門 2

生物学 2

物理学 2

化学 2

統計学 1

情報リテラシーⅠ 1

情報リテラシーⅡ 1

情報倫理 1

実践統計学 1

英語Ⅰ（講読） 1

英語Ⅱ（英会話） 1

英語Ⅲ（講読・記述） 1

英語Ⅳ（英語コミュニケーション） 1

英語Ⅴ（保健医療英語） 2

英語Ⅵ（応用英語） 1

英語Ⅶ（上級英語）A 1

英語Ⅶ（上級英語）B 1

授業科目の名称
単位数

備考

健康科学部　リハビリテーション学科　作業療法学専攻

特色科目

一
般
教
養
科
目

人
間
理
解
群

生
活
と
環
境
群

情
報
理
解
群

外
国
語
群

必修 選択 自由

運動生理学総論 1

生化学総論 1

栄養学Ⅰ（基礎） 1

栄養学Ⅱ（応用） 1

心の健康 1

薬理学Ⅰ（総論） 1

薬理学Ⅱ（各論） 1

病理学Ⅰ（総論） 1

病理学Ⅱ（各論） 1

微生物学Ⅰ（総論） 1

微生物学Ⅱ（各論） 1

発達心理学 1

臨床心理学 1

健康論 1

公衆衛生学Ⅰ（基礎） 1

公衆衛生学Ⅱ（応用） 1

疫学・保健統計Ⅰ（基礎） 1

疫学・保健統計Ⅱ（応用） 1

リハビリテーション概論 1

救命・救急の理論と実際 1

画像診断学 1

保健医療福祉論Ⅰ（基礎） 1

保健医療福祉論Ⅱ（応用） 1

食育論Ⅰ（基礎） 1

食育論Ⅱ（応用） 1

健康と運動 1

家族社会学 1

医療経営管理論 1

リスクマネジメント論 1

人体の構造Ⅰ（筋・骨・神経系の構造） 1

人体の構造Ⅱ（脈管・内臓・感覚器の構造） 1

人体の構造実習 1

体表解剖学 1

人体の機能Ⅰ（動物性機能） 1

人体の機能Ⅱ（植物性機能） 1

人体の機能実習 1

作業運動学Ⅰ（作業運動の基礎） 1

作業運動学Ⅱ（作業運動の応用） 1

作業運動学演習 1

作業運動学実習 1

作業分析学 1

人間工学 1

人間発達学 1

医学総論 1

内科学総論 1

内科学各論 1

神経内科学総論 1

神経内科学各論 1

整形外科学総論 1

整形外科学各論 1

授業科目の名称
単位数

備考

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
専
門
基
礎
科
目

専
門
科
目

保
健
医
療
基
礎
科
目

人
間
の
こ
こ
ろ
と
身
体

健
康
と
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム
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必修 選択 自由

精神神経科学総論 1

精神神経科学各論 1

臨床薬理学 1

老年科学 1

小児科学 1

臨床医学概論 1

リハビリテーション医学 1

作業療法概論 1

作業療法管理学 2

作業療法基礎理論 1

作業療法研究法 1

基礎作業学・演習 1

基礎作業学実習 1

作業療法ゼミナールA 1

作業療法ゼミナールB 1

作業療法ゼミナールC 1

作業療法ゼミナールD 1

作業療法ゼミナールE 1

作業療法ゼミナールF 1

作業療法評価学総論 1

身体作業療法評価学 1

身体作業療法評価学実習 1

身体作業療法学Ⅰ 2

身体作業療法学Ⅱ 2

身体作業療法学演習 1

精神作業療法評価学 1

精神作業療法評価学実習 1

精神作業療法学 2

精神作業療法学演習 1

発達期作業療法学 1

発達期作業療法学演習 1

老年期作業療法学 1

老年期作業療法学演習 1

高次神経機能作業療法学 2

日常生活活動学 1

日常生活活動学演習 1

義肢装具学 2

福祉機器論 2

地域社会参加支援学 1

地域社会参加支援学演習 1

地域作業療法学 2

作業療法総合演習 1

作業療法学特論A 1

作業療法学特論B 1

作業療法学特論C 1

作業療法学特論D 1

作業療法学特論E 1

作業療法学特論F 1

臨床体験実習 1

評価実習Ⅰ 4

評価実習Ⅱ 4

総合実習Ⅰ 8

総合実習Ⅱ 8

地域作業療法学実習 3

卒業研究 1

単位数
備考

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
　
専
門
基
礎
科
目

専
門
科
目

研究

基
礎
作
業
療
法
学

実
践
作
業
療
法
学

臨
床
実
習

授業科目の名称
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必修 選択 自由

精神神経科学総論 1

精神神経科学各論 1

臨床薬理学 1

老年科学 1

小児科学 1

臨床医学概論 1

リハビリテーション医学 1

作業療法概論 1

作業療法管理学 2

作業療法基礎理論 1

作業療法研究法 1

基礎作業学・演習 1

基礎作業学実習 1

作業療法ゼミナールA 1

作業療法ゼミナールB 1

作業療法ゼミナールC 1

作業療法ゼミナールD 1

作業療法ゼミナールE 1

作業療法ゼミナールF 1

作業療法評価学総論 1

身体作業療法評価学 1

身体作業療法評価学実習 1

身体作業療法学Ⅰ 2

身体作業療法学Ⅱ 2

身体作業療法学演習 1

精神作業療法評価学 1

精神作業療法評価学実習 1

精神作業療法学 2

精神作業療法学演習 1

発達期作業療法学 1

発達期作業療法学演習 1

老年期作業療法学 1

老年期作業療法学演習 1

高次神経機能作業療法学 2

日常生活活動学 1

日常生活活動学演習 1

義肢装具学 2

福祉機器論 2

地域社会参加支援学 1

地域社会参加支援学演習 1

地域作業療法学 2

作業療法総合演習 1

作業療法学特論A 1

作業療法学特論B 1

作業療法学特論C 1

作業療法学特論D 1

作業療法学特論E 1

作業療法学特論F 1

臨床体験実習 1

評価実習Ⅰ 4

評価実習Ⅱ 4

総合実習Ⅰ 8

総合実習Ⅱ 8

地域作業療法学実習 3

卒業研究 1

単位数
備考

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
　
専
門
基
礎
科
目

専
門
科
目

研究

基
礎
作
業
療
法
学

実
践
作
業
療
法
学

臨
床
実
習

授業科目の名称

 

別表第２（第４８条） 

１ 看護学科 

区 分 必 修 選 択 合 計 備 考 

特色科目 ３単位 ０単位 ３単位 助産課程選択の場合は、「助産学概論」

及び「助産診断・技術学Ⅰ」の計２単位

を選択必修とするほか、別途、「助産診

断・技術学Ⅱ」、「助産診断・技術学Ⅲ」、

「助産診断・技術学Ⅳ」及び「助産学実

習Ⅰ（産婦ケア体験）」、「助産学実習Ⅱ

（継続支援）」、「助産学実習Ⅲ（産婦ケ

ア）」の計１３単位が必要である。 

一般教養科目 ４単位 ２０単位 ２４単位 

保健医療基礎科目 １６単位 ３単位 １９単位 

専門科目 ７７単位 ３単位 ８０単位 

合 計 １００単位 ２６単位 １２６単位 

２ 栄養学科 

区 分 必 修 選 択 合 計 備 考 

特色科目 ３単位 ０単位 ３単位 栄養教諭選択の場合は別途２

３単位が必要 一般教養科目 ６単位 １８単位 ２４単位 

保健医療基礎科目 １０単位 ４単位 １４単位 

専門科目 ７８単位 ７単位 ８５単位 

合 計 ９７単位 ２９単位 １２６単位 

３ 歯科衛生学科 

区 分 必 修 選 択 合 計 備 考 

特色科目 ３単位 ０単位 ３単位  

一般教養科目 １１単位 １３単位 ２４単位 

保健医療基礎科目 １３単位 ３単位 １６単位 

専門科目 ８１単位 ２単位 ８３単位 

合 計 １０８単位 １８単位 １２６単位 

４ リハビリテーション学科理学療法学専攻 

区 分 必 修 選 択 合 計 備 考 

特色科目 ３単位 ０単位 ３単位  

一般教養科目 １０単位 １４単位 ２４単位 

保健医療基礎科目 １０単位 ２単位 １２単位 

専門科目 ８９単位 ２単位 ９１単位 

合 計 １１２単位 １８単位 １３０単位 

５ リハビリテーション学科作業療法学専攻 

区 分 必 修 選 択 合 計 備 考 

特色科目 ３単位 ０単位 ３単位  

一般教養科目 ８単位 １６単位 ２４単位 

保健医療基礎科目 ９単位 １単位 １０単位 

専門科目 ９０単位 ３単位 ９３単位 

合 計 １１０単位 ２０単位 １３０単位 
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千千葉葉県県立立保保健健医医療療大大学学学学生生規規程程  

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、千葉県立保健医療大学学則第７１条の規定により、千葉県立保健医療大学（以下

「本学」という。）の学生が守らなければならない事項に関し定めるものとする。 

 

（誓約書） 

第２条 本学の学生になろうとする者は、誓約書（様式第１号）を、入学手続時に提出しなければなら

ない。 

２ 本学の学生となった者は、本学の学生であることを自覚し、前項の誓約を守らなければならない。 

 

（保証人） 

第３条 本学の学生になろうとする者は、その身元を保証するため保証人を立て、保証書（様式第２号）

を入学手続時に提出しなければならない。 

２ 保証人は、保護者又はこれに代わる者で、保証する学生の身上及び授業料の納付に関し、保証人と

しての責務を果たすことのできる者でなければならない。 

３ 保証人の債務の極度額は、別表１の額とする。 

４ 学生は、保証人を変更したとき又は保証人が住所を変更したときは、直ちに保証人等変更届（様式

第３号）を提出しなければならない。 

 

（学生登録票） 

第４条 学生は、学生登録票（様式第４号）に必要事項を記入して、入学後本学が指定する期日までに

提出しなければならない。 

２ 学生は、前項の学生登録票の記載事項に変更のあったときは、直ちに学生登録変更届（様式第５号）

を提出しなければならない。 

 

（学生証） 

第５条 学生は、入学の際、学生証の交付を受けるものとする。 

２ 学生は、常に学生証を携帯し、本学教職員から求められたときは、直ちにこれを呈示しなければな

らない。 

３ 前項に従わない者には、授業を受けさせない、集会に参加させない、又は教室、研究室、図書館等

の本学施設及び設備の使用をさせないことがある。 

４ 学生証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

５ 学生証を紛失し、若しくは汚損したとき、又は記載事項に変更が生じたときは、直ちに学生証再交

付願（様式第６号）を提出し、再交付を受けなければならない。 

６ 卒業、退学等により学籍を離れたとき、又は有効期限が到来したときは、直ちに学生証を返還しな

ければならない。 

 

（健康診断及び健康管理） 

第６条 学生は、毎学年定期又は臨時に行う本学の健康診断を受けなければならない。 

２ 疾病その他やむを得ない事由によって、当該期日に健康診断を受けることが出来なかった学生は、

その事由の無くなった後、速やかに健康診断を受け、健康診断書を学長へ提出するものとする。 

３ 学長は学生の健康を管理するため必要があるときは、治療を指示し、又は登学を停止させることが

できる。 
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（整理整頓） 

第７条 学生は、常に学内の整理整頓に留意し、自ら学内環境を清潔に保つよう努めなければならない。 

 

（証明書等） 

第８条 学生は、次表左欄に掲げる証明書等の交付を受けようとするときは、それぞれその右欄に掲げ

る書類を提出しなければならない。 

証明書等 提出書類 

通学証明書 通学証明書交付願（様式第７－１号） 

通学証明書（実習用）交付願（様式第７－２号） 

学生旅客運賃割引証 学生旅客運賃割引証に必要事項を記入して提出 

在学証明書 

証明書交付願（様式第８号） 

成績証明書 

卒業見込証明書 

卒業証明書 

健康診断個人票写し 

国家試験受験資格取得見込証明

書 

免許状取得見込証明書 

その他の証明書等 

 

（休学等） 

第９条 学生は、学則の規定により休学、復学、転学、留学、退学、転学科及び転専攻しようとすると

きは、次表左欄に掲げる区分に応じ、それぞれその右欄に掲げる書類を提出し、学長の許可を受けな

ければならない。 

区分 提出書類 

休学 休学願（様式第９号） 

復学 復学願（様式第１０号） 

転学 転学願（様式第１１号） 

留学 留学願（様式第１２号） 

退学 退学願（様式第１３号） 

転 学 科

及び 

転専攻 

転学科及び転専攻願 

（様式第２５号） 

２ 前項の書類の提出のうち、休学、復学及び退学に係るものであって、病気又はけがを理由とする場

合は、医師の診断書を添付しなければならない。 

 

（学生団体） 

第１０条 学生が、学内において学生の団体（以下「学生団体」という。）を設立しようとするときは、

その責任者は、学生団体設立承認願（様式第１４号）に規約並びに役員及び構成員名簿を添えて提出

し、学長の承認を受けなければならない。 

２ 前項の学生団体の設立に当たっては、本学の専任の教授、准教授、講師又は助教のうちから顧問を

定めなければならない。 

３ 学生団体が、規約の改正、役員の変更及びその他願い出事項を変更しようとするときは、学生団体
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変更承認願（様式第１５号）を提出し、学長の承認を受けなければならない。 

４ 学生団体が解散したときは、直ちに学生団体解散届(様式第１６号)を提出しなければならない。 

５ 学生団体が学外の団体に加盟又は脱退したときは、学外団体加盟（脱退）届（様式第１７号）を提

出しなければならない。 

６ 学生団体は毎年４月１０日まで（土曜日、日曜日にあたる場合は翌月曜日まで）に前年度の活動状

況等を記載した学生団体活動報告書（様式第１８号）に役員及び構成員名簿を添えて提出しなければ

ならない。 

７ 前項の規定による書類を提出しない学生団体は、解散したものとみなす。 

 

（活動の制限等） 

第１１条 学生又は学生団体（以下「学生等」という。）は、学内において特定の政党を支持し、若し

くはこれに反対するための政治活動又は特定の宗教のための宗教活動を行ってはならない。 

２ 学生等が前項に違反したとき、又は、次の各号に掲げる事項の一に該当するときは、学長は、当該

学生等の活動を停止するとともに当該団体の設立の承認を取り消すことができる。 

 (1) その行為が本学の定めた規程に違反し、又は学内の秩序を乱し、若しくは教育研究に支障をきた

す恐れがあると認められるとき。 
 (2) 団体の活動中に事故が発生するなど、その運営が適正に行われなかったとき。 
 (3) 団体の会員が不祥事に関係し、かつ、それが団体の活動に密接な関連のあったとき。 

 

（集会等） 

第１２条 学生等が学内において集会等を開催しようとするときは、責任者は開催日の７日前までに集

会等開催願（様式第１９号）を提出し、学長の許可を受けなければならない。 

２ 学長は、集会等が本学の目的に著しく反すると認めたときは、当該集会等の解散を命ずることがで

きる。 

 

（学外活動） 

第１３条 学生等が、本学の名を冠し、又はそれを意味する名義をもって学外において活動し、若しく

は学外団体の活動に参加しようとするときは、あらかじめ学外活動届（様式第２０号）を提出しなけ

ればならない。 

 

（学内掲示） 

第１４条 学生等が学内においてポスター、立看板等（以下「掲示物」という。）を掲示しようとする

ときは、あらかじめ学内掲示願（様式第２１号）に当該掲示物を添えて提出し、学長の許可を受けな

ければならない。 

２ 前項の規定により許可した掲示物には、掲示期間を明示した検印を押印する。 

３ 掲示物は、学長が指定した場所に指定した方法で掲示しなければならない。 

 

（掲示物の撤去） 

第１５条 学生等は、掲示期間を経過した掲示物を直ちに撤去しなければならない。 

２ 学長は、掲示物が次の各号の一に該当するときは、当該掲示物の撤去を命じ、又はこれを撤去する

ことができる。 

 (1) 許可を受けていないもの 
 (2) 許可を受けた掲示物の内容と相違するもの 
 (3) 学長が指定した場所以外に掲示したもの 
 (4) 学長が指定した方法以外で掲示したもの 
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 (5) 掲示期間を経過したもの 
 
（禁止掲示物） 
第１６条 学生等は、次の各号の一に該当する掲示物を学内に掲示してはならない。 
 (1) 特定の個人、団体等を誹謗し、又はその名誉を傷つける内容を掲載したもの 
 (2) 虚偽の内容を掲載したもの 
 (3) その他掲示することが不適当と認められるもの 
 

（印刷物の配布） 

第１７条 学生等が学内においてビラ及び新聞等の印刷物（以下「印刷物」という。）を配布又は発行

（以下「配布」という。）しようとするときは、あらかじめ印刷物配布願（様式第２２号）に当該印

刷物を添えて提出し、学長の許可を受けなければならない。 

２ 学内で配布した印刷物で放置されたものは、配布を願い出た学生等が回収し、その散乱防止に努め

なければならない。 

３ 印刷物の配布に関しては、第１６条の規定を準用する。この際、同条中「掲示物」とあるのは「印

刷物」と、「掲示」とあるのは「配布」とそれぞれ読み替えるものとする。 

 

（寄付募集、物品販売及び署名運動等） 

第１８条 学生等が学内において寄付の募集、物品の販売、署名運動その他これに類する行為をしよう

とするときは、あらかじめ寄付募集等願（様式第２３号）を提出し、学長の許可を受けなければなら

ない。 

 

（更衣ロッカー） 

第１９条 学生は、在学中に限り、学長が指定する更衣ロッカーを使用することができるものとし、そ

の鍵は、入学後に学生に貸与するものとする。 

２ 学生は、卒業等により学籍を離れたときは、直ちに前項の更衣ロッカーの鍵を返還しなければなら

ない。 

３ 第 1 項の更衣ロッカーは、学生が各自の責任のもとに使用するものとし、鍵及び保管物品の管理に

は十分注意するものとする。 

 

（学内施設等の使用） 

第２０条 学生等が、学内の施設及び物品（以下「施設等」という。）を使用しようとするときは、原

則として使用期日の７日前までに施設等使用願（様式第２４号）を提出し、学長の許可を受けなけれ

ばならない。ただし、前条の更衣ロッカー及び別に利用規程を定めた施設等に関してはこの限りでな

い。 

２ 学生等が、施設等を使用するときは、次の事項を守らなければならない。 

 (1) 許可を受けた使用目的以外には使用しないこと 
 (2) 許可を受けた期間及び時間を厳守すること 
 (3) 周囲の秩序を乱さないこと 
 (4) 施設等を毀損し、又は滅失しないこと 
 (5) その他許可に際して付された条件及び学長の指示に従うこと 
３ 学長は、学生等がこの規程の他、本学の施設等の管理及び使用に係る規程に違反したときは、当該

施設等の使用許可を取り消すことができる。 

４ 学生等は、施設等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を学長に届け出なければならない。 

５ 学長は、前項の規定による毀損又は滅失が、学生等の故意又は重大な過失によるものと認められる

－ 105 －



ときは、当該学生等に原状回復させ、又はその修理若しくは補充に要する経費を負担させるものとす

る。 

６ 学生等は、第１項に規定する使用を終わったとき、又は第３項の規定により使用許可を取り消され

たときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。 

７ 学生等は、前項の原状回復を完了したときは、直ちにその旨を学長に届け出て、当該施設等の点検

を受けなければならない。 

 

（駐車場の使用禁止） 

第２１条 学生が駐車場を使用することは禁止する。ただし、学長が特に認めた場合はこの限りでない。 

 

（承認又は許可の取消） 

第２２条 この規則の定めるところにより承認又は許可を受けた者が、その承認又は許可事項に違反し

たとき、又は提出書類に虚偽の記載があると判明したときは、学長は当該承認又は許可を取り消すこ

とができる。 

 

（科目等履修生等への準用） 

第２３条 この規程は、科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研修生、研究生及び外国人留学生に準

用する。 

ただし、科目等履修生、特別聴講学生及び聴講生にあっては、第６条、第１０条、第１１条、第１

８条の規定は準用しない。 

 

（補則） 

第２４条 この規程に定めるもののほか、学生が学生生活を送る上で守るべき事項は、学長が別に定め

る。 

 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程の改正は、平成２２年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この規程の改正は、平成２６年３月４日から施行する。 

附 則 

 この規程の改正は、平成２９年１月２７日から施行する。 

附 則 

 この規程の改正は、平成３０年１月２３日から施行する。 

附 則 

 この規程の改正は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程の改正は、令和５年４月１日から施行する。 
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別表１

種別 極度額

学生 2,500,000円

編入学生 1,250,000円

科目等履修生 350,000円

聴講生 350,000円

研修生 500,000円

研究生 400,000円

その他 学長が定める額
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（様式第１号） 

 
受験番号 

 
 

 

 

誓誓    約約    書書  

 

 

私は貴学に入学の上は，その教育方針に従い学則及び諸規程並びに諸指示を守り，

貴学学生としての本分を尽くすことを誓います。 

 

 

     年  月  日 

 

 

 

本人氏名
（ふりがな）

                    印    

 

         生年月日       年     月     日 生 

 

              〒 

現 住 所                         

 

学科・専攻名                   

 

 

 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

 

 

（注）１ 「本人氏名」欄は，入学者本人が自署するか，又は記名の上押印すること。 

２ 氏名及び現住所の記入等に当っては，提出日現在の住民票に記載されているとおりとし，

略字等は使用しないこと。 
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（様式第２号） 

 
受験番号 

 
 

 

保保    証証    書書  

 

本人氏名
（ふりがな）

                    印    

         生年月日       年     月     日 生 

              〒 

現 住 所                         

学科・専攻名                   

 

上記の者が貴学に入学の上は，私が保証人を引き受け，在学中，その身に関する 

一切の責を負うことを保証します。 

 

なお，授業料等の納付についても，履行期限を厳守させ，万一，履行期限までに  納付

しない場合には，私が納付します。 

以上に係る債務の極度額は，           円とします。 

 

     年  月  日 

 

        保 証 人 

氏  名
（ふりがな）

                    印    

         生年月日       年     月     日 生 

              〒 

現 住 所                         

電話番号  （    ）     －       

本人との続柄          

職業・勤務先                    

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

（注）１ 「本人氏名」欄は入学者本人が，保証人「氏名」欄は保証人本人が，それぞれ自署の上

押印すること。 

２ 氏名及び現住所の記入に当たっては，提出日現在の住民票に記載されているとおりとし，

略字等は使用しないこと。 
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（様式第３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 「学生氏名」欄は学生本人が，「変更前保証人氏名」欄は変更前の保証人本人が，記１

の「氏名」欄（保証人変更の場合に限る）は変更後の保証人本人が，それぞれ自署の上押

印すること。 

   ２ 保証人は，保護者又はこれに代わる者で，保証する学生の身上及び授業料の納付に関し，

保証人としての責務を果たすことのできる者とすること。 

３ 「（保証人・保証人の住所等）」は，該当項目を○で囲むこと。 

４ 氏名及び現住所の記入に当たっては，提出日現在の住民票に記載されているとおりとし，

略字等は使用しないこと。 
５ 保証人の住所等の変更の場合，記１については変更箇所のみ記入すること。

保保  証証  人人  等等  変変  更更  届届  

 

                             年  月  日 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

学 科 ・ 専 攻 名           （  年次）  

学 籍 番 号                   

学 生 氏 名                印   

 

変更前保証人氏名               印   

 

下記のとおり（ 保 証 人 ・ 保 証 人 の 住 所 等 ）を変更したので，届け出

ます。 

 

なお，保証人変更の場合の債務の極度額は，          円とします。 

 

記 

  １ 変更後の保証人又は保証人の住所等 

氏  名
（ふりがな）

                    印    

     生年月日       年     月     日 生 

          〒 

現 住 所                         

電話番号 （    ）     －       

本人との続柄          

職業・勤務先                   

  ２ 変更の理由 
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（様式第４号）            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学学    生生    登登    録録    票票  
                               年  月  日 

学 科 

（専攻） 

 

 

学籍番号  

写 真 
 

（４×３） 
 

性別  

(ふりがな)  

生年月日 S・H  年  月  日 
氏 名 

 

 

 

Name 

(英語表記) 
 本籍地（任意） 都道府県 

 

現住所等 

住所 〒 

 

携帯電話（    ）    － 

（自宅：    －    －    ） 

住居：自宅・下宿等・親戚知人宅・その他 

家族：同居・別居 
 

通学方法 

(幕張) 

経路：自宅等 －      －       －       －  大学 

交通： （     ） （     ） （     ） （     ） 

 

通学方法 

（仁戸名） 

経路：自宅等 －      －       －       －  大学 

交通： （     ） （     ） （     ） （     ） 

 

保 証 人 

(配偶者を含む) 

(ふりがな)  
続柄 

 

 氏 名  

住所 〒 

 

電話（    ）    － 

上記以外で緊急時の連絡先がある場合 

(ふりがな)  
続柄 

 

氏 名  

電話（    ）    － 
 

学  歴 

卒業年月 学 校 名 所在地 

   年  月 
高等学校 

科 

 

   年  月   

   年  月   
 

職  歴 

期  間 勤務先の名称 所在地 

自  年  月 
至  年  月 

  

自  年  月 
至  年  月 
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（様式第５号）             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）１ 「氏名」欄は学生本人が自署するか，又は記名の上押印すること。 
   ２ 変更箇所のみ記入すること。 

   ３ 氏名及び住所の記入に当たっては，提出日現在の住民票に記載されているとおりとし， 

略字等は使用しないこと。 

学学  生生  登登  録録  変変  更更  届届  
                             年  月  日 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

学 科 ・ 専 攻 名           （  年次）  

学 籍 番 号                    

氏 名               印   

 

下記のとおり学生登録票の記載事項に変更があったので，届け出ます。 

記 

本人氏名 

変更後 

(ふりがな)  

氏 名  

Name  

変更前 氏 名  

変 更 年 月 日      年   月   日 

変 更 の 理 由  
 

現住所等 

住所 〒 

携帯電話（    ）    － 

（自宅：    －    －    ） 

住居：自宅・下宿等・親戚知人宅・その他 

家族：同居・別居 

本籍地(任意)             都 道 府 県 
 

通学方法 

（幕張） 

経路：自宅等 －     －     －     － 大学 

交通： （     ）（     ）（     ）（     ） 
 

通学方法 

（仁戸名） 

経路：自宅等 －     －     －     － 大学 

交通： （     ）（     ）（     ）（     ） 
 

保 証 人 

(配偶者を含む) 

(ふりがな)  
続柄  

 氏 名  

住所 〒 

電話（    ）    － 

上記以外で緊急時の連絡先がある場合 

電話（    ）    － 

在学中の保証人への学業成績送付 

同意 ・ 不同意 
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（様式第６号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 「氏名」欄は学生本人が自署するか，又は記名の上押印すること。 

   ２ 「紛失・汚損・記載事項の変更」は，該当項目を○で囲むこと。 

３ 汚損又は記載事項変更の場合は，旧学生証を添付すること。 
４ 氏名又は現住所に関する記載事項変更の場合は，学生登録変更届と合せて提出すること。 

  

 

学学  生生  証証  再再  交交  付付  願願  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

学 科 ・ 専 攻 名           （  年次）  

学 籍 番 号                   

氏 名                   

 

下記のとおり学生証の（紛失・汚損・記載事項の変更）をしたので，再交付を 

願い出ます。 

 

記 

 

紛失・汚損・変更 

し た 年 月 日 
     年   月   日 

紛失・汚損・変更 

し た 場 所  

 

紛失・汚損・変更 

の 理 由 

 

記 載 事 項 の 

変 更 内 容  
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(窓口・郵送の

受取方法を選

択して○をし

て下さい) 

（様式第７号）  

通通学学証証明明書書（（実実習習用用））交交付付願願  
                                                  令和  年  月  日  

 千葉県立保健医療大学長 様 
 学科・専攻名           （  年次） 
 学籍番号                    
 氏名                     
 現住所                     
 電話番号(日日中中連連絡絡先先)              
 下表の通り通学証明書を交付されるよう願い出ます。 

記 

実習名  指導教員 
実習施設名  
実習施設 
所在地・連絡先 

 連絡先（TEL） 

実習期間 令和  年  月  日 ~  令和  年  月  日 
証明書受取方法 

 

１回目 窓 口 郵 送 
幕張キャンパス・仁戸名キャンパス ※切手を貼った返信用封筒を準備 

継 続 する しない 
２回目 
( 継 続 の

場合) 

窓 口 郵 送 
幕張キャンパス・仁戸名キャンパス 持参封筒 合計    通 

通学区間 
 
 

自自宅宅最最寄寄駅駅    ((乗乗車車駅駅))                        乗継降車駅 
       鉄道・バス(会社名)      駅・バス停から       駅・バス停 

経由(乗継) 

       鉄道・バス(会社名)      駅・バス停から       駅・バス停 

経由(乗継)  

       鉄道・バス(会社名)      駅・バス停から       駅・バス停 

経由(乗継)  

       鉄道・バス(会社名)      駅・バス停から       駅・バス停 

実実習習最最寄寄駅駅  (乗継降車駅)                       ((最最終終降降車車駅駅)) 
       鉄道・バス(会社名)      駅・バス停から       駅・バス停  

 

(注)１ 氏名は学生本人が自署すること。 

  ２ 通学区間は自宅から実習先までの通学方法を会社別に記入すること。 

(会社毎に証明書

がでるので、全区

間を鉄道・バス会

社別に記入。 
 
例）京成電鉄 京

成幕張駅 から

大森台駅、など。 
 
乗換がない場合

は自宅最寄駅と

実習最寄駅を記

入する。) 
 

鉄道・バスを選択して

○を付けて下さい。 

－ 114 －
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（様式第８号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 「氏名」欄は学生本人が自署するか、又は記入の上押印すること。 

２ 備考欄は提出期限の都合等、特別の配慮が必要な事情がある場合にはその旨を記入すること。 

※ 証明書は基本的に厳封であるが、在学証明書は厳封しない。 

 

証証  明明  書書  交交  付付  願願  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

学 科 ・ 専 攻 名           （  年次）  

学 籍 番 号                   

氏 名                   

 

下記のとおり証明書を交付されるよう願い出ます。 

記 

交交付付をを希希望望すするる証証明明書書（数字を○で囲む）  交交付付数数  

１ 在学証明書     通 

２ 成績証明書       通 

３ 卒業見込証明書       通 

４ 卒業証明書       通 

５ 健康診断個人票写し    通 

６ 国家試験受験資格取得見込証明書 

試験の種類（                       ） 
   通 

７ 免許状取得見込証明書 免許状の種類（         ）    通 

８ その他の証明書等（                          ）    通 

厳封方法 

（○で囲む） 

一通ずつ厳封 ・ まとめて厳封 ・ 厳封なし 

厳封の組み合わせを記入 ※（                    ） 

使用目的 

（○で囲む） 
 

１ 就職活動        ２ 内定先への提出 

３ 奨学金申請（本人・兄弟）４ 保護者の勤務先への提出  

５ アルバイト 

６ その他 （                    ） 

提 出 先 

（所在地） （                                     ） 

備  考  

 

－ 115 －
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（様式第９号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 「学生氏名」欄は学生本人が，「保証人氏名」欄は保証人本人が，それぞれ自署の上押

印すること。 

   ２ 病気又はけがを理由とする場合は，医師の診断書を添付すること。 

   ３ 授業科目の履修取消申請は、学生支援課の窓口で行うこと。 

 

 

 

休休    学学    願願  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

学 科 ・ 専 攻 名           （  年次）  

学 籍 番 号                   

学 生 氏 名                印   

 

保 証 人 氏 名               印   

 

 

下記のとおり休学を許可されるよう願い出ます。 

 

記 

 

  １ 休学予定期間       年  月  日から 

                 年  月  日まで 

 

  ２ 休学の理由 

                                  

                                  

                                  

                                  

 

  ３ 休学中の住所（連絡先） 

                                  

－ 116 －
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（様式第１０号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 「学生氏名」欄は学生本人が，「保証人氏名」欄は保証人本人が，それぞれ自署の上押

印すること。 

   ２ 休学理由が病気又はけがの場合は，医師の診断書を添付すること。 

 

 

 

 

復復    学学    願願  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

学 科 ・ 専 攻 名           （  年次）  

学 籍 番 号                   

学 生 氏 名                印   

 

保 証 人 氏 名               印   

 

 

下記のとおり復学を許可されるよう願い出ます。 

 

記 

 

  １ 復学年月日       年  月  日 

 

  ２ 復学の理由 

                                  

                                  

                                  

                                  

－ 117 －
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（様式第１１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注） 「学生氏名」欄は学生本人が，「保証人氏名」欄は保証人本人が，それぞれ自署の上押印

すること。 
 

 

 

 

 

 

転転    学学    願願  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

学 科 ・ 専 攻 名           （  年次）  

学 籍 番 号                   

学 生 氏 名                印   

 

保 証 人 氏 名               印   

 

 

下記のとおり転学を許可されるよう願い出ます。 

 

記 

 

  １ 志願大学・学部・学科・専攻名（所在地） 

                       （            ） 

 

  ２ 転学年月日       年  月  日 

 

  ３ 転学の理由 

                                  

                                  

                                  

                                  

－ 118 －
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（様式第１２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 「学生氏名」欄は学生本人が，「保証人氏名」欄は保証人本人が，それぞれ自署の上押印

すること。 

 

 

 

 

 

留留    学学    願願  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

学 科 ・ 専 攻 名           （  年次）  

学 籍 番 号                   

学 生 氏 名                印   

 

保 証 人 氏 名               印   

 

 

下記のとおり留学を許可されるよう願い出ます。 

 

記 

 

  １ 志願大学・学部・学科・専攻名等（所在地） 

                       （            ） 

 

  ２ 留学期間       年  月  日から 

               年  月  日まで 

 

  ３ 留学の理由 

                                  

                                  

                                  

                                  

－ 119 －



 

- 118 - 
 

（様式第１３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 「学生氏名」欄は学生本人が，「保証人氏名」欄は保証人本人が，それぞれ自署の上押

印すること。 

   ２ 病気又はけがを理由とする場合は，医師の診断書を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

退退    学学    願願  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

学 科 ・ 専 攻 名           （  年次）  

学 籍 番 号                   

学 生 氏 名                印   

 

保 証 人 氏 名               印   

 

 

下記のとおり退学を許可されるよう願い出ます。 

 

記 

 

  １ 退学年月日       年  月  日 

 

  ２ 退学の理由 

                                  

                                  

                                  

                                  

－ 120 －
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（様式第１４号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 責任者「氏名」欄は責任者本人が，「顧問教員氏名」欄は顧問教員本人が，それぞれ    

自署するか，又は記名の上押印すること。 

２ 規約及び役員・構成員名簿を添付すること。 

 

学学  生生  団団  体体  設設  立立  承承  認認  願願  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

          責 任 者 

学 科 ・ 専 攻 名           （  年次）  

学 籍 番 号                   

氏 名                   

 

下記のとおり学生団体の設立を承認されるよう願い出ます。 

 

記 

 

団体の名称  

設立年月日     年  月  日 

団体の目的  

活動の概要  

活動場所 

（連絡先） 

 

（電話（    ）    －     ） 

規  約 別添のとおり 

役員及び構成員 別添のとおり 

顧問教員氏名                

 

－ 121 －
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（様式第１５号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 責任者「氏名」欄は責任者本人が，「顧問教員氏名」欄は顧問教員本人が，それぞれ    

自署するか，又は記名の上押印すること。 

２ 規約又は役員の変更を願い出る場合は，規約及び役員・構成員名簿を添付すること。 

 

学学  生生  団団  体体  変変  更更  承承  認認  願願  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

団 体 名                  

(責任者) 

学 科 ・ 専 攻 名           （  年次）  

学 籍 番 号                   

氏 名                   

 

下記のとおり学生団体の変更を承認されるよう願い出ます。 

 

記 

 

変

更

し

た

事

項 

変  更  前 変  更  後 

  

変更年月日      年   月   日 

変更理由 

 

顧問教員氏名                

 

－ 122 －
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（様式第１６号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 責任者「氏名」欄は責任者本人が，「顧問教員氏名」欄は顧問教員本人が，それぞれ自署

するか，又は記名の上押印すること。 
 

 

 

 

 

 

学学  生生  団団  体体  解解  散散  届届  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

団 体 名                  

(責任者) 

学 科 ・ 専 攻 名           （  年次）  

学 籍 番 号                   

氏 名                   

 

下記のとおり学生団体を解散したので届け出ます。 

 

記 

 

  １ 解散年月日       年  月  日 

 

  ２ 解散の理由 

                                  

                                  

                                  

                                  

 
  ３ 顧問教員氏名                  

－ 123 －
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（様式第１７号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 責任者「氏名」欄は責任者本人が，「顧問教員氏名」欄は顧問教員本人が，それぞれ    

自署するか，又は記名の上押印すること。 

２ 「（加盟・脱退）」は，該当項目を○で囲むこと。 

   ３ 加盟を届け出る場合は，当該学外団体の規約等を添付すること。 

 

学学  外外  団団  体体  加加  盟盟  ((  脱脱  退退  ))  届届  

 

                             年  月  日 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

団 体 名                  

(責任者) 

学 科 ・ 専 攻 名           （  年次）  

学 籍 番 号                   

氏 名                   

 

下記のとおり学外団体に（ 加盟 ・ 脱退 ）したので届け出ます。 

 

記 

 

学外団体  

名 称  

代 表 者  

所 在 地  

連 絡 先 電話（    ）    － 

団体の目的  

活動の概要  

規 約 等 別添のとおり 

加盟又は  

脱退の理由 
 

加盟又は  

脱退年月日 
     年   月   日 

顧問教員氏名                 

 

－ 124 －
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（様式第１８号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 責任者「氏名」欄は責任者本人が，「顧問教員氏名」欄は顧問教員本人が，それぞれ    

自署するか，又は記名の上押印すること。 

   ２ 提出日現在の役員及び構成員名簿を添付すること。 

学学  生生  団団  体体  活活  動動  報報  告告  書書  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

団 体 名                  

(責任者) 

学 科 ・ 専 攻 名           （  年次）  

学 籍 番 号                   

氏 名                   

 

下記のとおり    年度の活動実績を報告します。 

記 

行  事  等  の  概  要 

年月日 名 称 内    容 場 所 参加人数 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

顧問教員氏名                

 

－ 125 －
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（様式第１９号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 責任者「氏名」欄は責任者本人が，「顧問教員氏名」欄は顧問教員本人が，それぞれ自署

するか，又は記名の上押印すること。ただし，学生が個人的に願い出る場合は「団体名」及

び「顧問教員氏名」の記入を要しない。 
 

 

 

集集  会会  等等  開開  催催  願願  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

団 体 名                  

(責任者) 

学 科 ・ 専 攻 名           （  年次）  

学 籍 番 号                   

氏 名                   

 

下記のとおり集会等の開催を許可されるよう願い出ます。 

 

記 

 

集会等の名称  

開催日時      年  月  日( )   ：  ～  ： 

開催場所   

集会等の目的  

集会等の内容  

顧問教員氏名                 

 

－ 126 －
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（様式第２０号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 責任者「氏名」欄は責任者本人が，「顧問教員氏名」欄は顧問教員本人が，それぞれ    

自署するか，又は記名の上押印すること。ただし，学生が個人的に願い出る場合は「団体

名」及び「顧問教員氏名」の記入を要しない。 
   ２ 参加予定者名簿を添付すること。 
 

学学  外外  活活  動動  届届  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

団 体 名                  

(責任者) 

学 科 ・ 専 攻 名           （  年次）  

学 籍 番 号                   

氏 名                   

 

下記のとおり学外活動を承認されるよう届け出ます。 

記 

使用する名称  

行事等の名称  

活 動 日 時 

又 は 期 間 

    年  月  日( )   ：  ～  ： 

    年  月  日( )   ：  ～  ： 

活 動 場 所 

（連絡先） 

 

（電話（    ）    －     ） 

主催団体等の名称  

活 動 内 容  

参加予定者       人（別添名簿のとおり） 

顧問教員氏名                 

 

－ 127 －



 

- 126 - 
 

（様式第２１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 責任者「氏名」欄は責任者本人が，「顧問教員氏名」欄は顧問教員本人が，それぞれ自署

するか，又は記名の上押印すること。ただし，学生が個人的に願い出る場合は「団体名」及

び「顧問教員氏名」の記入を要しない。 
 

 

学学  内内  掲掲  示示  願願  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

団 体 名                  

(責任者) 

学 科 ・ 専 攻 名           （  年次）  

学 籍 番 号                   

氏 名                   

 

下記のとおり掲示を許可されるよう願い出ます。 

 

記 

 

掲示の目的  

掲示の内容 別添のとおり 

掲示枚数  枚 

掲示期間  
自    年  月  日( )  

至    年  月  日( )  

掲示場所   

備  考  

顧問教員氏名                

 

－ 128 －
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（様式第２２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 責任者「氏名」欄は責任者本人が，「顧問教員氏名」欄は顧問教員本人が，それぞれ    

自署するか，又は記名の上押印すること。ただし，学生が個人的に願い出る場合は「団体

名」及び「顧問教員氏名」の記入を要しない。 
   ２ 定期に配布する印刷物等の願い出をしようとするときは，「特記事項」欄にその旨を  

記入すること。 

印印  刷刷  物物  配配  布布  願願  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

団 体 名                  

(責任者) 

学 科 ・ 専 攻 名           （  年次）  

学 籍 番 号                   

氏 名                   

 

下記のとおり配布を許可されるよう願い出ます。 

記 

印刷物等の名称  

配布の目的  

印刷物等作成者  

印刷物等の内容 別添のとおり 

配布部数   枚 

活動日時  

又は期間  

及び回数  

    年  月  日( )   ：  ～  ： 

    年  月  日( )   ：  ～  ： 

  に     回 

配布先又は 

配布場所  
 

特記事項   

顧問教員氏名                 

 

－ 129 －
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（様式第２３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 責任者「氏名」欄は責任者本人が，「顧問教員氏名」欄は顧問教員本人が，それぞれ    

自署するか，又は記名の上押印すること。ただし，学生が個人的に願い出る場合は「団体

名」及び「顧問教員氏名」の記入を要しない。 
２ 「内容」欄は，該当項目を○で囲むこと。ただし，「４ その他」に該当する場合は，

併せて（ ）内に具体的な内容を記入すること。 

   ３ 「参加予定人数」欄は，当該寄付募集等を実施するスタッフ等として参加する人数を  

記入すること。 

寄寄  付付  募募  集集  等等  願願  

 

                             年  月  日 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

団 体 名                  

(責任者) 

学 科 ・ 専 攻 名           （  年次）  

学 籍 番 号                   

氏 名                   

 

下記のとおり寄付募集等の実施を許可されるよう願い出ます。 

記 

内  容 

１ 寄付の募集 

２ 物品の販売 

３ 署名運動 

４ その他（                     ） 

目  的  

対 象 者  

期  間 
自    年  月  日( )  

至    年  月  日( )  

場  所  

参加予定人数      人（内訳：学内   人、学外   人） 

顧問教員氏名                
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（様式第２４号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 責任者「氏名」欄は責任者本人が，「顧問教員氏名」欄は顧問教員本人が，それぞれ    

自署するか，又は記名の上押印すること。ただし，学生が個人的に願い出る場合は「団体

名」及び「顧問教員氏名」の記入を要しない。 
２ 「使用者の範囲」欄は，学生，団体の名称のほか，学外の指導者及び参加者の有無を記

入すること。なお，学外の指導者及び参加者がある場合は，併せて職氏名を記載した名簿

を添付すること。 

３ 原則として使用期日の 7 日前までに学生支援課の窓口に提出すること。 

施施  設設  等等  使使  用用  願願  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

団 体 名                  

(責任者) 

学 科 ・ 専 攻 名           （  年次）  

学 籍 番 号                   

氏 名                   

 

下記のとおり施設等の使用を許可されるよう願い出ます。 

 

記 

 

使用する施設 

及 び 物 品 
 

使用目的  

使用日時     年  月  日( )   ：  ～  ： 

使用者の範囲  

使用予定人数      人（内訳：学内   人、学外   人） 

顧問教員氏名                
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千葉県立保健医療大学における学生等の個人情報保護方針 

         

 

千葉県立保健医療大学（以下「本学」という。）は、大学運営に関し本人及び保証

人等（以下「学生等」という。）から取得する個人情報を適正に取扱うため「個人情

報の保護に関する法律(平成 15年法律第 57号)(以下「法」という。)」及び「個人情

報の保護に関する法律施行条例(令和 4年千葉県条例第 37号)（以下「条例」とい

う。）」他に基づき、以下のとおり個人情報保護方針を定め、確実に履行するよう努め

ます。 

 

１ 個人情報の範囲 

本学では学生等から収集した氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人

を識別することができる情報全てについて個人情報として適正に保護します。 

 

２ 個人情報の取得・利用 

本学は、運営管理に必要な範囲においてのみ、別に定める利用目的のため学生

等の個人情報を取得しています。この他の目的に個人情報を利用する場合には、

利用目的をあらかじめお知らせし、同意を得たうえで収集します。 

 

３ 個人情報の利用及び提供 

本学における学生等の個人情報は別に定める利用目的の範囲内で利用・提供しま

す。なお、次の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて利用・提供することは

ありません。 

(1) 法令等に基づいて利用又は提供する場合 

(2) ヒトの生命、身体又は財産の保護のために個人情報を提供する必要があるが本

人の同意を得ることが困難である場合 

(3) 学生等の同意に基づいて利用又は提供する場合 

 

４ 同意の取扱い  

(1) 学生等は、利用目的の中で同意しがたいものがある場合には、その事項につい

て、あらかじめ本人の明確な同意を得るよう大学に求めることができます。 

(2) 学生等が、(1)の意思表示を行なわない場合は、公表された利用目的について

学生の同意が得られたものとします。 

(3) 同意は、その後学生等からの申出によりいつでも変更することが可能です。 
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５ 個人情報の安全管理 

本学は、学生等の個人情報について正確な状態に保つように努めるとともに、

個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん並びに個人情報への不正なアクセスを

防止し、その他適切な管理のために必要な措置を講じます。 

なお、大学運営事務のうち学生等の個人情報を扱う事務を委託する場合は、契

約書に秘密保持等の義務等の事項を明記するとともに、学生等の個人情報が適正

に扱われるよう委託先を指導・監督します。 

 

６ 個人情報の開示・訂正及び利用停止等の請求について 

本学は、学生等の個人情報について、学生等から法に基づいて、開示、訂正及

び利用停止等の請求があった場合は、法で定める所定の期限内に適切に対応しま

す。 

 

７ 法令などの遵守 

  本学は、法、条例及び関係規程等を遵守し、適正に学生等の個人情報を扱いま

す。又、個人情報保護体制を適切に維持するため、学内規定や学生等の個人情報

を取り扱う事務の内容等を定期的に見直し、改善に努めます。 

 

８ 問い合わせの窓口 

本学学生等の個人情報保護方針に関する問い合わせ、苦情、相談及び開示、訂

正及び利用停止の請求は事務局学生支援課が所掌します。 

 

 

 附 則 

この基本方針は、令和５年４月１日から施行する。 

 附 則 

この基本方針は、令和６年３月１日から施行する。 
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令和５年４月１日制定 

                         令和６年３月１日改定 

         学生等の個人情報の利用目的と取得する個人情報 

 

 「千葉県立保健医療大学における学生等の個人情報保護方針」に基づく学生等の個人情報

利用目的と取得する個人情報は以下のとおりです。 

利用目的 取得する個人情報 

① 入学者選抜試験関連業務 学生本人の氏名、性別、住所、電話番号、生年月日、顔写

真・顔画像、出身学校、調査書、試験の得点、保護者氏名・

住所・連絡先 

② 学籍管理・履修管理・成績管理、

（証明書発行業務含む）等学生の学

修及び学生生活支援 

学生本人の氏名、所属学科専攻、学籍番号、住所、電話番

号、学内メールアドレス、生年月日、出身校名、顔写真・顔

画像、保証人氏名・住所・電話番号・緊急連絡先、異動情

報、履修登録科目、成績情報 

③ 課外活動支援 サークル名簿 

④ 学生の進路就職支援 学生本人の氏名、所属学科専攻、学籍番号、住所、電話番

号、学内メールアドレス、生年月日、卒業後の進路 

⑤ 学生の健康管理業務 学生本人の氏名、性別、生年月日、所属学科専攻、学籍番

号、住所、電話番号、学内メールアドレス、身長、体重、Ｂ

ＭＩ、視力、問診情報、内科健診結果、血液検査値、血圧、

脈拍、胸部X線所見、抗体価、予防接種記録、尿検査結果 

⑥ 学外実習関係業務 学生本人の氏名、性別、生年月日、所属学科専攻、学籍番

号、住所、胸部X線所見、抗体価、予防接種記録 

⑦ 授業料等債権管理業務 学生本人の氏名、所属学科専攻、学籍番号、住所、電話番

号、学内メールアドレス、振替用預金口座情報、授業料納入

状況、保証人氏名・電話番号・緊急連絡先 

⑧ 授業料等減免・奨学金・修学資

金・保険加入等業務 

学生本人の氏名、所属学科専攻、学籍番号、住所、電話番

号、学内メールアドレス、所得状況、家庭状況、家族等の氏

名・連絡先・勤務先・所得状況、成績、減免・奨学金・修学

資金・保険加入情報 

⑨ 図書館業務 

 

学生本人の氏名、所属学科専攻、学籍番号、性別、住所、電

話番号、学内メールアドレス、閲覧・貸出履歴 

⑩ 学生及び保証人への本学の各種案

内送付 

学生本人の氏名、所属学科専攻、学籍番号、住所、電話番

号、学内メールアドレス、保証人の氏名・住所・電話番号 

⑪ 大学評価（自己点検評価・第三者

評価・認証評価等） 

学生本人の氏名、所属学科専攻、学籍番号、住所、電話番

号、入試情報、履修登録科目、成績情報 

⑫ 教育の改善、志願状況の調査分析及

び入学者選抜試験の改善(各種統計調査

含む) 

学生本人の氏名、所属学科専攻、学籍番号、住所、電話番

号、入試情報、成績情報 

⑬ 保証人への成績表送付等保証人と

の履修、成績及び進路相談 

学生本人の氏名、所属学科専攻、学籍番号、住所、電話番

号、学内メールアドレス、履修登録科目、成績情報、保証人

氏名・住所・電話番号・緊急連絡先 

⑭ 卒業後の各種案内送付(各種統計調

査照会含む) 

学生本人の氏名、所属学科専攻、学籍番号、住所、電話番

号、連絡先 

⑮ 卒業生や学生の父母で組織する団

体への必要情報提供 

学生本人の氏名、所属学科専攻、学籍番号、住所、電話番

号、連絡先、保証人の氏名・住所 
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個人情報の取扱に関する同意書 

 

 千葉県立保健医療大学長 様 

 

 

私は、別紙「千葉県立保健医療大学における学生等の個人情報保護方

針」及び「学生等の個人情報の利用目的と取得する個人情報」に記載の

内容を理解し、下記の同意しない事項を除き、私の個人情報を使用する

ことに同意いたします。 

 

  令和   年  月  日 

 

                学科・専攻：                      

学籍番号：                  

           学生氏名(直筆）：                 

保証人氏名(直筆)：                   

                記 

同意しない事項（いずれかに○をお願いします） 

(  ) 無 

(  ) 有 

 (○)有の場合「学生等の個人情報の利用目的と取得する個人情報」

から同意しない「利用目的」をご記入ください 

 ・                               

 ・                               

 ・                               

 ・                               

 ・                               
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千葉県立保健医療大学履修規程 
 

（趣旨） 
第１条 この規程は、千葉県立保健医療大学学則（以下「学則」という。）第３４条第２項、第

３６条第２項及び第３７条ただし書の規定により、学則別表第１に定める授業科目の履修方法

及び単位の認定方法その他必要な事項に関し定めるものとする。 
（授業科目等） 

第２条 授業科目の区分、配当年次、単位数と必修等の別、授業形態、時間数、先修条件、履修

方法、進級要件及び卒業要件（以下「授業科目等」という。）は別表のとおりとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、編入学した者の授業科目等は別に定める。 
 （履修登録） 
第３条 学生は、各学期当初の学長が定める期日までに、学長が定める方法により、履修しよう

とする授業科目の登録を完了しなければならない。 
２ 学生は、次の授業科目の履修を登録することができない。 
 (1) 時間割上、時限が重複している科目 

 (2) 時間割上、別の時限でも複数開講している同一の科目 

 (3) 既に単位を修得している科目 

３ １年間に履修登録できる単位数の上限は４４単位とする。ただし、４年次を除く。 

 なお、栄養学科教職（栄養教諭一種）課程における栄養教諭に関する科目は上限に加えない。 

４ 期日までに履修登録しなかった場合は単位を修得することができない。 

（在籍する学科等以外の授業科目の履修） 

第４条 学生は、担当教員が承諾した場合に限り、在籍する学科若しくは専攻の課程以外の授業

科目（以下「他学科等授業科目」という。）の履修を申請することができ、学長がこれを許可

したときは、当該他学科等授業科目の履修を登録することができる。 
２ 前項の申請は、別表における講義科目のみを対象とし、演習及び実験・実習科目は対象とし

ない。ただし、担当教員が特に認めた場合はこの限りではない。 
３ 前２項の規定により履修を登録した他学科等授業科目は、修得した単位を卒業要件となる単

位数に算入しない。 
４ 学生は、本条第１項及び第２項の規定により申請しようとするときは、学長が定める期日ま

でに、担当教員の承諾を得て、他学科等授業科目履修申請書（様式第１号）を学長に提出しな

ければならない。 
 （授業の欠席） 
第５条 学生は、やむを得ず履修登録した授業を欠席する場合には、欠席届（様式第２号）を担

当教員に提出することができる。 
２ 成績の評価における前項の届出の取扱いは、すべて担当教員の判断によるものとする。 
 （成績評価及び単位認定等） 
第６条 授業科目の成績は、試験結果及び学習態度等を総合的に判断して判定する。 
２ 成績の評価基準は、次表のとおりとし、合格のＳ、Ａ、Ｂ及びＣに限り単位を認定し、授与
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する。 
評 価 評   点 判 定 

Ｓ 90 点以上 

合 格 
Ａ 80 点以上 90 点未満 

Ｂ 70 点以上 80 点未満 

Ｃ 60 点以上 70 点未満 

Ｆ 60 点未満 不合格 
 
３ 学則第３７条ただし書に規定する別に定める段階評価に適さない授業科目は、学則別表第１

に規定する社会実習（ボランティア活動）とし、成績の評価基準は、前項の規定にかかわらず、

次の表のとおりとし、合格のＰに単位を認定し、授与する。 
評 価 基   準 判 定 

Ｐ 単位認定に値する 合 格 
Ｆ 単位認定に値しない 不合格 

 
４ 不合格となった授業科目は、再履修することができる。 
 （試験） 
第７条 試験は、当該授業の開講時期の末に期間を定めて行う。 
２ 前項の規定にかかわらず、当該授業の担当教員は、必要に応じて随時試験を行うことができ

る。 
３ 試験は、筆記、口述、レポート提出、実技及び実習等の方法により行う。 
４ 次の各号のいずれかに該当する学生は、試験を受けることができない。 
 (1) 履修登録をしていない者 

 (2) 講義及び演習科目の出席時間数が、当該授業時間数の３分の２に満たない者 

 (3) 実験及び実習科目の出席時間数が、当該授業時間数の５分の４に満たない者 

 (4) 試験開始時刻に３０分以上遅刻した者 

５ 前項第２号及び第３号の規定にかかわらず、当該授業の担当教員が認めた場合は、学生は試

験を受けることができる。 
 （追試験） 
第８条 学生は、病気その他やむを得ない理由により試験を受けることができなかったときは追

試験を願い出、これが認められた場合、１回に限り追試験を受けることができる。 
２ 前項の規定により追試験を願い出ようとする学生は、原則として当該試験日から起算して１

週間以内に追試験願（様式第３号）に病気の場合にあっては医師の診断書、その他の場合にあ

っては理由書を添えて、学長に提出しなければならない。 
 （再試験） 
第９条 前２条の試験の不合格者（試験の欠席者を含む）に対し、担当教員が必要と判断した場

合には、当該授業科目の再試験を１回に限り行うことができる。 
２ 第６条第２項の規定にかかわらず、再試験の合格者はすべて、成績評価をＣ、評点を 60 点

とする。 
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 （不正行為） 
第１０条 試験において不正行為を行った学生は、その時間以降にその学期に実施する試験すべ

ての受験資格を失う。 
 （補則） 
第１１条 この規定に定めるもののほか、ＧＰＡ制度、授業科目の履修方法及び単位の認定方法

等に関し必要な事項は、別に定める。 
   附 則 
 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程の改正は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程の改正は、平成２３年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この規程の改正は、平成２４年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程の改正は、平成２５年４月１日から施行する。 
     附 則 
 この規程の改正は、平成２６年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程の改正は、平成２７年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程の改正は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 
この規程の改正は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 
 この規程の改正は、平成３１年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程の改正は、令和２年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程の改正は、令和３年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程の改正は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 
 この規程の改正は、令和６年４月１日から施行する。  
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別表（看護学科 2021 年度以降 入学生用） 

- 139 - 
 

科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

履修方法等 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験/

実
習 

特色科目 

体験ゼミナール 1前 1     〇 

必修３単位 
千葉県の健康づくり 2後 1    〇  
専門職間の連携活動論 4後 1    〇  
社会実習（ボランティア活動） 2・3・4   1   〇 

一
般
教
養
科
目 

人
間
理
解
群 

心理学 1・2・3・4前  2  ○   

選択 
４単位 

(※1) 

【
一
般
教
養
科
目
】
選
択
科
目
か
ら
選
択
８
単
位 

哲学 1・2・3・4前  2  ○   
文学 1・2・3・4前  2  ○   
歴史と文化 1・2・3・4前  2  ○   
生命倫理 1・2・3・4後  2  ○   
宗教学 1・2・3・4後  2  ○   
教育学 1・2・3・4後  2  ○   
人間関係論 1・2・3・4前  2  ○   
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ理論と実際 1・2・3・4前  2  ○   
健康スポーツ科学 1･2･3･4前後  1   ○  
生涯身体運動科学 1･2･3･4前後  1   ○  

生
活
と
環
境
群 

生活とデザイン 1・2・3・4後  2  ○   

選択 
６単位 

(※2) 

法学(日本国憲法) 1・2・3・4前  2  ○   
社会学 1・2・3・4後  2  ○   
文化人類学 1・2・3・4前  2  ○   
経済学 1・2・3・4前  2  ○   
国際関係論 1・2・3・4後  2  ○   
社会福祉学 1・2・3・4前  1  ○   
国際的な健康課題 1・2・3・4後  1  ○   
人権・ジェンダー 1・2・3・4後  2  ○   
科学論 1・2・3・4前  2  ○   
環境変化と生態 1・2・3・4後  2  ○   
観察生物学入門 1･2･3･4前後  2  ○   
生物学          1･2･3･4前後  2  ○   
物理学 1・2・3・4前  2  ○   
化学 1・2・3・4前  2  ○   

情
報
理
解
群 

統計学 1後 1    ○  

必修 
２単位 

情報リテラシーⅠ 1前 1    ○  
情報リテラシーⅡ 1・2・3・4後  1   ○  
情報倫理 1・2・3・4後  1  ○   
実践統計学 2・3・4前  1  〇   

外
国
語
群 

英語Ⅰ（講読） 1・2・3・4前  1   ○  

必修 
２単位 
＋ 
選択 
２単位 

英語Ⅱ（英会話） 1・2・3・4前  1   ○  
英語Ⅲ（講読・記述） 1・2・3・4後  1   ○  
英語Ⅳ（英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 1・2・3・4後  1   ○  
英語Ⅴ（保健医療英語） 2後 2   ○   
英語Ⅵ（応用英語） 1・2・3・4後  1   ○  
英語Ⅶ（上級英語）A 2・3・4後  1  〇   
英語Ⅶ（上級英語）B 2・3・4後  1  〇   

※1 人間理解群における選択科目の履修方法について 
   「人間関係論」又は「コミュニケーション理論と実際」を含み４単位を選択して履修する。 
※2 生活と環境群における選択科目の履修方法について 
   「文化人類学」「国際関係論」「国際的な健康課題」から１科目及び生物の科目（「観察生物学入門」又は「生物学」）、「物理学」、

「化学」のうち２科目を含む６単位以上を選択して履修する。 
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

履修方法等 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

 

保
健
医
療
基
礎
科
目 

人
間
の
こ
こ
ろ
と
身
体 

運動生理学総論 2前  1  ○   

必修１６単位 
＋ 

選択３単位 

生化学総論 2前 1   ○   

栄養学Ⅰ（基礎） 1後 1   ○   

栄養学Ⅱ（応用） 1後  1  ○   
心の健康 1・2・3・4後   1 ○   
薬理学Ⅰ（総論） 1後 1   ○   

薬理学Ⅱ（各論） 1後 1   ○   

病理学Ⅰ（総論） 1前 1   ○   

病理学Ⅱ（各論） 1前 1   ○   

微生物学Ⅰ（総論） 1前 1   ○   

微生物学Ⅱ（各論） 1前 1   ○   
発達心理学 2前  1  ○   
臨床心理学 1後  1   ○  

健
康
と
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム 

健康論 1前  1  ○   

公衆衛生学Ⅰ（基礎） 1前 1   ○   

公衆衛生学Ⅱ（応用） 2後 1   ○   

疫学・保健統計Ⅰ（基礎） 3前 1   ○   

疫学・保健統計Ⅱ（応用） 3前 1   ○   
リハビリテーション概論 2後  1  ○   
救命・救急の理論と実際 2前 1   ○   
画像診断学 2後  1  〇   
保健医療福祉論Ⅰ（基礎） 2後 1   ○   
保健医療福祉論Ⅱ（応用） 2後 1   ○   
食育論Ⅰ（基礎） 3前  1  ○   
食育論Ⅱ（応用） 3前  1  ○   
健康と運動 1後  1  ○   
家族社会学 1前  1  ○   
医療経営管理論 3前  1  ○   
リスクマネジメント論 2後 1   ○   

専
門
科
目 

専
門
基
礎
科
目 

人体の構造と機能Ⅰ（総論、外

皮・免疫系、消化器系、呼吸器

系） 
1前 1   ○   

【専門科目】 
必修７７単位 

＋ 
選択３単位 

人体の構造と機能Ⅱ（循環器系、

腎・泌尿器系、内分泌系、生殖器

系） 
1前 1   ○   

人体の構造と機能Ⅲ（造血器系、

骨・筋肉系、神経系、感覚器系） 1後 1   ○   

病態学Ⅰ（内科系疾病論） 2前 2   ○   
病態学Ⅱ（外科系疾病論） 2前 2   ○   
病態学Ⅲ（高齢者・精神疾病論） 2前 1   ○   
臨床検査論 2前 1   〇   

基
礎
看
護
科
目 

看護学入門 1前 1   〇   

看護学原論 1前 1    〇  
看護倫理 2後 1   〇   
看護技術論Ⅰ（生活援助技術） 1後 2    ○  

看護技術論Ⅱ（フィジカルアセス

メント技術） 1後 1    ○  
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専
門
科
目 

基
礎
看
護
科
目 

看護技術論Ⅲ（検査治療技術） 2前 2    ○  

【専門科目】 
（再掲） 

必修７７単位 
＋ 

選択３単位 

看護技術論Ⅳ（看護過程展開技

術） 
2後 1    ○  

看護技術論Ⅴ（統合技術演習） 2後 1    ○  

日常生活調整方法論 2前  1  〇   

看護学入門実習 1前 2     ○ 

基礎看護学実習 2前 2     ○ 

実
践
看
護
科
目 

医
療
生
活
支
援 

臨床看護学概論 2後 １   ○   
臨床看護学方法論Ⅰ（急性期・が

ん） 
3前 2   ○   

臨床看護学方法論Ⅱ（慢性期・終

末期） 
3前 2   ○   

臨床看護学方法論Ⅲ（臨床看護技

術演習） 
3後・4前 1    〇  

ターミナルケア論 3前  1  ○   
急性期看護学実習 3後・4前 2     ○ 

慢性期看護学実習 3後・4前 3     ○ 

療
養
生
活
支
援 

精神看護学概論 1後 1   ○   

高齢者・在宅看護学概論 1後 1   ○   
高齢者・在宅看護学方法論Ⅰ 2後 1    ○  
高齢者看護学方法論Ⅱ 3前 1    ○  
在宅看護学方法論Ⅱ 3前 1    ○  
精神看護学方法論Ⅰ 2後 1    ○  
精神看護学方法論Ⅱ 3前 1    〇  
退院支援論 3前  1  〇   
高齢者看護学実習 3後・4前 3     ○ 
在宅看護学実習 3後・4前 1     ○ 
精神看護学実習 3後・4前 2     ○ 

健
康
生
活
支
援 

地域看護学概論 2前 2   ○   
地域看護学方法論Ⅰ 2後 1   ○   
地域看護学方法論Ⅱ 3前 2   ○   
地域看護学方法論Ⅲ 3前 1    ○  
地域看護学実習 3後・4前 3     ○ 
看護政策論 4前 1   〇   

育
成
支
援 

育成期看護概論 2前 1   ○   
小児看護学方法論Ⅰ 2後 1    ○  
小児看護学方法論Ⅱ 3前 1    ○  
小児地域ケア論 3前  1  〇   
母性看護学方法論Ⅰ 2後 1    ○  
母性看護学方法論Ⅱ 3前 1    ○  
母性看護学実習 3後・4前 2     ○ 
小児看護学実習 3後・4前 2     ○ 
助産学概論 3前  1  ○   

助産診断・技術学Ⅰ 3前  1  ○   

助産診断・技術学Ⅱ 4前  2   ○  

助産診断・技術学Ⅲ 4通  3   ○  

－ 141 －



別表（看護学科 2021 年度以降 入学生用） 

- 142 - 
 

専
門
科
目 

実
践
看
護
科
目 

育
成
支
援 

助産診断・技術学Ⅳ 4後  2   ○  

【専門科目】 
（再掲） 

必修７７単位 
＋ 

選択３単位 

助産学実習Ⅰ（産婦ケア体験） 3後  1    ○ 
助産学実習Ⅱ（継続支援） 4通  2    ○ 
助産学実習Ⅲ（産婦ケア） 4通  3    ○ 

発
展
看
護
科
目 

看護管理論 4前 1   ○   
災害看護学 3前 1   ○   
看護キャリア発達論 2後 1   ○   
看護管理実習 4前 1      
総合実習 4通 3     ○ 
看護研究 4通 2    ○  
看護学統合 4後 1    ○  
リーダーシップ論 2前 1   ○   
国際看護論 2前  1  ○   
家族看護論 2後  1  ○   

 
 
先修条件 
 
【特色科目】 
１ 「千葉県の健康づくり」を履修するには「体験ゼミナール」の単位を修得済みであること。 
２ 「社会実習（ボランティア活動）」を履修するには「体験ゼミナール」の単位を修得済みであること。 
 
【一般教養科目】 
１ 「実践統計学」を履修するには「統計学」の単位を修得済みであること。 
２ 「英語Ⅶ(上級英語)A」「英語Ⅶ(上級英語)Ｂ」を履修するには「英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、またはⅥ」の選択２単

位を修得済みであること。 
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先修条件 
 
【専門科目】 
１ 下記の実習科目および「看護学統合」を履修するには、表に示す所定の科目の単位を既に修得しているこ

と、又は同じ学期に単位の修得が見込まれていること。 
 

 
○：単位を既に修得していること、又は同じ学期に単位の修得が見込まれていること。 

配
当
年
次 

授
業
科
目
の
名
称 

履修に先立って修得しておかなければならない授業科目の名称 

講義科目 演習科目 実習科目 

看
護
学
入
門 

精
神
看
護
学
概
論 

臨
床
看
護
学
概
論 

育
成
期
看
護
概
論 

地
域
看
護
学
概
論 

地
域
看
護
学
方
法
論
Ⅰ
・
Ⅱ 

高
齢
者
・
在
宅
看
護
概
論 

臨
床
看
護
学
方
法
論
Ⅰ 

臨
床
看
護
学
方
法
論
Ⅱ 

看
護
管
理
論 

看
護
学
原
論 

看
護
技
術
論
Ⅰ
～
Ⅲ 

看
護
技
術
論
Ⅳ
・
Ⅴ 

地
域
看
護
学
方
法
論
Ⅲ 

精
神
看
護
学
方
法
論
Ⅰ
・
Ⅱ 

高
齢
者
・
在
宅
看
護
学
方
法
論
Ⅰ 

高
齢
者
看
護
学
方
法
論
Ⅱ 

在
宅
看
護
学
方
法
論
Ⅱ 

母
性
看
護
学
方
法
論
Ⅰ
・
Ⅱ 

小
児
看
護
学
方
法
論
Ⅰ
・
Ⅱ 

臨
床
看
護
学
方
法
論
Ⅲ 

助
産
診
断
・
技
術
学
Ⅱ 

看
護
学
入
門
実
習 

基
礎
看
護
学
実
習 

急
性
期
看
護
学
実
習 

慢
性
期
看
護
学
実
習 

精
神
看
護
学
実
習 

在
宅
看
護
学
実
習 

地
域
看
護
学
実
習 

高
齢
者
看
護
学
実
習 

母
性
看
護
学
実
習 

小
児
看
護
学
実
習 

助
産
学
実
習
Ⅰ 

総
合
実
習 

１前 
看護学 

入門実習 
○                                  

２前 
基礎 

看護学実習 
○ ○         〇 ○           ○            

３後 

～ 

４前 

急性期 

看護学実習 

  ○     ○ ○    ○        ○  ○ ○           

慢性期 

看護学実習 

  ○     ○ ○  

  ○          ○ ○           

地域 

看護学実習 

    ○ 〇       ○ ○        

 ○ ○           

精神 

看護学実習 

 〇           ○  ○       

 ○ ○           

在宅 

看護学実習 
   

 

  ○      ○   ○  ○   

  ○ ○           

高齢者 

看護学実習 

      ○      ○   ○ ○      ○ ○           

母性 

看護学実習 

  

 ○         ○      ○    ○ ○           

小児 

看護学実習 

  

 ○         ○       ○   ○ ○           

４前 
看護管理 

実習 

         ○               ○ ○         

４通 

助産学 

実習Ⅱ 

                     ○           ○  

助産学 

実習Ⅲ 

                     ○           ○  

４後 
総合実習                        ○:選択する領域の実習   

看護学統合                         

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

○ 
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進級要件 
以下の要件を満たした者でなければ、３年次に進級できない。 
１ １・２年次に配当された特色科目および保健医療基礎科目の必修科目の単位を修得済みの者。 
２ １・２年次に配当された専門科目のうち、専門基礎科目、基礎看護科目の必修科目の単位を修得済

みの者。 
 
 
卒業要件 

科目区分 必修科目 選択科目 合 計 

特色科目 ３単位 ０単位 ３単位 

一般教養科目 ４単位 ２０単位 ２４単位 

保健医療基礎科目 １６単位 ３単位 １９単位 

専門科目 ７７単位 ３単位 ８０単位 

合 計 １００単位 ２６単位 １２６単位 

 
 
 
○ 助産課程に関する特記事項 
 助産課程選択の場合は、「助産学概論」及び「助産診断・技術学Ⅰ」の計２単位を選択必修とするほか、

別途、「助産診断・技術学Ⅱ」、「助産診断・技術学Ⅲ」、「助産診断・技術学Ⅳ」及び、「助産学実習Ⅰ（産

婦ケア体験）」、「助産学実習Ⅱ（継続支援）」、「助産学実習Ⅲ（産婦ケア）」の計 13 単位が必要である。 
 
○ 養護教諭二種に関する特記事項 
 「保健師」の免許を基礎資格として「養護教諭二種免許状」を取得する場合、「法学（日本国憲法）」、

「健康スポーツ科学」、「生涯身体運動科学」、「英語Ⅴ（保健医療英語）」、「情報リテラシーⅠ」及び「情

報リテラシーⅡ」の計８単位が必要である。 
 
○総合実習と看護学統合に関する特記事項 
 「総合実習」と「看護学統合」の履修は、卒業に必要な単位の修得が見込まれている必要がある。 
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

履修方法等 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験/

実
習 

特色科目 

体験ゼミナール 1前 1     〇 

必修３単位 
千葉県の健康づくり 2後 1    〇  
専門職間の連携活動論 4後 1    〇  
社会実習（ボランティア活動） 2・3・4   1   〇 

一
般
教
養
科
目 

人
間
理
解
群 

心理学 1・2・3・4前  2  ○   

選択 
４単位 

(※1) 

【
一
般
教
養
科
目
】
選
択
科
目
か
ら
選
択
８
単
位 

哲学 1・2・3・4前  2  ○   
文学 1・2・3・4前  2  ○   
歴史と文化 1・2・3・4前  2  ○   
生命倫理 1・2・3・4後  2  ○   
宗教学 1・2・3・4後  2  ○   
教育学 1・2・3・4後  2  ○   
人間関係論 1・2・3・4前  2  ○   
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ理論と実際 1・2・3・4前  2  ○   
健康スポーツ科学 1･2･3･4前後  1   ○  
生涯身体運動科学 1･2･3･4前後  1   ○  

生
活
と
環
境
群 

生活とデザイン 1・2・3・4後  2  ○   

選択 
６単位 

(※2) 

法学(日本国憲法) 1・2・3・4前  2  ○   
社会学 1・2・3・4後  2  ○   
文化人類学 1・2・3・4前  2  ○   
経済学 1・2・3・4前  2  ○   
国際関係論 1・2・3・4後  2  ○   
社会福祉学 1・2・3・4前  1  ○   
国際的な健康課題 1・2・3・4後  1  ○   
人権・ジェンダー 1・2・3・4後  2  ○   
科学論 1・2・3・4前  2  ○   
環境変化と生態 1・2・3・4後  2  ○   
観察生物学入門 1･2･3･4前後  2  ○   
生物学          1･2･3･4前後  2  ○   
物理学 1・2・3・4前  2  ○   
化学 1・2・3・4前  2  ○   

情
報
理
解
群 

統計学 1後 1    ○  

必修 
２単位 

情報リテラシーⅠ 1前 1    ○  
情報リテラシーⅡ 1・2・3・4後  1   ○  
情報倫理 1・2・3・4後  1  ○   
実践統計学 2・3・4前  1  〇   

外
国
語
群 

英語Ⅰ（講読） 1・2・3・4前  1   ○  

必修 
２単位 
＋ 
選択 
２単位 

英語Ⅱ（英会話） 1・2・3・4前  1   ○  
英語Ⅲ（講読・記述） 1・2・3・4後  1   ○  
英語Ⅳ（英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 1・2・3・4後  1   ○  
英語Ⅴ（保健医療英語） 2後 2   ○   
英語Ⅵ（応用英語） 1・2・3・4後  1   ○  
英語Ⅶ（上級英語）A 2・3・4後  1  〇   
英語Ⅶ（上級英語）B 2・3・4後  1  〇   

※1 人間理解群における選択科目の履修方法について 
   「人間関係論」又は「コミュニケーション理論と実際」を含み４単位を選択して履修する。 
※2 生活と環境群における選択科目の履修方法について 
   「文化人類学」「国際関係論」「国際的な健康課題」から１科目及び生物の科目（「観察生物学入門」又は「生物学」）、「物理学」、

「化学」のうち２科目を含む６単位以上を選択して履修する。 
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

履修方法等 
必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

保
健
医
療
基
礎
科
目 

人
間
の
こ
こ
ろ
と
身
体 

運動生理学総論 2前  1  ○   

必修１６単位 
＋ 

選択４単位 

生化学総論 2前 1   ○   

栄養学Ⅰ（基礎） 1後 1   ○   

栄養学Ⅱ（応用） 1後  1  ○   
心の健康 1・2・3・4後   1 ○   
薬理学Ⅰ（総論） 1後 1   ○   

薬理学Ⅱ（各論） 1後 1   ○   

病理学Ⅰ（総論） 1前 1   ○   

病理学Ⅱ（各論） 1前 1   ○   

微生物学Ⅰ（総論） 1前 1   ○   

微生物学Ⅱ（各論） 1前 1   ○   
発達心理学 2前  1  ○   
臨床心理学 1後  1   ○  

健
康
と
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム 

健康論 1前  1  ○   

公衆衛生学Ⅰ（基礎） 1前 1   ○   

公衆衛生学Ⅱ（応用） 2後 1   ○   

疫学・保健統計Ⅰ（基礎） 3前 1   ○   

疫学・保健統計Ⅱ（応用） 3前 1   ○   
リハビリテーション概論 2後  1  ○   
救命・救急の理論と実際 2前 1   ○   
画像診断学 2後  1  〇   
保健医療福祉論Ⅰ（基礎） 2後 1   ○   
保健医療福祉論Ⅱ（応用） 2後 1   ○   
食育論Ⅰ（基礎） 3前  1  ○   
食育論Ⅱ（応用） 3前  1  ○   
健康と運動 1後  1  ○   
家族社会学 1前  1  ○   
医療経営管理論 3前  1  ○   
リスクマネジメント論 2後 1   ○   

専
門
科
目 

専
門
基
礎
科
目 

人体の構造と機能Ⅰ（総論、外皮・

免疫系、消化器系、呼吸器系） 1前 1   ○   

【専門科目】 
必修76単位 

＋ 
選択3単位 

人体の構造と機能Ⅱ（循環器系、

腎・泌尿器系、内分泌系、生殖器系） 1前 1   ○   

人体の構造と機能Ⅲ（造血器系、

骨・筋肉系、神経系、感覚器系） 1後 1   ○   

病態学Ⅰ（内科系疾病論） 2前 2   ○   
病態学Ⅱ（外科系疾病論） 2前 2   ○   
病態学Ⅲ（高齢者・精神疾病論） 2前 1   ○   
臨床検査論 2前 1   〇   

基
礎
看
護
科
目 

看護学入門 1前 1   〇   

看護学原論 1前 1    〇  
看護倫理 2後 1   〇   
看護技術論Ⅰ（生活援助技術） 1後 2    ○  
看護技術論Ⅱ（フィジカルアセスメ

ント技術） 1後 1    ○  

－ 146 －



別表（看護学科 2019・2020 年度 入学生用） 

- 145 - 
 

専
門
科
目 

基
礎
看
護
科
目 

看護技術論Ⅲ（検査治療技術） 2前 2    ○  

【専門科目】 
（再掲） 

必修76単位 
＋ 

選択3単位 
 
 
 

看護技術論Ⅳ（看護過程展開技術） 2後 1    ○  

看護技術論Ⅴ（統合技術演習） 2後 1    ○  

日常生活調整方法論 2前  1  〇   

看護学入門実習 1前 2     ○ 

基礎看護学実習 2前 2     ○ 

実
践
看
護
科
目 

医
療
生
活
支
援 

臨床看護学概論 2後 １   ○   

臨床看護学方法論Ⅰ（急性期・がん） 3前 2   ○   
臨床看護学方法論Ⅱ（慢性期・終末

期） 
3前 2   ○   

臨床看護学方法論Ⅲ（臨床看護技術

演習） 
3後・4前 1    〇  

ターミナルケア論 3前  1  ○   
急性期看護学実習 3後・4前 2     ○ 

慢性期看護学実習 3後・4前 3     ○ 

療
養
生
活
支
援 

精神看護学概論 1後 1   ○   

高齢者・在宅看護学概論 1後 1   ○   
高齢者・在宅看護学方法論Ⅰ 2後 1    ○  
高齢者看護学方法論Ⅱ 3前 1    ○  
在宅看護学方法論Ⅱ 3前 1    ○  
精神看護学方法論Ⅰ 2後 1    ○  
精神看護学方法論Ⅱ 3前 1    〇  
退院支援論 3前  1  〇   
高齢者看護学実習 3後・4前 3     ○ 
在宅看護学実習 3後・4前 1     ○ 
精神看護学実習 3後・4前 2     ○ 

健
康
生
活
支
援 

地域看護学概論 2前 2   ○   
地域看護学方法論Ⅰ 2後 1   ○   
地域看護学方法論Ⅱ 3前 2   ○   
地域看護学方法論Ⅲ 3前 1    ○  
地域看護学実習 3後・4前 3     ○ 
看護政策論 4前  1  〇   

育
成
支
援 

育成期看護概論 2前 1   ○   
小児看護学方法論Ⅰ 2後 1    ○  
小児看護学方法論Ⅱ 3前 1    ○  
小児地域ケア論 3前  1  〇   
母性看護学方法論Ⅰ 2後 1    ○  
母性看護学方法論Ⅱ 3前 1    ○  
母性看護学実習 3後・4前 2     ○ 
小児看護学実習 3後・4前 2     ○ 
助産学概論 3前  1  ○   
助産診断・技術学Ⅰ 3前  1  ○   
助産診断・技術学Ⅱ 4前  2   ○  

助産診断・技術学Ⅲ 4通  2   ○  

助産診断・技術学Ⅳ 4後  2   ○  
助産学実習Ⅰ（産婦ケア体験） 3後  1    ○ 
助産学実習Ⅱ（継続支援） 4通  2    ○ 
助産学実習Ⅲ（産婦ケア） 4通  3    ○ 
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発
展
看
護
科
目 

看護管理論 4前 1   ○   
災害看護学 3前 1   ○   
看護キャリア発達論 2後 1   ○   
看護管理実習 4前 1      
総合実習 4通 3     ○ 
看護研究 4通 2    ○  
看護学統合 4後 1    ○  
リーダーシップ論 2前 1   ○   
国際看護論 2前  1  ○   
家族看護論 2後  1  ○   

 
 
先修条件 
 
【特色科目】 
１ 「千葉県の健康づくり」を履修するには「体験ゼミナール」の単位を修得済みであること。 
２ 「社会実習（ボランティア活動）」を履修するには「体験ゼミナール」の単位を修得済みであること。 
 
【一般教養科目】 
１ 「実践統計学」を履修するには「統計学」の単位を修得済みであること。 
２ 「英語Ⅶ(上級英語)A」「英語Ⅶ(上級英語)Ｂ」を履修するには「英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、またはⅥ」の選択２単位

を修得済みであること。 
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先修条件 
 
【専門科目】 
１ 下記の実習科目および「看護学統合」を履修するには、表に示す所定の科目の単位を既に修得していること、

又は同じ学期に単位の修得が見込まれていること。 
 

 
○：単位を既に修得していること、又は同じ学期に単位の修得が見込まれていること。 

配
当
年
次 

授
業
科
目
の
名
称 

履修に先立って修得しておかなければならない授業科目の名称 

講義科目 演習科目 実習科目 

看
護
学
入
門 

精
神
看
護
学
概
論 

臨
床
看
護
学
概
論 

育
成
期
看
護
概
論 

地
域
看
護
学
概
論 

地
域
看
護
学
方
法
論
Ⅰ
・
Ⅱ 

高
齢
者
・
在
宅
看
護
概
論 

臨
床
看
護
学
方
法
論
Ⅰ 

臨
床
看
護
学
方
法
論
Ⅱ 

看
護
管
理
論 

看
護
学
原
論 

看
護
技
術
論
Ⅰ
～
Ⅲ 

看
護
技
術
論
Ⅳ
・
Ⅴ 

地
域
看
護
学
方
法
論
Ⅲ 

精
神
看
護
学
方
法
論
Ⅰ
・
Ⅱ 

高
齢
者
・
在
宅
看
護
学
方
法
論
Ⅰ 

高
齢
者
看
護
学
方
法
論
Ⅱ 

在
宅
看
護
学
方
法
論
Ⅱ 

母
性
看
護
学
方
法
論
Ⅰ
・
Ⅱ 

小
児
看
護
学
方
法
論
Ⅰ
・
Ⅱ 

臨
床
看
護
学
方
法
論
Ⅲ 

助
産
診
断
・
技
術
学
Ⅱ 

看
護
学
入
門
実
習 

基
礎
看
護
学
実
習 

急
性
期
看
護
学
実
習 

慢
性
期
看
護
学
実
習 

精
神
看
護
学
実
習 

在
宅
看
護
学
実
習 

地
域
看
護
学
実
習 

高
齢
者
看
護
学
実
習 

母
性
看
護
学
実
習 

小
児
看
護
学
実
習 

助
産
学
実
習
Ⅰ 

総
合
実
習 

１前 
看護学 

入門実習 
○                                  

２前 
基礎 

看護学実習 
○ ○         〇 ○           ○            

３後 

～ 

４前 

急性期 

看護学実習 

  ○     ○ ○    ○        ○  ○ ○           

慢性期 

看護学実習 

  ○     ○ ○  

  ○          ○ ○           

地域 

看護学実習 

    ○ 〇       ○ ○        

 ○ ○           

精神 

看護学実習 

 〇           ○  ○       

 ○ ○           

在宅 

看護学実習 
   

 

  ○      ○   ○  ○   

  ○ ○           

高齢者 

看護学実習 

      ○      ○   ○ ○      ○ ○           

母性 

看護学実習 

  

 ○         ○      ○    ○ ○           

小児 

看護学実習 

  

 ○         ○       ○   ○ ○           

４前 
看護管理 

実習 

         ○               ○ ○         

４通 

助産学 

実習Ⅱ 

                     ○           ○  

助産学 

実習Ⅲ 

                     ○           ○  

４後 
総合実習                        ○:選択する領域の実習   

看護学統合                         

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

○ 
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進級要件 
以下の要件を満たした者でなければ、３年次に進級できない。 
１ １・２年次に配当された特色科目および保健医療基礎科目の必修科目の単位を修得済みの者。 
２ １・２年次に配当された専門科目のうち、専門基礎科目、基礎看護科目の必修科目の単位を修得

済みの者。 
 
 
卒業要件 

科目区分 必修科目 選択科目 合 計 

特色科目 ３単位 ０単位 ３単位 

一般教養科目 ４単位 ２０単位 ２４単位 

保健医療基礎科目 １６単位 ４単位 ２０単位 

専門科目 ７６単位 ３単位 ７９単位 

合 計 ９９単位 ２７単位 １２６単位 

 
 
 
○ 助産課程に関する特記事項 
 助産課程選択の場合は、「助産学概論」及び「助産診断・技術学Ⅰ」の計２単位を選択必修とするほ

か、別途、「助産診断・技術学Ⅱ」、「助産診断・技術学Ⅲ」、「助産診断・技術学Ⅳ」及び、「助産学実

習Ⅰ（産婦ケア体験）」、「助産学実習Ⅱ（継続支援）」、「助産学実習Ⅲ（産婦ケア）」の計 12 単位が必

要である。 
 
○ 養護教諭二種に関する特記事項 
 「保健師」の免許を基礎資格として「養護教諭二種免許状」を取得する場合、「法学（日本国憲法）」、

「健康スポーツ科学」、「生涯身体運動科学」、「英語Ⅴ（保健医療英語）」、「情報リテラシーⅠ」及び「情

報リテラシーⅡ」の計８単位が必要である。 
 
○総合実習と看護学統合に関する特記事項 
 「総合実習」と「看護学統合」の履修は、卒業に必要な単位の修得が見込まれている必要がある。 
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

履修方法等 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

特色科目 

体験ゼミナール 3前 1     〇 

必修３単位 
千葉県の健康づくり 3後 1    〇  
専門職間の連携活動論 4後 1    〇  
社会実習（ボランティア活動） 4   1   〇 

一
般
教
養
科
目 

人
間
理
解
群 

心理学 3・4前  2  ○   

選択 
４単位 

(※1) 

【
一
般
教
養
科
目
】
選
択
科
目
か
ら
選
択
８
単
位 

哲学 3・4前  2  ○   
文学 3・4前  2  ○   
歴史と文化 3・4前  2  ○   
生命倫理 3・4後  2  ○   
宗教学 3・4後  2  ○   
教育学 3・4後  2  ○   
人間関係論 3・4前  2  ○   
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ理論と実際 3・4前  2  ○   
健康スポーツ科学 3・4後  1   ○  
生涯身体運動科学 3・4前後  1   ○  

生
活
と
環
境
群 

生活とデザイン 3・4後  2  ○   

選択 
６単位 

(※2) 

法学(日本国憲法) 3・4前  2  ○   
社会学 3・4後  2  ○   
文化人類学 3・4前  2  ○   
経済学 3・4前  2  ○   
国際関係論 3・4後  2  ○   
社会福祉学 3・4前  1  ○   
国際的な健康課題 3・4後  1  ○   
人権・ジェンダー 3・4後  2  ○   
科学論 3・4前  2  ○   
環境変化と生態 3・4後  2  ○   
観察生物学入門 3・4前後  2  ○   
生物学          3・4前後  2  ○   
物理学 3・4前  2  ○   
化学 3・4前  2  ○   

情
報
理
解
群 

統計学 3・4後 1    ○  

必修 
２単位 

情報リテラシーⅠ 3前 1    ○  
情報リテラシーⅡ 3・4後  1   ○  
情報倫理 3・4後  1  ○   
実践統計学 4前  1  〇   

外
国
語
群 

英語Ⅰ（講読） 3・4前  1   ○  

必修 
２単位 
＋ 
選択 
２単位 

英語Ⅱ（英会話） 3・4前  1   ○  
英語Ⅲ（講読・記述） 3・4後  1   ○  
英語Ⅳ（英語コミュニケーション） 3・4後  1   ○  
英語Ⅴ（保健医療英語） 3後 2   ○   
英語Ⅵ（応用英語） 3・4後  1   ○  
英語Ⅶ（上級英語）A 4後  1  〇   
英語Ⅶ（上級英語）B 4後  1  〇   

※1 人間理解群における選択科目の履修方法について 
   「人間関係論」又は「コミュニケーション理論と実際」を含み４単位を選択して履修する。 
※2 生活と環境群における選択科目の履修方法について 
   「文化人類学」「国際関係論」「国際的な健康課題」から１科目及び生物の科目（「観察生物学入門」又は「生物学」）、「物理学」、

「化学」のうち２科目を含む６単位以上を選択して履修する。 
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

履修方法等 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

保
健
医
療
基
礎
科
目 

人
間
の
こ
こ
ろ
と
身
体 

運動生理学総論 3前  1  ○   

必修16単位 
＋ 

選択3単位 

生化学総論 － 1   ○   
栄養学Ⅰ（基礎） ― 1   ○   
栄養学Ⅱ（応用） 3後  1  ○   
薬理学Ⅰ（総論） ― 1   ○   
薬理学Ⅱ（各論） ― 1   ○   
病理学Ⅰ（総論） ― 1   ○   
病理学Ⅱ（各論） ― 1   ○   
微生物学Ⅰ（総論） ― 1   ○   
微生物学Ⅱ（各論） ― 1   ○   
発達心理学 4前  1  ○   
臨床心理学 3後  1   ○  

健
康
と
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム 

健康論 3前  1  ○   
公衆衛生学Ⅰ（基礎） ― 1   ○   
公衆衛生学Ⅱ（応用） ― 1   ○   
疫学・保健統計Ⅰ（基礎） 3前 1   ○   
疫学・保健統計Ⅱ（応用） 3前 1   ○   
リハビリテーション概論 3後  1  ○   
救命・救急の理論と実際 3前 1   ○   
画像診断学 3後  1  〇   
保健医療福祉論Ⅰ（基礎） 3後 1   ○   
保健医療福祉論Ⅱ（応用） 3後 1   ○   
食育論Ⅰ（基礎） 3前  1  ○   
食育論Ⅱ（応用） 3前  1  ○   
健康と運動 3後  1  ○   
家族社会学 3前  1  ○   
医療経営管理論 3前  1  ○   
リスクマネジメント論 3後 1   ○   

専
門
科
目 

専
門
基
礎
科
目 

人体の構造と機能Ⅰ（総論、外皮・

免疫系、消化器系、呼吸器系） 
― 1   ○   

【専門科目】 
必修77単位 

＋ 
選択3単位 

人体の構造と機能Ⅱ（循環器系、腎・

泌尿器系、内分泌系、生殖器系） 
― 1   ○   

人体の構造と機能Ⅲ（造血器系、骨・

筋肉系、神経系、感覚器系） 
― 1   ○   

病態学Ⅰ（内科系疾病論） ― 2   ○   
病態学Ⅱ（外科系疾病論） ― 2   ○   
病態学Ⅲ（高齢者・精神疾病論） ― 1   ○   
臨床検査論 ― 1   〇   

基
礎
看
護
科
目 

看護学入門 ― 1   〇   
看護学原論 ― 1    〇  
看護倫理 3後 1   〇   
看護技術論Ⅰ（生活援助技術） ― 2    ○  

看護技術論Ⅱ（フィジカルアセスメ

ント技術） 
― 1    ○  
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

履修方法等 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

専
門
科
目 

基
礎
看
護
科
目 

看護技術論Ⅲ（検査治療技術） ― 2    ○  

【専門科目】 
（再掲） 

必修77単位 
＋ 

選択3単位 

看護技術論Ⅳ（看護過程展開技術） ― 1    ○  

看護技術論Ⅴ（統合技術演習） ― 1    ○  

日常生活調整方法論 3・4前  1  〇   

看護学入門実習 ― 2     ○ 

基礎看護学実習 ― 2     ○ 

実
践
看
護
科
目 

医
療
生
活
支
援 

臨床看護学概論 3後 1   ○   

臨床看護学方法論Ⅰ（急性期・がん） － 2   ○   
臨床看護学方法論Ⅱ（慢性期・終末

期） 
－ 2   ○   

臨床看護学方法論Ⅲ（臨床看護技術

演習） 
－ 1    〇  

ターミナルケア論 3・4前  1  ○   

急性期看護学実習 ― 2     ○ 

慢性期看護学実習 ― 3     ○ 

療
養
生
活
支
援 

精神看護学概論 3後 1   ○   

高齢者・在宅看護学概論 3後 1   ○   

高齢者・在宅看護学方法論Ⅰ ― 1    ○  

高齢者看護学方法論Ⅱ ― 1    ○  

在宅看護学方法論Ⅱ ― 1    ○  

精神看護学方法論Ⅰ ― 1    ○  
精神看護学方法論Ⅱ ― 1    〇  
退院支援論 3・4前  1  〇   
高齢者看護学実習 ― 3     ○ 
在宅看護学実習 ― 1     ○ 
精神看護学実習 ― 2     ○ 

健
康
生
活
支
援 

地域看護学概論 3前 2   ○   

地域看護学方法論Ⅰ 3後 1   ○   

地域看護学方法論Ⅱ 3前 2   ○   
地域看護学方法論Ⅲ 3前 1    ○  
地域看護学実習 3後 3     ○ 
看護政策論 3・4前 1   〇   

育
成
支
援 

育成期看護概論 3前 1   ○   
小児看護学方法論Ⅰ － 1    ○  
小児看護学方法論Ⅱ － 1    ○  

小児地域ケア論 3・4前  1  〇   

母性看護学方法論Ⅰ ― 1    ○  
母性看護学方法論Ⅱ ― 1    ○  
母性看護学実習 ― 2     ○ 
小児看護学実習 ― 2     ○ 
助産学概論 3前  1  ○   

助産診断・技術学Ⅰ 3前  1  ○   
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

履修方法等 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

専
門
科
目 

発
展
看
護
科
目 

看護管理論 4前 1   ○   

【専門科目】 
（再掲） 

必修77単位 
＋ 

選択3単位 

災害看護学 3前 1   ○   

看護キャリア発達論 3後 1   ○   

看護管理実習 4前 1     ○ 

総合実習 4通 3     ○ 

看護研究 4通 2    ○  
看護学統合 4後 1    ○  

リーダーシップ論 3・4前 1   ○   

国際看護論 3前  1  ○   

家族看護論 3後  1  ○   

 
 
 
 
（看護学科 2023年度以降 編入学生用） 
 
【特色科目】 
１ 「千葉県の健康づくり」を履修するには「体験ゼミナール」の単位を修得済みであること。 
２ 「専門職間の連係活動論」を履修するには「体験ゼミナール」、「千葉県の健康づくり」の単位を修得済みで 

あること。 
３ 「社会実習（ボランティア活動）」を履修するには「体験ゼミナール」の単位を修得済みであること。 
 
【一般教養科目】 
１ 「実践統計学」を履修するには「統計学」の単位を修得済みであること。 
２ 「英語Ⅶ(上級英語)A」「英語Ⅶ(上級英語)Ｂ」を履修するには「英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、またはⅥ」の選択２単

位を修得済みであること。 
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先修条件 
 
【専門科目】 
１ 下記の実習科目および「看護学統合」を履修するには、表に示す所定の科目の単位を既に修得しているこ

と、又は同じ学期に単位の修得が見込まれていること。 
 

 
○：単位を既に修得していること、又は同じ学期に単位の修得が見込まれていること。 

 

 

 

配当

年次 
授業科目の名称 

履修に先立って修得しておかなければならない授業科目の名称 

講義科目 演習科目 実習科目 

看
護
学
入
門 

精
神
看
護
学
概
論 

臨
床
看
護
学
概
論 

育
成
期
看
護
概
論 

地
域
看
護
学
概
論 

地
域
看
護
学
方
法
論
Ⅰ
・
Ⅱ 

高
齢
者
・
在
宅
看
護
概
論 

臨
床
看
護
学
方
法
論
Ⅰ 

臨
床
看
護
学
方
法
論
Ⅱ 

看
護
管
理
論 

看
護
学
原
論 

看
護
技
術
論
Ⅰ
～
Ⅲ 

看
護
技
術
論
Ⅳ
・
Ⅴ 

地
域
看
護
学
方
法
論
Ⅲ 

精
神
看
護
学
方
法
論
Ⅰ
・
Ⅱ 

高
齢
者
・
在
宅
看
護
学
方
法
論
Ⅰ 

高
齢
者
看
護
学
方
法
論
Ⅱ 

在
宅
看
護
学
方
法
論
Ⅱ 

母
性
看
護
学
方
法
論
Ⅰ
・
Ⅱ 

小
児
看
護
学
方
法
論
Ⅰ
・
Ⅱ 

臨
床
看
護
学
方
法
論
Ⅲ 

助
産
診
断
・
技
術
学
Ⅱ 

看
護
学
入
門
実
習 

基
礎
看
護
学
実
習 

急
性
期
看
護
学
実
習 

慢
性
期
看
護
学
実
習 

精
神
看
護
学
実
習 

在
宅
看
護
学
実
習 

地
域
看
護
学
実
習 

高
齢
者
看
護
学
実
習 

母
性
看
護
学
実
習 

小
児
看
護
学
実
習 

助
産
学
実
習
Ⅰ 

総
合
実
習 

１前 
看護学 

入門実習 
○                                  

２前 
基礎 

看護学実習 
○ ○         〇 ○           ○            

３後 

～ 

４前 

急性期 

看護学実習 

  ○     ○ ○    ○        ○  ○ ○           

慢性期 

看護学実習 

  ○      ○  

  ○          ○ ○           

地域 

看護学実習 

    ○ 〇       ○ ○        

 ○ ○           

精神 

看護学実習 

 〇           ○  ○       

 ○ ○           

在宅 

看護学実習 

   

 

  ○      ○   ○  ○   

  ○ ○           

高齢者 

看護学実習 

      ○      ○   ○ ○      ○ ○           

母性 

看護学実習 

  

 ○         ○      ○    ○ ○           

小児 

看護学実習 

  

 ○         ○       ○   ○ ○           

４前 
看護管理 

実習 

         ○               ○ ○         

４通 

助産学 

実習Ⅱ 

                     ○           ○  

助産学 

実習Ⅲ 

                     ○           ○  

４後 
総合実習                        ○:選択する領域の実習   

看護学統合                         

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

○ 
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卒業要件 

科目区分 必修科目 選択科目 合 計 

特色科目 ３単位 ０単位 ３単位 

一般教養科目 ４単位 ２０単位 ２４単位 

保健医療基礎科目 １６単位 ３単位 １９単位 

専門科目 ７７単位 ３単位 ８０単位 

合 計 １００単位 ２６単位 １２６単位 

 
 
 
○ 養護教諭二種に関する特記事項 
 「保健師」の免許を基礎資格として「養護教諭二種免許状」を取得する場合、「法学（日本国憲法）」、「健康スポ

ーツ科学」、「生涯身体運動科学」、「英語Ⅴ（保健医療英語）」、「情報リテラシーⅠ」及び「情報リテラシーⅡ」の計

８単位が必要である。 
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

時間数 履修方法等 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

特
色
科
目 

体験ゼミナール 1 前 1     ○ 45 

必修３単位 
千葉県の健康づくり 2 後 1    ○  30 
専門職間の連携活動論 4 後 1    ○  30 
社会実習（ボランティア活動） 2・3・4   1   ○ 45 

一
般
教
養
科
目 

人
間
理
解
群 

心理学 1・2・3・4 前  2  ○   30 

必修２単位 
＋ 

選択４単位 
 

このうち 
b から１科

目以上選択 

選
択
科
目
か
ら
６
単
位 

哲学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
文学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
歴史と文化 1・2・3・4 前  2  ○   30 
生命倫理 1・2・3・4 後 2   ○   30 
宗教学 1・2・3・4 後  2  ○   30 
教育学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
人間関係論 b 1・2・3・4 前  2  ○   30 
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ理論と実際 b 1・2・3・4 前  2  ○   30 
健康スポーツ科学 1・2・3・4 前後  1   ○  30 
生涯身体運動科学 1・2・3・4 前後  1   ○  30 

生
活
と
環
境
群 

生活とデザイン 1・2・3・4 後  2  ○   30 

選択６単位 
 

このうち 
※から１科

目以上選択 
＃から１科

目以上選択 

法学（日本国憲法） 1・2・3・4 前  2  ○   30 
社会学※ 1・2・3・4 後  2  ○   30 
文化人類学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
経済学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
国際関係論※ 1・2・3・4 後  2  ○   30 
社会福祉学※ 1・2・3・4 前  1  ○   15 
国際的な健康課題※ 1・2・3・4 後  1  ○   15 
人権・ジェンダー 1・2・3・4 後  2  ○   30 

科学論 1・2・3・4 前  2  ○   30 

環境変化と生態 1・2・3・4 後  2  ○   30 

観察生物学入門 1・2・3・4 前後  2  ○   30 

生物学＃ 1・2・3・4 前後  2  ○   30 

物理学＃ 1・2・3・4 前  2  ○   30 
化学＃ 1・2・3・4 前  2  ○   30 

情
報
理
解
群 

統計学 1・2・3・4 後 1    ○  30 

必修２単位 

情報リテラシーⅠ 1・2・3・4 前 1    ○  30 

情報リテラシーⅡ 1・2・3・4 後  1   ○  30 

情報倫理 1・2・3・4 後  1  ○   15 
実践統計学 2・3・4 前  1  ○   15 

外
国
語
群 

英語Ⅰ(講読) 1・2・3・4 前  1   ○  30 

必修２単位 
＋ 

選択２単位 

英語Ⅱ(英会話) 1・2・3・4 前  1   ○  30 
英語Ⅲ(講読・記述) 1・2・3・4 後  1   ○  30 
英語Ⅳ(英語コミュニケーション) 1・2・3・4 後  1   ○  30 
英語Ⅴ(保健医療英語) 2 前 2   ○   30 

英語Ⅵ(応用英語) 1・2・3・4 後  1   ○  30 

英語Ⅶ（上級英語）A 2・3・4 後  1  ○   15 

英語Ⅶ（上級英語）B 2・3・4 後  1  ○   15 
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

時間数 履修方法等 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

保
健
医
療
基
礎
科
目 

人
間
の
こ
こ
ろ
と
身
体 

運動生理学総論 2・4 前  1  ○   15 

必修１０単位 
＋ 

選択４単位 

生化学総論 1 前   1 ○   15 
栄養学Ⅰ（基礎） 2 後   1 ○   15 
栄養学Ⅱ（応用） 2 後   1 ○   15 
心の健康 2・4 後  1  ○   15 
薬理学Ⅰ（総論） 1 後 1   ○   15 
薬理学Ⅱ（各論） 1 後 1   ○   15 
病理学Ⅰ（総論） 1 前 1   ○   15 
病理学Ⅱ（各論） 1 前 1   ○   15 
微生物学Ⅰ（総論） 1・4 前  1  ○   15 
微生物学Ⅱ（各論） 1・4 前  1  ○   15 
発達心理学 1・4 前  1  ○   15 
臨床心理学 1・2・4 後  1   ○  30 

健
康
と
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム 

健康論 1・2・4 前  1  ○   15 
公衆衛生学Ⅰ（基礎） 2 前 1   ○   15 
公衆衛生学Ⅱ（応用） 2 後 1   ○   15 
疫学・保健統計Ⅰ（基礎） 3 前 1   ○   15 
疫学・保健統計Ⅱ（応用） 3 前 1   ○   15 
リハビリテーション概論 2・3 後  1  ○   15 
救命・救急の理論と実際 2・4 前  1  ○   15 
画像診断学 2・3・4 後  1  ○   15 
保健医療福祉論Ⅰ（基礎） 2 後 1   ○   15 
保健医療福祉論Ⅱ（応用） 2 後 1   ○   15 
食育論Ⅰ（基礎） 3 前  1  ○   15 
食育論Ⅱ（応用） 3 前  1  ○   15 
健康と運動 1・2・4 後  1  ○   15 
家族社会学 1・4 前  1  ○   15 
医療経営管理論    ４前  1  ○   15 
リスクマネジメント論 2・4 後  1  ○   15 

専
門
科
目 

専
門
基
礎
科
目 

管理栄養士導入教育 1 前 1   ○   15 

【専門科目】 
必修７８単位 

＋ 
選択７単位 

解剖生理学Ⅰ 1 前 2   ○   30 
解剖学実験 1 後 1     ○ 45 
解剖生理学Ⅱ 1 後 2   ○   30 
生理学実験 2 前 1     ○ 45 
生化学 1 前 2   ○   30 
栄養生化学 1 後 2   ○   30 
生化学実験 2 前 1     ○ 45 
疾病論 2 前 2   ○   30 
高齢者医療論 3・4 後  1  ○   15 
食品学各論 1 前 2   ○   30 
食品学実験 1 後 1     ○ 45 
食品学総論 1 前 2   ○   30 
食品化学実験 1 後 1     ○ 45 
理化学概論 1 前  1  ○   15 
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

時間数 履修方法等 必
修 

選
択 

自
由 

講
義 

演
習 

実
験
・
実
習 

専
門
科
目 

専
門
基
礎
科
目 

食品衛生学 1 後 2   ○   30 

【専門科目】 
（再掲） 

必修７８単位 
＋ 

選択７単位 

食品衛生学実験 2 前 1     ○ 45 
食品加工学 2 前 1   ○   15 
食品加工学実習 2 後 1     ○ 45 
食品微生物学 3・4 後  1  ○   15 
食事設計と調理 1 前 2   ○   30 
食事設計と調理実習 2 前 1     ○ 45 
調理実習 1 後 1     ○ 45 
調理科学実験 1 前 1     ○ 45 

基
礎

栄
養学 

基礎栄養学 1 後 2   ○   30 
基礎栄養学実習 2 後 1     ○ 45 

応
用
栄
養
学 

応用栄養学Ⅰ 2 前 2   ○   30 
応用栄養学Ⅱ 2 後 2   ○   30 
応用栄養学Ⅲ 3 前 2   ○   30 
応用栄養学実習 3 前 1     ○ 45 
スポーツ栄養学 3・4 後  1  ○   15 

栄
養
教
育
論 

栄養教育論Ⅰ 2 後 2   ○   30 
栄養教育論Ⅱ 3 前 2   ○   30 
栄養教育論実習 3 前 1     ○ 45 
栄養教育手法論 3 前 2   ○   30 

臨
床
栄
養
学 

臨床栄養学Ⅰ 2 前 2   ○   30 
臨床栄養学Ⅱ 2 後 2   ○   30 
臨床栄養学実習 2 後 1     ○ 45 
栄養ケアマネジメント論 3 前 2   ○   30 
栄養ケアマネジメント論実習 3 前 1     ○ 45 
臨床検査学 2 前 2   ○   30 
在宅栄養支援論 3・4 後  1  ○   15 
障害者栄養支援論 3・4 後  1  ○   15 

公
衆
栄
養
学 

公衆栄養学Ⅰ 2 後 2   ○   30 
公衆栄養学Ⅱ 3 前 2   ○   30 
公衆栄養学実習 3 前 1     ○ 45 
国際栄養学 3・4 後  1  ○   15 

給
食
経
営 

管

理

論 

給食経営管理論Ⅰ 2 前 2   ○   30 

給食経営管理論Ⅱ 2 後 2   ○   30 
給食経営管理実習 3 前 2     ○ 90 
フードマネジメント論 3・4 後  1  ○   15 

総
合 

演
習 

総合演習 4 前 1    ○  30 
栄養統計学 3 後 1   ○   15 
管理栄養士特別演習 4 通  2   ○  60 

研
究 卒業研究 4 通 2    ○  60 

臨
地
実
習 

臨床栄養臨地実習 3 通 2     ○ 90 

給食経営管理臨地実習 3 通 2     ○ 90 

公衆栄養臨地実習 3 通  1    ○ 45 
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

時間数 履修方法等 必
修 

選
択 

自
由 

講
義 

演
習 

実
験
・
実
習 

専
門
科
目 

臨
地
実
習 

栄養管理臨地実習 4 通  1    ○ 45 【専門科目】 
（再掲） 

必修７８単位 
＋ 

選択７単位 

事前指導 3 通 1    ○  30 

事後指導 3 通 1    ○  30 
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先修条件 
【特色科目】 
１ 「千葉県の健康づくり」を履修するには「体験ゼミナール」の単位を修得済みであること。 
２ 「社会実習（ボランティア活動）」を履修するには「体験ゼミナール」の単位を修得済みであるこ

と。 
 
【一般教養科目】 
１ 「実践統計学」を履修するには「統計学」の単位を修得済みであること。 
２ 「英語Ⅶ(上級英語)A」、「英語Ⅶ(上級英語) B」を履修するには「英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、またはⅥ」

の選択２単位を修得済みであること。 
 
【専門科目】 
１ 「臨床栄養学実習」を履修するには、「臨床栄養学Ⅰ」の単位を修得済みであり、「臨床栄養学Ⅱ」

の単位は修得見込みであること。 
２ 「公衆栄養学実習」を履修するには、「公衆栄養学Ⅱ」の単位を修得見込みであること。 
３ 「臨床栄養臨地実習」、「給食経営管理臨地実習」、「公衆栄養臨地実習」、「事前指導」及び「事後指

導」を履修するには、3 年前期に配当された必修の専門科目の単位を修得見込みであること。 
４ 「栄養教諭教育実習」及び「栄養教諭教育実習：事前・事後指導」を履修するには、管理栄養士課

程の「臨床栄養臨地実習」及び「給食経営管理臨地実習」を単位修得済みであり、3 年次終了までに

配当された教職課程の全科目を単位修得済みであること。 
 
進級要件 
以下の要件を満たした者でなければ、３年次に進級できない。 
１ １・２年次に配当された特色科目および保健医療基礎科目の必修科目の単位を修得済みの者。 
２ １・２年次に配当された専門科目の必修科目の単位を修得済みの者。 
 
卒業要件 

科目区分 必修科目 選択科目 合計 

特色科目 ３単位 ０単位 ３単位 

一般教養科目 ６単位 １８単位 ２４単位 

保健医療基礎科目 １０単位 ４単位 １４単位 

専門科目 ７８単位 ７単位 ８５単位 

合 計 ９７単位 ２９単位 １２６単位 
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教職（栄養教諭一種）課程選択 

栄養教諭一種免許取得希望者は、下表に指定する一般教養科目を含む卒業要件の１２６単位のほか、

栄養教諭に関する科目を履修し、その単位を取得しなければならない。卒業時の取得単位数は１４９

単位とする。 

栄養教諭一種免許取得希望者の履修内容は次のとおりである。 

科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 時間数 履修方法等 

一
般
教
養
科
目 

人 

間 

理
解
群 

健康スポーツ科学    （再掲） 1･2･3 前後 1 30  

生涯身体運動科学    （再掲） 1･2･3 前後 1 30  

生
活
と 

環
境
群 

法学（日本国憲法）   （再掲） 1･2･3 前 2 30  

情 

報 

理
解
群 

情報リテラシーⅠ    （再掲） 1･2･3 前 1 30  

情報リテラシーⅡ    （再掲） 1･2･3 後 1 30  

外
国
語
群 

英語Ⅱ（英会話）      （再掲） 1･2･3 前 1 30 

3 科目のうち 2 単位を 
選択必修とする 

英語Ⅳ（英語コミュニケーション） 

（再掲） 
1･2･3 後 1 30 

英語Ⅵ（応用英語）   （再掲） 1･2･3 後 1 30 

栄
養
教
諭
に
関
す
る
科
目 

栄
養
に
係
る
教
育

に
関
す
る
科
目 

食生活教育論 3 前 2 30 

 

学校栄養教育論 3 後 2 30 

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る

科
目 

教職論 1 後 2 30 

教育学概論 2 後 １ 15 

教育心理 2 前 2 30 

教育制度論 2 後 １ 15 

カリキュラム論 2 前 1 15 

特別支援教育論 3 前 1 15 

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
内
容
及

び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目 

教育の方法と技術 3 前 2 30 

道徳・総合的な学習・特別活動論 2 前 1 15 

生徒指導論 3 前 1 15 

教育相談 3 後 2 30 

教
育
実
践
に
関
す
る

科
目 

教職実践演習（栄養教諭） 4 後 2 30 

栄養教諭教育実習：事前・事後 

指導 
4 通 1 45 

栄養教諭教育実習 4 通 2 90 
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食品衛生監視員及び食品衛生管理者 

 ２０１９年度入学生から、栄養学科の課程を修了することで食品衛生監視員及び食品衛生管理者の任

用資格を取得することができる。 
 なお、法令に定める科目に対応する、本学の授業科目は下表のとおり。 
 
食品衛生法施行規則別表第 14 及び第 15 に定める学科、科目名 

区分 規定科目 
規定科目に対応する 

本学授業科目名 

配当 

年次 

選択別 
単位数 

必 修 選 択 

Ａ群 化学関係 
有機化学 

無機化学 
化学 

1･2･3･4

前 
  2 2 

  分析化学 食品化学実験 1 後 1   1 

    理化学概論 1 前   1 1 

  小計  1 3 4 

Ｂ群 生物化学関係 生物化学 生化学 1 前 2   2 

    栄養生化学 1 後 2   2 

    生化学実験 2 前 1   1 

  食品化学 食品学総論 1 前 2   2 

    食品学各論 1 前 2   2 

    食品学実験 1 後 1   1 

  生理学 解剖生理学Ⅱ 1 後 2   2 

    生理学実験      2 前 1   1 

  小計  13 0 13 

Ｃ群 微生物学関係 

食品微生物学 食品微生物学 3･4 後   1 1 

食品保存学 

食品製造学 

食品加工学 2 前 1   1 

食品加工学実習 2 後 1   1 

  小計  2 １ 3 

Ｄ群 公衆衛生学関係 

公衆衛生学 公衆衛生学Ⅰ（基礎） 2 前 1   1 

  公衆衛生学Ⅱ(応用） 2 後 1   1 

食品衛生学 食品衛生学 1 後 2   2 

  食品衛生学実験 2 後 1   1 

疫学 疫学・保健統計Ⅰ(基礎） 3 前 1   1 

  疫学・保健統計Ⅱ（応用） 3 前 1   1 

  小計  7 0 7 

Ａ群からＤ群の合計で 22 単位以上を履修 合計（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 23 4 27 
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Ｅ群その他の関連科目 

病理学 病理学Ⅰ（総論） 1 前 1   1 

  病理学Ⅱ(各論） 1 前 1   1 

医学概論 疾病論 2 前 2   2 

解剖学 解剖生理学Ⅰ 1 前 2   2 

  解剖学実験 1 後 1   1 

栄養化学 基礎栄養学 1 後 2   2 

  基礎栄養学実習 2 前 1   1 

栄養学 応用栄養学Ⅰ 2 前 2   2 

  応用栄養学Ⅱ 2 後 2   2 

  応用栄養学Ⅲ 3 前 2   2 

その他これらに

類する食品衛生

に関する科目 

食事設計と調理 1 前 2  2 

 食事設計と調理実習 2 前 1  1 

 調理実習 1 後 1  1 

 調理科学実験 1 前 1  1 

  小計  21 0 21 

Ａ群からＥ群を含め 40 単位以上を履修 総計（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ） 44 4 48 

 
 
（注） 
○ 上表のうち、必修科目のみで法定の必要単位数を上回るため、栄養学科の課程を修了した全ての者

は、当該資格を取得することができる。（２０１９年度以降の入学者に限る。） 
 
○ 「任用資格」とは、特定の職務に従事するために必要な資格である。申請により免許を取得する栄

養士及び管理栄養士と異なり、養成施設の課程を修了し、当該職務に任用されることで効力が発生する。 
 

○ 食品衛生監視員及び食品衛生管理者養成施設である他大学から本学栄養学科に転入学した者は、転

入元と本学での修得単位を合算し、必要な単位を修得することで資格を取得することができる。 
なお、未登録施設から転入学した場合は、食品衛生法及び同法施行規則の規定により、既修得単位を

認定することはできないので、上表の資格取得に必要な授業科目は、本学で履修する必要がある。 
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2 1

2 1

2 1

3 1

1 2

1 2

1 2

2 1

2 2

1 1

2 1

1 2

1 1

1 2

1 1

1 2

2 1

1 2

2 1

2 2

2 2

3 1

2 2

2 1

2 2

3 1

3 2

2 2

3 1

1 2

1 1

2 2

3 2

3 2

小計 36 14 37 15

合計

栄養士課程指定規則との比較表

教育内容

単位数

授業科目の名称 配当年次

単位数（授業形態別）

講義又は
演習

実験又は
実習

講義・
演習

実験・
実習

社会生活と健康 4

4

公衆衛生学Ⅰ（基礎）

公衆衛生学Ⅱ（応用）

保健医療福祉論Ⅰ（基礎）

疫学・保健統計Ⅰ（基礎）

人体の構造と機能 8

解剖生理学Ⅰ

解剖生理学Ⅱ

生化学

生化学実験

疾病論

解剖学実験

生理学実験

食品と衛生 6

食品学各論

食品学実験

食品学総論

食品化学実験

食品衛生学

食品加工学

栄養と健康 8

10

基礎栄養学

基礎栄養学実習

応用栄養学Ⅰ

応用栄養学Ⅱ

応用栄養学実習

臨床栄養学Ⅰ

臨床栄養学実習

栄養の指導 6

栄養教育論Ⅰ

栄養教育論実習

栄養教育手法論

公衆栄養学Ⅰ

公衆栄養学実習

50 52

給食の運営 4

食事設計と調理

調理実習

給食経営管理論Ⅰ

給食経営管理実習

給食経営管理臨地実習
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管理栄養士に係る必修科目

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

1
2

1
1

1
1
1
1
2

1
2

1
2

1
1

1
2

1
1
1

計 28 10 29 10
2

1
2
2
2

1
2
2

1
2
2
2

1
2

1
2
2
2

1
2
2

2
1
1

2
2

計 32 12 32 12
合計 60 22 61 22

専
門
分
野

臨地実習

給食経営管理論

臨床栄養学

 公衆栄養学

総合演習

基礎栄養学

応用栄養学

栄養教育論

人体の構造と機能及び疾病の成り立ち

 社会・環境と健康

管理栄養士学校指定規則（以下この表で「指定
規則」という。）による教育内容

指定規則に
よる単位数

講義
又は
演習

実験
又は
実習

実験
又は
実習

6

開設科目
の単位数

講義
又は
演習

公衆衛生学Ⅰ（基礎）
公衆衛生学Ⅱ（応用）
保健医療福祉論Ⅰ（基礎）
保健医療福祉論Ⅱ（応用）

計

授業科目の名称

14

2

8

4

4

6

6

合計

4

専
門
基
礎
分
野

食べ物と健康 8

10

計

2

8

疫学・保健統計Ⅰ（基礎）
疫学・保健統計Ⅱ（応用）
解剖生理学Ⅰ
解剖生理学Ⅱ
生化学
栄養生化学
生化学実験
疾病論
解剖学実験
生理学実験
薬理学Ⅰ（総論）
薬理学Ⅱ（各論）
病理学Ⅰ（総論）
病理学Ⅱ（各論）
食品学各論
食品学実験
食品学総論
食品化学実験
食品衛生学
食品衛生学実験
食品加工学
食品加工学実習
食事設計と調理
食事設計と調理実習
調理実習
調理科学実験

基礎栄養学
基礎栄養学実習
応用栄養学Ⅰ
応用栄養学Ⅱ
応用栄養学Ⅲ
応用栄養学実習
栄養教育論Ⅰ
栄養教育論Ⅱ
栄養教育論実習
栄養教育手法論
臨床栄養学Ⅰ
臨床栄養学Ⅱ
臨床栄養学実習
栄養ケアマネジメント論
栄養ケアマネジメント論実習
臨床検査学

給食経営管理実習
事後指導
総合演習
臨床栄養臨地実習
給食経営管理臨地実習

公衆栄養学Ⅰ
公衆栄養学Ⅱ
公衆栄養学実習
給食経営管理論Ⅰ
給食経営管理論Ⅱ
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

時間数 履修方法等 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

特
色
科
目 

体験ゼミナール 1 前 1     ○ 45 

必修３単位 
千葉県の健康づくり 2 後 1    ○  30 
専門職間の連携活動論 4 後 1    ○  30 
社会実習（ボランティア活動） 2・3・4   1   ○ 45 

一
般
教
養
科
目 

人
間
理
解
群 

心理学 1・2・3・4 前  2  ○   30 

必修 
９単位 

【
一
般
教
養
科
目
】
選
択
科
目
か
ら
選
択
１
１
単
位 

哲学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
文学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
歴史と文化 1・2・3・4 前  2  ○   30 
生命倫理 1・2・3・4 後 2   ○   30 
宗教学 1・2・3・4 後  2  ○   30 
教育学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
人間関係論 1・2・3・4 前  2  ○   30 
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ理論と実際 1・2・3・4 前  2  ○   30 
健康スポーツ科学 1・2・3・4 前後 1    ○  30 
生涯身体運動科学 1・2・3・4 前後  1   ○  30 

生
活
と
環
境
群 

生活とデザイン 1・2・3・4 後  2  ○   30 
法学（日本国憲法） 1・2・3・4 前 2   ○   30 
社会学 1・2・3・4 後  2  ○   30 
文化人類学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
経済学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
国際関係論 1・2・3・4 後  2  ○   30 
社会福祉学 1・2・3・4 前  1  ○   15 
国際的な健康課題 1・2・3・4 後  1  ○   15 
人権・ジェンダー 1・2・3・4 後  2  ○   30 

科学論 1・2・3・4 前  2  ○   30 

環境変化と生態 1・2・3・4 後  2  ○   30 

観察生物学入門 1・2・3・4 前後  2  ○   30 

生物学 1・2・3・4 前後 2   ○   30 

物理学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
化学 1・2・3・4 前  2  ○   30 

情
報
理
解
群 

統計学 1・2・3・4 後 1    ○  30 
情報リテラシーⅠ 1・2・3・4 前 1    ○  30 

情報リテラシーⅡ 1・2・3・4 後  1   ○  30 

情報倫理 1・2・3・4 後  1  ○   15 

実践統計学 2・3・4 前  1  ○   15 

外
国
語
群 

英語Ⅰ(講読) 1・2・3・4 前  1   ○  30 

必修 
２単位 

＋ 
選択 

２単位 

英語Ⅱ(英会話) 1・2・3・4 前  1   ○  30 
英語Ⅲ(講読・記述) 1・2・3・4 後  1   ○  30 
英語Ⅳ(英語コミュニケーション) 1・2・3・4 後  1   ○  30 
英語Ⅴ(保健医療英語) 2 前 2   ○   30 
英語Ⅵ(応用英語) 1・2・3・4 後  1   ○  30 
英語Ⅶ（上級英語）A 2・3・4 後  1  ○   15 
英語Ⅶ（上級英語）B 2・3・4 後  1  ○   15 
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

時間数 履修方法等 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

保
健
医
療
基
礎
科
目 

人
間
の
こ
こ
ろ
と
身
体 

運動生理学総論 2 前  1  ○   15 

必修１３単位 
＋ 

選択３単位 

生化学総論 1 前  1  ○   15 
栄養学Ⅰ（基礎） 1 後 1   ○   15 
栄養学Ⅱ（応用） 1 後 1   ○   15 
心の健康 1 後  1  ○   15 
薬理学Ⅰ（総論） 1 後 1   ○   15 
薬理学Ⅱ（各論） 1 後 1   ○   15 
病理学Ⅰ（総論） 1 前 1   ○   15 
病理学Ⅱ（各論） 1 前 1   ○   15 
微生物学Ⅰ（総論） 1 前 1   ○   15 
微生物学Ⅱ（各論） 1 前 1   ○   15 
発達心理学 1 前  1  ○   15 
臨床心理学 1 後  1   ○  30 

健
康
と
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム 

健康論 1 前  1  ○   15 
公衆衛生学Ⅰ（基礎） 2 前 1   ○   15 
公衆衛生学Ⅱ（応用） 2 後  1  ○   15 
疫学・保健統計Ⅰ（基礎） 3 前  1  ○   15 
疫学・保健統計Ⅱ（応用） 3 前  1  ○   15 
リハビリテーション概論 2 後 1   ○   15 
救命・救急の理論と実際 2 前 1   ○   15 
画像診断学 2・3・4 後  1  ○   15 
保健医療福祉論Ⅰ（基礎） 2 後 1   ○   15 
保健医療福祉論Ⅱ（応用） 2 後 1   ○   15 
食育論Ⅰ（基礎） 3 前  1  ○   15 
食育論Ⅱ（応用） 3 前  1  ○   15 
健康と運動 1 後  1  ○   15 
家族社会学 1 前  1  ○   15 
医療経営管理論 4 後  1  ○   15 
リスクマネジメント論 2 後  1  ○   15 

専
門
科
目 

歯
科
衛
生
基
礎 

解剖学 1 前 2   ○   30 

必修２７単位 

生理学 1 後 2   ○   30 
内科学概論 1 後 1   ○   15 
高齢者医療論 2 後 1   ○   15 
口腔解剖学 1 前 2   ○   30 
口腔生理学 2 前 1   ○   15 
口腔病理学 1 後 1   ○   15 
口腔微生物学 1 後 1   ○   15 
歯科薬理学 2 前 1   ○   15 
歯科生化学・臨床検査法 1 後 1   ○   15 
口腔衛生学 1 後 2   ○   30 
歯科診断学 2 後 1   ○   15 
歯科矯正学 3 前 1   ○   15 
歯科材料学 2 前 1   ○   15 
歯科保存学 2 前 2   ○   15 
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

時間数 履修方法等 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

専
門
科
目 

歯
科
衛
生
基
礎 

歯周治療学 2 前 1   ○   15 

 
歯科補綴学 2 前 2   ○   30 
顎口腔外科学 2 前 2   ○   30 
顎口腔機能論 2 前 1   ○   15 
歯科衛生基礎演習 2 前 1    ○  30 

生
涯
歯
科
衛
生 

歯科衛生学概論 1 前 2   ○   30 

必修 
１９単位 

生
涯
歯
科
衛
生
及
び
歯
科
衛
生
健
康
推
進
か
ら
選
択
２
単
位 

歯科医療安全管理論 2 前 1   ○   15 
チーム歯科医療論 2 前 1   ○   15 
歯科疾患予防学 2 後 1   ○   15 
発達歯科衛生学Ⅰ(小児) 2 後 2   ○   30 
発達歯科衛生学Ⅱ(成人･高齢者) 2 後 3   ○   45 
歯科衛生体験演習Ⅰ 1 後 1    ○  30 
歯科衛生体験演習Ⅱ 2 後 1    ○  30 
歯科診療補助演習 3 前 2    ○  60 
歯科予防処置演習 3 前 2    ○  60 
顎口腔機能リハビリテーション論 2 後 1   ○   15 
顎口腔機能リハビリテーション演習 3 前 1    ○  30 
在宅歯科衛生管理論Ⅰ 3 前 1   ○   15 
在宅歯科衛生管理論Ⅱ 4 前  1  ○   15 

歯
科
衛
生
健
康
推
進 

歯科衛生アセスメント論 3 前 1   ○   15 

必修 
１１単位 

保健行動科学論 1 後 1   ○   15 
歯科保健指導･健康教育論 2 前 1   ○   15 
歯科保健指導演習Ⅰ 2 後 2    ○  60 
歯科保健指導演習Ⅱ 3 前 1    ○  30 
歯科衛生統計演習 3 前 1    ○  30 
地域歯科衛生学 2 前 1   ○   15 
地域歯科衛生演習 3 前 1    ○  30 
衛生行政 2 後 1   ○   15 
国際歯科衛生学 3 前  1  ○   15 

歯科医療管理論 4 前  1  ○   15 

社会保障・社会保険論 3 前 1   ○   15 

臨
床
・
臨
地
実
習 

歯科診療室基礎実習 3 前 2     ○ 90 

必修２２ 
単位 

歯科診療所実習 3 後 4     ○ 180 
病院実習 4 後 3     ○ 135 

継続・個別支援実習Ⅰ 3 後 2     ○ 90 

継続・個別支援実習Ⅱ 4 前 2     ○ 90 

発達歯科衛生実習Ⅰ  (小児) 4 前 2     ○ 90 

発達歯科衛生実習Ⅱ  (成人・高齢者) 4 前 2     ○ 90 

地域歯科衛生実習 4 前 1     ○ 45 
歯科診療室総合実習Ⅰ 3 後 2     ○ 90 

歯科診療室総合実習Ⅱ 4 前 2     ○ 90 

研究 卒業研究 3 後～4 通 2    ○  60 必修２単位  
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先修条件 
【特色科目】 
１ 「千葉県の健康づくり」を履修するには「体験ゼミナール」の単位を修得済みであること。 
２ 「社会実習（ボランティア活動）」を履修するには「体験ゼミナール」の単位を修得済みであるこ

と。 
【一般教養科目】 
１ 「実践統計学」を履修するには「統計学」の単位を修得済みであること。 
２ 「英語Ⅶ（上級英語）A」、「英語Ⅶ（上級英語）B」を履修するには「英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、また

はⅥ」の選択２科目の単位（２単位）を修得済みであること。 
【専門科目】 
１ 歯科衛生基礎演習を履修するには、口腔微生物学、口腔衛生学の単位を修得済みであること。 
２ 歯科保健指導演習Ⅰを履修するには、保健行動科学論、歯科保健指導・健康教育論の単位を修得済

みであること。 
３ 歯科保健指導演習Ⅱを履修するには、歯科衛生アセスメント論の単位を修得見込みであること。 
４ 歯科診療室基礎実習を履修するには、歯科診療補助演習の単位を修得見込みであること。 
５ 歯科診療室基礎実習及び病院実習を除く臨床・臨地実習を履修するには、保健医療基礎科目及び専

門科目のうち、３年次前期までに配当されているすべての必修科目の単位を修得済みであること。 
６ 病院実習を履修するには、３年次後期までに配当されているすべての必修科目の単位を修得済みで、

４年次前期に配当されているすべての必修科目の単位を修得見込みであること。 
７ 卒業研究を履修するには、原則として３年次前期までに配当されているすべての必修科目の単位を

修得済みであること。 
 
進級要件 
以下の要件を満たした者でなければ、３年次に進級できない。 
１ １・２年次に配当された特色科目および保健医療基礎科目の必修科目の単位を修得済みの者。 
２ １・２年次に配当された専門科目のうち、専門基礎科目、歯科衛生基礎科目の単位を修得済みの者。 
 
卒業要件 

科目区分 必修科目 選択科目 合 計 

特色科目 ３単位 ０単位 ３単位 

一般教養科目 １１単位 １３単位 ２４単位 

保健医療基礎科目 １３単位 ３単位 １６単位 

専門科目 ８１単位 ２単位 ８３単位 

合 計 １０８単位 １８単位 １２６単位 
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

時間数 履修方法等 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

特
色
科
目 

体験ゼミナール 1 前 1     ○ 45 

必修３単位 千葉県の健康づくり 2 後 1    ○  30 
専門職間の連携活動論 4 後 1    ○  30 
社会実習（ボランティア活動） 2・3・4   1   ○ 45 

一
般
教
養
科
目 

人
間
理
解
群 

心理学 1・2・3・4 前  2  ○   30 

必修 
４単

位 

一般教養科

目から選択

１２単位 
 
 

哲学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
文学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
歴史と文化 1・2・3・4 前  2  ○   30 
生命倫理 1・2・3・4 後  2  ○   30 
宗教学 1・2・3・4 後  2  ○   30 
教育学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
人間関係論 1・2・3・4 前 2   ○   30 
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ理論と実際 1・2・3・4 前 2   ○   30 
健康スポーツ科学 1・2・3・4 前後  1   ○  30 
生涯身体運動科学 1・2・3・4 前後  1   ○  30 

生
活
と
環
境
群 

生活とデザイン 1・2・3・4 後  2  ○   30 

必修 
２単

位 

法学（日本国憲法） 1・2・3・4 前  2  ○   30 
社会学 1・2・3・4 後  2  ○   30 
文化人類学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
経済学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
国際関係論 1・2・3・4 後  2  ○   30 
社会福祉学 1・2・3・4 前  1  ○   15 
国際的な健康課題 1・2・3・4 後  1  ○   15 
人権・ジェンダー 1・2・3・4 後  2  ○   30 

科学論 1・2・3・4 前  2  ○   30 

環境変化と生態 1・2・3・4 後  2  ○   30 

観察生物学入門 1・2・3・4 前後  2  ○   30 

生物学 1・2・3・4 前後  2  ○   30 

物理学 1・2・3・4 前 2   ○   30 
化学 1・2・3・4 前  2  ○   30 

情
報
理
解
群 

統計学 1・2・3・4 後  1   ○  30 

必修 
２単

位 

情報リテラシーⅠ 1・2・3・4 前 1    ○  30 

情報リテラシーⅡ 1・2・3・4 後  1   ○  30 

情報倫理 1・2・3・4 後 1   ○   15 

実践統計学 1・2・3・4 後  1  ○   15 

外
国
語
群 

英語Ⅰ(講読) 
1・2・3・4

前 
 1   ○  30 

必修 
２単

位 
＋ 

選択 
２単

位 

英語Ⅱ(英会話) 1・2・3・4 前  1   ○  30 
英語Ⅲ(講読・記述) 1・2・3・4 後  1   ○  30 
英語Ⅳ(英語コミュニケーション) 1・2・3・4 後  1   ○  30 
英語Ⅴ(保健医療英語) 1・2・3・4 前 2   ○   30 
英語Ⅵ(応用英語) 1・2・3・4 後  1   ○  30 
英語Ⅶ(上級英語)A 2・3・4 後  1  ○   15 

英語Ⅶ(上級英語)B 2・3・4 後  1  ○   15 
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

時間数 履修方法等 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

保
健
医
療
基
礎
科
目 

人
間
の
こ
こ
ろ
と
身
体 

運動生理学総論 2 前  1  ○   15 

必修１０単位 
＋ 

選択２単位 

生化学総論 1 前  1  ○   15 
栄養学Ⅰ（基礎） 1 後 1   ○   15 
栄養学Ⅱ（応用） 1 後  1  ○   15 
心の健康 1 後  1  ○   15 
薬理学Ⅰ（総論） 1 後  1  ○   15 
薬理学Ⅱ（各論） 1 後  1  ○   15 
病理学Ⅰ（総論） 1 前 1   ○   15 
病理学Ⅱ（各論） 1 前  1  ○   15 
微生物学Ⅰ（総論） 1 前 1   ○   15 
微生物学Ⅱ（各論） 1 前  1  ○   15 
発達心理学 1 前  1  ○   15 
臨床心理学 1 後 1    ○  30 

健
康
と
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム 

健康論 1 前  1  ○   15 
公衆衛生学Ⅰ（基礎） 2 前 1   ○   15 
公衆衛生学Ⅱ（応用） 2 後  1  ○   15 
疫学・保健統計Ⅰ（基礎） 3 前  1  ○   15 
疫学・保健統計Ⅱ（応用） 3 前  1  ○   15 
リハビリテーション概論 1 後 1   ○   15 
救命・救急の理論と実際 2 前 1   ○   15 
画像診断学 2 後 1   ○   15 
保健医療福祉論Ⅰ（基礎） 2 後 1   ○   15 
保健医療福祉論Ⅱ（応用） 2 後  1  ○   15 
食育論Ⅰ（基礎） 3 前  1  ○   15 
食育論Ⅱ（応用） 3 前  1  ○   15 
健康と運動 1 後  1  ○   15 
家族社会学 1 前  1  ○   15 
医療経営管理論 4 後  1  ○   15 
リスクマネジメント論 2 後 1   ○   15 

専
門
科
目 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
基
礎
科
目 

人体の構造Ⅰ（筋・骨・神経系の構造） 1 前 1    ○  30 

必修２５単位 
＋ 

選択１単位 

人体の構造Ⅱ（脈管・内臓・感覚器の構造） 1 後 1    ○  30 
人体の構造実習 1 後 1     ○ 45 
人体の機能Ⅰ（動物性機能） 1 前 1    ○  30 
人体の機能Ⅱ（植物性機能） 1 後 1    ○  30 
人体の機能実習 2 前 1     ○ 45 
運動学Ⅰ（運動の基礎科学） 1 後 1    ○  30 
運動学Ⅱ（応用的運動科学） 2 前 1    ○  30 
運動学実習 2 後 1     ○ 45 
臨床運動学 2 後 1    ○  30 
機能解剖学 1 後 1    ○  30 
人間工学 2 後  1   ○  30 
人間発達学 2 前 1    ○  30 
医学総論 1 後 1   ○   15 
内科学総論 2 前 1    ○  30 
内科学各論 2 後 1    ○  30 
神経内科学総論 2 前 1    ○  30 
神経内科学各論 2 後 1    ○  30 
整形外科学総論 2 前 1    ○  30 
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

時間数 履修方法等 

  

必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

  

整形外科学各論 2 後 1    ○  30 

 

精神神経科学総論 2 前 1    ○  30 
精神神経科学各論 2 後  1   ○  30 
臨床薬理学 2 後 1   ○   15 
老年科学 3 前 1    ○  30 
小児科学 3 前 1    ○  30 
臨床医学概論 3 前 1    ○  30 
リハビリテーション医学 3 前 1    ○  30 

専
門
科
目 

理
学
療
法
専
門
基
礎
科
目 

理学療法概論 1 前 1    ○  30 

必修２０単位 

理学療法管理学 4 後 2   ○   30 
運動療法学 2 前 2   ○   30 
理学療法評価学Ⅰ 2 前 2   ○   30 
理学療法評価学演習 2 前 1    ○  30 
理学療法評価学Ⅱ(神経系) 2 後 1   ○   15 
理学療法評価学Ⅲ(統合・解釈) 2 後 1    ○  30 
理学療法評価学Ⅳ(画像評価) 3 後 1   ○   15 
日常生活活動学 2 前 2   ○   30 
日常生活活動学演習 2 後 1    ○  30 
物理療法学 2 後 1   ○   15 
物理療法学演習 2 後 1    ○  30 
義肢装具学 3 前 2   ○   30 
義肢装具学演習 3 前 1    ○  30 
理学療法研究方法論 3 前 1    ○  30 

理
学
療
法
専
門
科
目 

運動器障害理学療法学 3 前 2   ○   30 

必修２２単位 
＋ 

選択１単位 

運動器障害理学療法学演習 3 後 1    ○  30 
神経系障害理学療法学 3 前 2   ○   30 
神経系障害理学療法学演習 3 後 1    ○  30 
内部障害理学療法学 3 前 2   ○   30 
内部障害理学療法学演習 3 後 1    ○  30 
老年期障害理学療法学 3 前 2   ○   30 
老年期障害理学療法学演習 3 後 1    ○  30 

発達障害理学療法学 3 前 2   ○   30 

発達障害理学療法学演習 3 後 1    ○  30 
発達障害理学療法学特論 3 後  1  ○   15 
地域理学療法学 3 前 2   ○   30 
地域理学療法学演習 3 後 1    ○  30 

理学療法技術論 4 後 1    ○  30 

生体機能計測学 3 前  1   ○  30 

理学療法応用評価学 3 後 1    ○  30 

理学療法学特論Ⅰ(運動器・老年期) 3 後  1   ○  30 

理学療法学特論Ⅱ(神経系・内部・地域) 3 後  1   ○  30 

発展領域論(がん・予防・臨床研究解析法) 4 後 2   ○   30 
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臨
床
実
習 

臨床体験実習 1 後 1     ○ 45 

必修２０単位 
評価実習 3 後 4     ○ 180 
総合実習Ⅰ 4 前 7     ○ 315 
総合実習Ⅱ 4 前 7     ○ 315 
地域理学療法学実習 4 後 1     ○ 45 

研
究 卒業研究 4 通 2    ○  60 必修２単位 

先修条件 
【特色科目】 
１ 「千葉県の健康づくり」を履修するには「体験ゼミナール」の単位を修得済みであること。 
２ 「社会実習（ボランティア活動）」を履修するには「体験ゼミナール」の単位を修得済みであること。 
【一般教養科目】 
１ 「実践統計学」を履修するには「統計学」の単位を修得済みであること。 
２ 「英語Ⅶ(上級英語)A」「英語Ⅶ(上級英語)Ｂ」を履修するには「英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、またはⅥ」の

選択２単位を修得済みであること。 
【専門科目】 
１ 2 年次配当の「リハビリテーション専門基礎科目」「理学療法専門基礎科目」を履修するには、1 年

次配当の「リハビリテーション専門基礎科目」および「理学療法概論」の単位を修得済みであるこ

と。 
２ 「評価実習」を履修するには、3 学年前期までに開講するすべての必修科目の単位を修得済みである

こと。  
３ 「総合実習Ⅰ」、「総合実習Ⅱ」、「地域理学療法学実習」および「卒業研究」を履修するには、3 学年

後期までに開講するすべての必修科目の単位を修得済みであること。 
 
進級要件 
以下の要件を満たした者でなければ、３年次に進級できない。 
１ １・２年次に配当された特色科目および保健医療基礎科目の必修科目の単位を修得済みの者。 
２ １・２年次に配当された専門科目の必修科目の単位を修得済みの者。 
 
卒業要件 

科目区分 必修科目 選択科目 合 計 

特色科目 ３単位 ０単位 ３単位 

一般教養科目 １０単位 １４単位 ２４単位 

保健医療基礎科目 １０単位 ２単位 １２単位 

専門科目 ８９単位 ２単位 ９１単位 

合 計 １１２単位 １８単位 １３０単位 
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

時間数 履修方法等 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

特
色
科
目 

体験ゼミナール 1 前 1     ○ 45 

必修３単位 千葉県の健康づくり 2 後 1    ○  30 
専門職間の連携活動論 4 後 1    ○  30 
社会実習（ボランティア活動） 2・3・4   1   ○ 45 

一
般
教
養
科
目 

人
間
理
解
群 

心理学 1・2・3・4 前 2   ○   30 

必修 
２単位 

＋ 
選択 

２単位 
(※4) 

【
一
般
教
養
科
目
】
選
択
科
目
か
ら
選
択
１
２
単
位 

哲学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
文学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
歴史と文化 1・2・3・4 前  2  ○   30 
生命倫理 1・2・3・4 後  2  ○   30 
宗教学 1・2・3・4 後  2  ○   30 
教育学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
人間関係論 1・2・3・4 前  2  ○   30 
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ理論と実際 1・2・3・4 前  2  ○   30 
健康スポーツ科学 1・2・3・4 前後  1   ○  30 
生涯身体運動科学 1・2・3・4 前後  1   ○  30 

生
活
と
環
境
群 

生活とデザイン 1・2・3・4 後  2  ○   30 

必修 
２単位 

法学（日本国憲法） 1・2・3・4 前  2  ○   30 
社会学 1・2・3・4 後  2  ○   30 
文化人類学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
経済学 1・2・3・4 前  2  ○   30 
国際関係論 1・2・3・4 後  2  ○   30 
社会福祉学 1・2・3・4 前  1  ○   15 
国際的な健康課題 1・2・3・4 後  1  ○   15 
人権・ジェンダー 1・2・3・4 後  2  ○   30 

科学論 1・2・3・4 前  2  ○   30 

環境変化と生態 1・2・3・4 後  2  ○   30 

観察生物学入門 1・2・3・4 前後  2  ○   30 

生物学 1・2・3・4 前後  2  ○   30 

物理学 1・2・3・4 前 2   ○   30 
化学 1・2・3・4 前  2  ○   30 

情
報
理
解
群 

統計学 1 後 1    ○  30 

必修 
２単位 

情報リテラシーⅠ 1 前 1    ○  30 

情報リテラシーⅡ 1・2・3・4 後  1   ○  30 

情報倫理 1・2・3・4 後  1  ○   15 

実践統計学 2・3・4 後  1  ○   15 

外
国
語
群 

英語Ⅰ(講読) 1・2・3・4 前  1   ○  30 

必修 
２単位 

＋ 
選択 

２単位 

英語Ⅱ(英会話) 1・2・3・4 前  1   ○  30 
英語Ⅲ(講読・記述) 1・2・3・4 後  1   ○  30 
英語Ⅳ(英語コミュニケーション) 1・2・3・4 後  1   ○  30 
英語Ⅴ(保健医療英語) 2 前 2   ○   30 
英語Ⅵ(応用英語) 1・2・3・4 後  1   ○  30 
英語Ⅶ(上級英語)A 2・3・4 後  1  ○   15 

英語Ⅶ(上級英語)B 2・3・4 後  1  ○   15 
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

時間数 履修方法等 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

保
健
医
療
基
礎
科
目 

人
間
の
こ
こ
ろ
と
身
体 

運動生理学総論 2 前  1  ○   15 

必修９単位 
＋ 

選択１単位 

生化学総論 1 前  1  ○   15 
栄養学Ⅰ（基礎） 1 後 1   ○   15 
栄養学Ⅱ（応用） 1 後  1  ○   15 
心の健康 1 後  1  ○   15 
薬理学Ⅰ（総論） 1 後  1  ○   15 
薬理学Ⅱ（各論） 1 後  1  ○   15 
病理学Ⅰ（総論） 1 前 1   ○   15 
病理学Ⅱ（各論） 1 前  1  ○   15 
微生物学Ⅰ（総論） 1 前  1  ○   15 
微生物学Ⅱ（各論） 1 前  1  ○   15 
発達心理学 1 前  1  ○   15 
臨床心理学 1 後 1    ○  30 

健
康
と
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム 

健康論 1 前 1   ○   15 
公衆衛生学Ⅰ（基礎） 2 前  1  ○   15 
公衆衛生学Ⅱ（応用） 2 後  1  ○   15 
疫学・保健統計Ⅰ（基礎） 3 前  1  ○   15 
疫学・保健統計Ⅱ（応用） 3 前  1  ○   15 
リハビリテーション概論 1 後 1   ○   15 
救命・救急の理論と実際 2 前 1   ○   15 
画像診断学 2 後 1   ○   15 
保健医療福祉論Ⅰ（基礎） 2 後 1   ○   15 
保健医療福祉論Ⅱ（応用） 2 後 1   ○   15 
食育論Ⅰ（基礎） 3 前  1  ○   15 
食育論Ⅱ（応用） 3 前  1  ○   15 
健康と運動 1 後  1  ○   15 
家族社会学 1 前  1  ○   15 
医療経営管理論 4 後  1  ○   15 
リスクマネジメント論 2 後  1  ○   15 

専
門
科
目 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
基
礎
科
目 

人体の構造Ⅰ（筋・骨・神経系の構造） 1 前 1    ○  30 

必修２６単位 
＋ 

選択１単位 

人体の構造Ⅱ（脈管・内臓・感覚器の構造） 1 後 1    ○  30 
人体の構造実習 1 後 1     ○ 45 
人体の機能Ⅰ（動物性機能） 1 前 1    ○  30 
人体の機能Ⅱ（植物性機能） 1 後 1    ○  30 
人体の機能実習 2 前 1     ○ 45 
体表解剖学 1 後 1   ○   15 
作業運動学Ⅰ（作業運動の基礎） 1 後 1    ○  30 
作業運動学Ⅱ（作業運動の応用） 2 前 1    ○  30 
作業運動学演習 2 前 1    ○  30 
作業運動学実習 2 後 1     ○ 45 
作業分析学 2 前  1  ○   15 
人間工学 2 後  1   ○  30 
人間発達学 2 前 1    ○  30 
医学総論 1 後 1   ○   15 
内科学総論 2 前 1    ○  30 
内科学各論 2 後 1    ○  30 
神経内科学総論 2 前 1    ○  30 
神経内科学各論 2 後 1    ○  30 
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

時間数 履修方法等 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

  

整形外科学総論 2 前 1    ○  30 

 

整形外科学各論 2 後 1    ○  30 
精神神経科学総論 2 前 1    ○  30 
精神神経科学各論 2 後 1    ○  30 
臨床薬理学 2 後 1   ○   15 
老年科学 3 前 1    ○  30 
小児科学 3 前 1    ○  30 
臨床医学概論 3 前 1    ○  30 
リハビリテーション医学 3 前 1    ○  30 

専
門
科
目 

基
礎
作
業
療
法
学 

作業療法概論 1 前 1    ○  30 

必修６単位 
＋ 

選択２単位 

作業療法管理学 3 後 2   ○   30 
作業療法基礎理論 2 前  1   ○  30 
作業療法研究法 3 前 1   ○   15 
基礎作業学・演習 1 前 1    ○  30 
基礎作業学実習 1 後 1     ○ 45 
作業療法ゼミナール A 2 前  1  ○   15 
作業療法ゼミナール B 2 前  1  ○   15 
作業療法ゼミナール C 2 前  1  ○   15 
作業療法ゼミナール D 2 前  1  ○   15 
作業療法ゼミナール E 2 前  1  ○   15 
作業療法ゼミナール F 2 前  1  ○   15 

実
践
作
業
療
法
学 

作業療法評価学総論 1 後 1   ○   15 

必修２９単位 

身体作業療法評価学 2 前 1   ○   15 
身体作業療法評価学実習 2 通 1     ○ 45 
身体作業療法学Ⅰ 2 後 2   ○   30 
身体作業療法学Ⅱ 2 後 2   ○   30 
身体作業療法学演習 3 前 1    ○  30 
精神作業療法評価学 2 前 1   ○   15 
精神作業療法評価学実習 2 通 1     ○ 45 
精神作業療法学 2 後 2   ○   30 
精神作業療法学演習 3 前 1    ○  30 
発達期作業療法学 2 後 1   ○   15 
発達期作業療法学演習 3 前 1    ○  30 
老年期作業療法学 2 後 1   ○   15 
老年期作業療法学演習 3 前 1    ○  30 
高次神経機能作業療法学 2 後 2   ○   30 
日常生活活動学 2 後 1   ○   15 

日常生活活動学演習 3 前 1    ○  30 

義肢装具学 3 前 2   ○   30 
福祉機器論 3 後 2   ○   30 
地域社会参加支援学 3 前 1   ○   15 
地域社会参加支援学演習 3 後 1    ○  30 
地域作業療法学 3 前 2   ○   30 
作業療法総合演習 4 通  1   ○  30 
作業療法学特論 A 4 通  1  ○   15 
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作業療法学特論 B 4 通  1  ○   15 
作業療法学特論 C 4 通  1  ○   15 
作業療法学特論 D 4 通  1  ○   15 
作業療法学特論 E 4 通  1  ○   15 
作業療法学特論 F 4 通  1  ○   15 

臨
床
実
習 

臨床体験実習 1 通 1     ○ 45 

必修２８単位 

評価実習Ⅰ 3 通 4     ○ 180 
評価実習Ⅱ 3 通 4     ○ 180 
総合実習Ⅰ 3 後 8     ○ 360 
総合実習Ⅱ 4 前 8     ○ 360 
地域作業療法学実習 4 後 3     ○ 135 

研
究 卒業研究 4 通 1    ○  30 必修１単位 

※4 人間理解群における選択科目の履修方法について 
   「人間関係論」又は「コミュニケーション理論と実際」のどちらか 1 つは必ず選択して履修する。 
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先修条件 
【特色科目】 
１ 「千葉県の健康づくり」を履修するには「体験ゼミナール」の単位を修得済みであること。 
２ 「社会実習（ボランティア活動）」を履修するには「体験ゼミナール」の単位を修得済みであるこ

と。 
【一般教養科目】 
１ 「実践統計学」を履修するには「統計学」の単位を修得済みであること。 
２ 「英語Ⅶ(上級英語)A」「英語Ⅶ(上級英語)Ｂ」を履修するには「英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、またはⅥ」の

選択２単位を修得済みであること。 
【専門科目】 
１ 「総合実習Ⅰ」および「総合実習Ⅱ」を履修するには、「評価実習Ⅰ」および「評価実習Ⅱ」の両

科目の単位を修得見込みであること。 
 
進級要件 
以下の要件を満たさなければ、３年次に進級できない。 
１ １・２年次に配当された特色科目および保健医療基礎科目の必修科目のすべての単位を修得済みで

あること。 
２ １・２年次に配当された専門科目の必修科目のすべての単位を修得済みであること。 
 
卒業要件 

科目区分 必修科目 選択科目 合 計 

特色科目 ３単位 ０単位 ３単位 

一般教養科目 ８単位 １６単位 ２４単位 

保健医療基礎科目 ９単位 １単位 １０単位 

専門科目 ９０単位 ３単位 ９３単位 

合 計 １１０単位 ２０単位 １３０単位 
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

時間数 履修方法等 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

特
色
科
目 

千葉県の健康づくり 2 後 1    ○  30 

必修３単位 体験ゼミナール 1 前 1     ○ 45 

専門職間の連携活動論 4 後 1    ○  30 

一
般
教
養
科
目 

人
間
理
解
群 

心理学 1･2･3･4 前 2   ○   30 

必修 
２単位 

＋ 
選択 

２単位 
(※4) 

【
一
般
教
養
科
目
】
選
択
科
目
か
ら
選
択

哲学 1･2･3･4 前  2  ○   30 
文学 1･2･3･4 前  2  ○   30 
歴史と文化 1･2･3･4 前  2  ○   30 
生命倫理 1･2･3･4 後  2  ○   30 
宗教学 1･2･3･4 後  2  ○   30 
教育学 1･2･3･4 前  2  ○   30 
人間関係論 1･2･3･4 前  2  ○   30 
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ理論と実際 1･2･3･4 前  2  ○   30 
健康スポーツ科学 1･2･3･4 前後  1   ○  30 
生涯身体運動科学 1･2･3･4 前後  1   ○  30 

生
活
と
環
境
群 

生活とデザイン 1･2･3･4 後  2  ○   30 

必修 
２単位 

法学（日本国憲法） 1･2･3･4 前  2  ○   30 
社会学 1･2･3･4 後  2  ○   30 
文化人類学 1･2･3･4 前  2  ○   30 
経済学 1･2･3･4 前  2  ○   30 
国際関係論 1･2･3･4 後  2  ○   30 
社会福祉学 1･2･3･4 前  1  ○   15 
国際的な健康課題 1･2･3･4 後  1  ○   15 
人権・ジェンダー 1･2･3･4 後  2  ○   30 
科学論 1･2･3･4 前  2  ○   30 
環境変化と生態 1･2･3･4 後  2  ○   30 １２ 

観察生物学入門 1･2･3･4 前後  2  ○   30 単
位 

生物学 1･2･3･4 前後  2  ○   30 

物理学 1･2･3･4 前 2   ○   30 
化学 1･2･3･4 前  2  ○   30 

情
報
理
解
群 

統計学 1･2･3･4 後 1    ○  30 

必修 
２単位 

情報リテラシーⅠ 1 前 1    ○  30 

情報リテラシーⅡ 1･2･3･4 後  1   ○  30 

情報倫理 1･2･3･4 後  1  ○   15 

外
国
語
群 

英語Ⅰ(基礎講読) 1･2･3･4 前  1   ○  30 
必修 

２単位 
＋ 

選択 
２単位 

英語Ⅱ (基礎英会話) 1･2･3･4 前  1   ○  30 
英語Ⅲ (講読・記述) 1･2･3･4 後  1   ○  30 
英語Ⅳ(英会話) 1･2･3･4 後  1   ○  30 
英語Ⅴ(保健医療英語) 2 前 2   ○   30 

英語Ⅵ(応用英語) 1･2･3･4 後  1   ○  30 
※4 人間理解群における選択科目の履修方法について 
   「人間関係論」又は「コミュニケーション理論と実際」のどちらかを選択して履修する。 
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

時間数 履修方法等 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

保
健
医
療
基
礎
科
目 

人
間
の
こ
こ
ろ
と
身
体 

運動生理学総論 2 前  1  ○   15 

必修６単位 
＋ 

選択１単位 

生化学総論 1 前  1  ○   15 
栄養学Ⅰ（基礎） 1 後  1  ○   15 
栄養学Ⅱ（応用） 1 後  1  ○   15 
心の健康 1 後  1  ○   15 
薬理学Ⅰ（総論） 1 後  1  ○   15 
薬理学Ⅱ（各論） 1 後  1  ○   15 
病理学Ⅰ（総論） 1 前 1   ○   15 
病理学Ⅱ（各論） 1 前  1  ○   15 
微生物学Ⅰ（総論） 1 前  1  ○   15 
微生物学Ⅱ（各論） 1 前  1  ○   15 
発達心理学 1 前  1  ○   15 
臨床心理学 1 後 1    ○  30 

健
康
と
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム 

健康論 1 前 1   ○   15 
公衆衛生学Ⅰ（基礎） 2 前  1  ○   15 
公衆衛生学Ⅱ（応用） 2 後  1  ○   15 
疫学・保健統計Ⅰ（基礎） 3 前  1  ○   15 
疫学・保健統計Ⅱ（応用） 3 前  1  ○   15 
リハビリテーション概論 1 後 1   ○   15 
救命・救急の理論と実際 2 前  1  ○   15 
保健医療福祉論Ⅰ（基礎） 2 後 1   ○   15 
保健医療福祉論Ⅱ（応用） 2 後 1   ○   15 
食育論Ⅰ（基礎） 3 前  1  ○   15 
食育論Ⅱ（応用） 3 前  1  ○   15 
健康と運動 1 後  1  ○   15 

家族社会学 １前  1  ○   15 

医療経営管理論 4 後  1  ○   15 
リスクマネジメント論 2 後  1  ○   15 

専
門
科
目 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
基
礎
科
目 

人体の構造Ⅰ（筋・骨・神経系の構造） 1 前 1    ○  30 

必修２４単位 
＋ 

選択１単位 

人体の構造Ⅱ（脈管・内臓・感覚器の構造） 1 後 1    ○  30 
人体の構造実習 1 後 1     ○ 45 
機能解剖学 1 後  1   ○  30 
人体の機能Ⅰ（動物性機能） 1 前 1    ○  30 
人体の機能Ⅱ（植物性機能） 1 後 1    ○  30 
人体の機能実習 2 前 1     ○ 45 
作業運動学Ⅰ（作業運動の基礎） 1 後 1    ○  30 
作業運動学Ⅱ（作業運動の応用） 2 前 1    ○  30 
作業運動学実習 2 後 1     ○ 45 
作業運動分析学 2 前 1   ○   15 
臨床運動学 2 前  1   ○  30 
人間工学 2 後  1   ○  30 
人間発達学 2 前 1    ○  30 
医学総論 1 後 1   ○   15 
内科学総論 2 前 1    ○  30 
内科学各論 2 後 1    ○  30 
神経内科学総論 2 前 1    ○  30 
神経内科学各論 2 後 1    ○  30 
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科目区分 授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 

時間数 履修方法等 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

専
門
科
目 

専
門
基
礎
科
目 

整形外科学総論 2 前 1    ○  30 

 

整形外科学各論 2 後 1    ○  30 
精神神経科学総論 2 前 1    ○  30 
精神神経科学各論 2 後 1    ○  30 
老年科学 3 前 1    ○  30 
小児科学 3 前 1    ○  30 
臨床医学概論 3 前 1    ○  30 
リハビリテーション医学 3 前 1    ○  30 

基
礎
作
業
療
法
学 

作業療法概論 1 前 2   ○   30 

必修７単位 
＋ 

選択１単位 

作業療法管理学 3 後  1  ○   15 
作業療法基礎理論 2 前  1   ○  30 
作業療法研究法 3 後 1   ○   15 
基礎作業学・演習 1 前 1    ○  30 
基礎作業学実習 1 後 1     ○ 45 
作業療法評価学概論 1 後 1   ○   15 
地域作業療法学概論 3 前 1   ○   15 

実
践
作
業
療
法
学 

作業療法評価学Ⅰ（神経・心肺機能系） 2 前 2   ○   30 

必修３２単位 

作業療法治療学Ⅰ（神経・心肺機能系） 2 後 2   ○   30 
作業療法学Ⅰ演習（神経・心肺機能系） 3 前 1    ○  30 
作業療法評価学Ⅱ（廃用・運動機能系） 2 前 2   ○   30 
作業療法治療学Ⅱ（廃用・運動機能系） 2 後 2   ○   30 
作業療法学Ⅱ演習（廃用・運動機能系） 3 前 1    ○  30 
作業療法評価学Ⅲ（精神・心理機能系） 2 前 2   ○   30 
作業療法治療学Ⅲ（精神・心理機能系） 2 後 2   ○   30 
作業療法学Ⅲ演習（精神・心理機能系） 3 前 1    ○  30 
作業療法評価学Ⅳ（認知・知能機能系） 2 前 2   ○   30 
作業療法治療学Ⅳ（認知・知能機能系） 2 後 2   ○   30 

作業療法学Ⅳ演習（認知・知能機能系） 3 前 1    ○  30 

日常生活活動技術学 3 前 2   ○   30 
日常生活活動技術学演習 3 後 1    ○  30 
日常生活活動援助学 3 前 2   ○   30 
日常生活活動援助学演習 3 後 1    ○  30 
社会的適応支援評価学 2 後 2   ○   30 
社会的適応支援学 3 前 2   ○   30 
社会的適応支援学演習 3 後 1    ○  30 
作業療法セミナー 3 前～4 前 1    ○  30 

臨
床
実
習 

臨床体験実習 1 通 1     ○ 45 

必修２７単位 

評価実習Ⅰ 3 通 3     ○ 135 
評価実習Ⅱ 3 通 3     ○ 135 
総合実習Ⅰ 4 通 8     ○ 360 
総合実習Ⅱ 4 通 8     ○ 360 
地域作業療法学実習 4 通 3     ○ 135 

研
究 卒業研究 4 通 1    ○  30 
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卒業要件 

科目区分 必修科目 選択科目 合 計 

特色科目 ３単位 ０単位 ３単位 

一般教養科目 ８単位 １６単位 ２４単位 

保健医療基礎科目 ６単位 １単位 ７単位 

専門科目 ９０単位 ２単位 ９２単位 

合 計 １０７単位 １９単位 １２６単位 

 
 
先修条件 
 
【特色科目（平成２８年度入学生より適用する）】 
１）「千葉県の健康づくり」を履修するには「体験ゼミナール」の単位を修得済みであること。 
２）「専門職間の連携活動論」を履修するには「体験ゼミナール」、「千葉県の健康づくり」の両単位を

修得済みであること。 
 
【専門科目】 
１）「総合実習Ⅰ」および「総合実習Ⅱ」を履修するには、すでに「評価実習Ⅰ」および「評価実習Ⅱ」

の両科目の単位を修得していること。 
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（様式第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 「氏名」欄は学生本人が，「担当教員氏名」欄は担当教員本人が，それぞれ自署するか

又は記名の上押印すること。 

２ 「担当教員所見」欄は，担当教員本人が施設設備上の支障がなく，かつ，教育研究上   

有益と判断の上承諾した旨等を記入すること。 
 

 

 

 

 

他他学学科科等等授授業業科科目目履履修修申申請請書書  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

 

 

 

 

 

下記のとおり他学科等の授業科目を履修したいので申請します。 

 

記 

 

  １ 授業科目名 

                                  

 

  ２ 担当教員所見 

                                  

                                  

                                  

 
  ３ 担当教員氏名 

               印  
 

学 科 ・ 専 攻 名                  

学 籍 番 号                   

氏 名               印  
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（様式第２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 「「氏名」欄は学生本人が自署するか又は記名の上押印すること。 

   ２ 「（した・したい）」は，該当項目を○で囲むこと。 

３ 「欠席理由」欄は，やむを得ず欠席した又は欠席したい理由について，具体的に記入  

すること。 

   ４ 成績評価における本届出の取扱いは，すべて担当教員の判断によるものであること。 

 

 

 

 

欠欠      席席      届届  

 

                             年  月  日 

 

 様 

 

 

 

 

 

 

下記のとおり授業を欠席（ した ・ したい ）ので届け出ます。 

 

記 

 

  １ 授業科目名 

                                  

 

  ２ 年月日・時限 

               年  月  日（ ）第  時限 

 

３ 欠 席 理 由 

                                  

                                  

                                
                                
                                

 

学 科 ・ 専 攻 名                  

学 籍 番 号                   

氏 名               印  
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（様式第３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 「氏名」欄は学生本人が自署するか又は記名の上押印すること。 

   ２ 「試験を受けられなかった理由」欄は，やむを得ず試験を受けられなかった理由に   

ついて，具体的に記入すること。 

３ 病気又はけがを理由とする場合は医師の診断書を，その他の理由の場合はその理由を 

証する書類を添付すること。 

 

 

追追    試試    験験    願願  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

 

 

 

 

 

下記のとおり追試験を受けたいので願い出ます。 

 

記 

 

  １ 授業科目名 

 

                      (担当教員名：       ) 

 

 

  ２ 試験を受けられなかった理由 

 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

学 科 ・ 専 攻 名                  

学 籍 番 号                   

氏 名               印  
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千葉県立保健医療大学における成績評価の異議申立てに関する規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、千葉県立保健医療大学履修規程第６条第１項の規定により判定され

た成績評価に対する異議申立てに関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（異議申立て事由） 

第２条 次のいずれかに該当する場合、学生は成績評価について、疑義があるものとして

異議申立てを行うことができる。 

 (1) 成績の誤記入等、明らかに授業担当教員の誤りであると思われるもの。 

 (2) シラバス等により学生に周知している授業の到達目標及び学生に対する評価の方

法・基準に照らして明らかに疑義があると思われるもの。 

 

（異議申立ての手続き） 

第３条 前条の異議申立てを行う学生は、成績開示日から1週間以内に、様式第１号「成

績評価に関する異議申立書」（以下「異議申立書」という。）を学長に提出しなければな

らない。ただし、次の各号のいずれかに該当する学生は、成績開示日から３日以内に、

異議申立書を学長に提出しなければならない。 

 (1) 進級判定を行う学年・学期における進級判定対象者 

(2) 卒業判定を行う学年・学期における卒業判定対象者 

(3) 先修条件により、来学期履修不可となる科目が発生する者 

 

（異議申立てに対する回答） 

第４条 学長は、異議申立書を受理した日から起算して1週間以内に、様式第２号「成績

評価に関する異議申立てに対する回答書」（以下「回答書」という。）により、学生に回

答しなければならない。ただし、前条各号に掲げる者に対する回答は、速やかに行うも

のとする。 

 

（回答書の作成） 

第５条 学長は、第３条により学生から異議申立てがあったときは、科目責任者に、回答
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書の作成及び学生への説明を指示するものとする。ただし、科目責任者が非常勤講師の

ときは、各学科・専攻長又は学長が指名した者に学生への説明を指示するものとする。 

２ 科目責任者は、回答書作成後、速やかに学長へ提出しなければならない。 

３ 第１項により学生に説明をするときは、回答書をもって丁寧な説明を行わなければな

らない。 

 

（調査の申立て） 

第６条 学生は、回答書に対して疑義がある場合、第８条に規定する調査委員会による調

査を申し立てることができる。この場合は、様式第３号「成績評価に関する調査申立書」

（以下「調査申立書」という。）により、回答書受領日から１０日以内に学長に提出しな

ければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する学生は、回答書受領日から３

日以内に、調査申立書を学長に提出しなければならない。 

 (1) 進級判定を行う学年・学期における進級判定対象者 

(2) 卒業判定を行う学年・学期における卒業判定対象者 

(3) 先修条件により、来学期履修不可となる科目が発生する者 

 

（調査申立てに対する回答） 

第７条 学長は、学生から前条の調査申立てがあったときは、様式第４号「成績評価に関

する調査結果回答書」（以下「調査結果回答書」という。）により学生に速やかに回答し

なければならない。 

 

（調査委員会の設置） 

第８条 学長は、第６条の規定により学生から調査の申立てがあったときは、調査委員会

を設置し、必要な調査をしたうえで、調査結果回答書を作成するよう指示するものとす

る。 

２ 科目責任者は、調査委員会の調査に協力しなければならない。 

 

（その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、成績評価の異議申立てに関する手続き及び調査委

員会の設置等に関する事項は別に定める。 
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付 則 

この規程は、令和５年４月1日より適用する。 

付 則 

この規程は、令和６年４月1日より適用する。 
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（様式第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ レポート課題が課されなかった科目について「レポート課題提出回数」欄の記載は不要。 

   ２ 「申立ての理由」欄は，成績評価の疑義について、具体的に記入すること。 

３ 成績評価の疑義が「申立ての理由」欄に収まらない場合、裏面に記載すること。 

 

成成績績評評価価にに関関すするる異異議議申申立立書書  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

 

 

 

 

令和  年度に履修しました科目の成績評価につきまして、疑義がありますので、

下記のとおり異議を申し立てます。 

 

記 

 

  １ 授業科目名                            

   

  ２ 担当教員名                            

 

３ 開講時期・曜日・時限                       

 

  ４ 申立科目の授業出席回数       回  

   

  ５ レポート課題提出回数        回中     回 

   

６ 申立ての理由 

                                     

                                     

                                     

                                     

学 科 ・ 専 攻 名                  

学 籍 番 号                   

氏 名                  
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（様式第３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 「申立ての理由」欄は，成績評価および回答書への疑義について、具体的に記入すること。 

２ 疑義が「申立ての理由」欄に収まらない場合、裏面に記載すること。 

 

成成績績評評価価にに関関すするる調調査査申申立立書書  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

 

 

 

 

 

令和  年度に履修しました科目の成績評価に関する異議申立てに対する回答

書につきまして、なお疑義がありますので下記のとおり調査を申し立てます。 

 

記 

 

  １ 授業科目名                            

   

  ２ 担当教員名                            

 

３ 開講時期・曜日・時限                       

   

４ 申立ての理由 

 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

学 科 ・ 専 攻 名                  

学 籍 番 号                   

氏 名                  
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助助産産課課程程履履修修学学生生選選考考実実施施規規程程  
 
（趣旨） 
第１条 この規程は助産課程履修学生の選考に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
（助産課程履修申請のための履修要件） 
第２条 助産課程の履修申請を行うには、次の各号の要件を満たしていなければならない。 

（１）助産学概論及び助産診断・技術学Ⅰを履修し、単位を修得していること。 
（２）体験ゼミナール及び千葉県の健康づくりを履修し、単位を修得していること。 
（３）卒業に必要な一般教養科目および保健医療基礎科目の単位を修得していること、 

または修得見込みであること。 
（４）３年次前期までに開講される専門科目の必修科目を履修し、単位を修得してい 

ること。 
（５）３年次後期に開講される専門科目の必修科目を単位修得見込みであること。 

 
（定員） 
第３条 履修定員は１０名以内とする。 
 
（履修者の選考） 
第４条 履修申請者に対し、別に定める選考基準に基づき助産課程履修学生選考委員会において選考

を実施し、学長が決定するものとする。 
２ 選考実施に際しての出願方法、選考方法等、その他具体的な必要事項については別に定める。 

 
附 則 

１ この要項は、平成２３年４月１日から施行する。 
２ 第２条第３号及び第４号については、平成 21 年度及び 22 年度に入学した者には適用しない。 
  附 則 
 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
  附 則 
 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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千千葉葉県県立立保保健健医医療療大大学学既既修修得得単単位位のの認認定定にに関関すするる規規程程  

 
（趣旨） 

第１条 この規程は、千葉県立保健医療大学学則（以下「学則」という。）第４０条第４項の規定に

より、既修得単位の認定に関し必要な事項を定める。 

（既修得単位の認定科目） 

第２条 既修得単位の認定は、原則として一般教養科目に限り行うことができるものとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、看護学科編入生は、保健医療基礎科目及び専門科目の一部を包括認定

する。 
３ 看護学科編入生の既修得単位の認定に関する事項は、別に定める。 
（単位認定の申請） 

第３条 既修得単位の認定を受けようとする学生は、次の各号に掲げる書類を入学当初の指定の期日

までに、学長に提出しなければならない。 

 (1) 既修得単位認定申請書（別記様式１） 
 (2) 卒業証明書又は在籍証明書 

 (3) 成績証明書 

 (4) 認定を受けようとする修得科目について、出身大学等が作成した授業科目の内容及び単位制度

等単位の換算・認定に必要な書類 

（単位の認定） 

第４条 既修得単位の認定は、学長がこれを行う。 

２ 前項により認定された単位は、学則第４８条第１項に定める単位に算入するものとする。 

３ 学長は、第１項の認定を行った場合には、教授会に報告しなければならない。 

（修業年限） 

第５条 既修得単位の認定による修業年限の短縮は行わないものとする。 

（その他） 

第６条 この規程に定めるもののほか、認定の事務手続等に関する事項は、別に定める。 

附 則 

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 
附 則 

 この規程の改正は、平成２３年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程の改正は、平成２５年４月１日から施行する。 
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別記様式１ 

 

既 修 得 単 位 認 定 申 請 書 

 

  年  月  日  

 

 千葉県立保健医療大学長 様 

 

  年度入学                  学科 

                             学籍番号 

氏  名                                ㊞ 

 

 私は、下記のとおり既修得単位の認定を受けたいので、千葉県立保健医療大学既修得単

位の認定に関する規程第３条の規定により、必要書類を添えて申請します。 

 

記 

 単 位 認 定        

 申 請 科 目 名        
単位数  修 得 科 目 名              単位数 

修得した大学、短期 

大学又は専修学校名 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 添付書類 

 １ 修得した大学等の卒業又は在籍を証明する書類 

 ２ 修得した科目の成績を証明する書類 

 ３ 修得した科目の内容及び単位制度等が判断できる書類（出身大学等が作成した講義

概要、シラバス、学生便覧等） 
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放送大学との単位互換協定に基づく修得単位の認定に関する規程 
 
（趣旨） 
第１条 この規程は、千葉県立保健医療大学学則（以下「学則」という。）第３８条第３

項の規定により、放送大学との単位互換協定に基づく修得単位の認定に関し必要な事項

を定める。 
 

（修得単位の認定科目） 
第２条 修得単位の認定は、本学が指定する放送大学の授業科目に限り行うことができる。 

 
（単位認定の申請） 
第３条 放送大学との単位互換協定に基づく修得単位の認定を受けようとする学生は、次

の各号に掲げる書類を所定の期日までに学長に提出しなければならない。 
（１） 放送大学との単位互換協定に基づく修得単位認定申請書（別記様式１） 
（２） 放送大学発行の成績通知書 

 
（単位の認定） 
第４条 放送大学との単位互換協定に基づく修得単位の認定は、学長がこれを行う。 
２ 前項により認定された単位は、学則第４８条第１項に定める単位に算入するものと

する。 
３ 学長は、第１項の認定を行った場合は、教授会に報告しなければならない。 
 
（その他） 
第５条 この規程に定めるもののほか、放送大学との単位互換協定に基づく修得単位の

認定対象とする科目及びその履修、認定の手続き等に関する事項は別に定める。 
 

附 則 
この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 
この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
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別記様式１ 
 

放送大学との単位互換協定に基づく修得単位認定申請書 
 

令和  年  月  日 
 
千葉県立保健医療大学長  様 
 

平成  年度入学         学科(専攻) 
学籍番号                  
氏  名                  

 
 私は、下記のとおり放送大学授業科目の修得単位の認定を受けたいので、放送大学と

の単位互換協定に基づく修得単位の認定に関する規程第３条の規定により、必要書類を

添えて申請します。 
記 

 

修得科目名 単位数 

（卒業要件に含まれる科目） 
 
 
 
 
 
（卒業要件に含まれない科目） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
添付書類 
 放送大学発行の成績通知書 
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千千葉葉県県立立保保健健医医療療大大学学図図書書館館利利用用規規程程  
 

（趣旨） 

第１条 この規程は、千葉県立保健医療大学学則第６条第２項の規定により、千葉県立保 

健医療大学図書館（以下「図書館」という。）の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（利用者） 

第２条 図書館を利用することができる者は、次のとおりとする。 

（１） 本学の学生及び教職員 

（２） 図書館長が、特に必要があると認めた者 

（開館時間） 

第３条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、図書館長が必要と認めるとき  

 は開館時間を変更することが出来る。 

（１） 幕張キャンパス図書館 午前８時４５分から午後８時まで 

ただし、月、金曜日については、午前８時４５分から午後９時までとする。 

土曜日については、午前９時から午後５時までとする。 

（２） 仁戸名キャンパス図書館 午前９時１５分から午後８時まで 

ただし、月、金曜日については、午前９時１５分から午後９時まで 

土曜日については、午前９時１５分から午後５時までとする。 

（休館日） 

第４条 図書館の休館日は、次のとおりとする。 

（１） 日曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（３） 年末年始（１２月２８日から翌年１月４日まで） 

（４） 図書館長が図書館資料（以下「資料」という。）の点検整理、その他特に休館の必要があると

認める日 

（館内閲覧） 

第５条 資料は閲覧室で閲覧し，閲覧が終わったときは速やかに位置に返納しなければな 

らない。 

（館外貸出） 

第６条 資料の貸出しを受けようとするときは、貸出しを受けようとする資料を図書館長 

が指定する者（以下「係員」という。）に提出し、所定の手続きをしなければならない。 

（転貸の禁止） 

第７条 貸出しを受けた資料は転貸してはならない。 

（貸出期間） 

第８条 資料の貸出期間は、２週間以内とする。ただし、返納日が春期、夏期及び冬期休 

業日の期間中に到来することとなる場合に限り、当該休業日の翌日まで貸出を受けることができる。 

２ 貸出しを受けた者が、貸出期間の延長を申し出たときは、図書館長は、予約のない場合に限り、２

週間以内で延長することができる。ただし、再度延長することはできない。 

（貸出点数） 

第９条 貸出しを受けることができる資料の数は５点以内とする。 

（貸出禁止資料） 

第１０条 次の資料は、館外貸出しを禁止する。 

（１） 貴重資料 

（２） 「館内閲覧」又は「禁帯出」と指定のある資料 

（３） 辞書、事典、目録、索引、年鑑、年表等 
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（４） 新聞、雑誌、パンフレット類 

（５） その他、図書館長が特に指定する資料 

２ 前項の規定にかかわらず、図書館長が特に必要と認めるときは、貸出しをすることができる。 

（貸出資料の返納・督促） 

第１１条 館外貸出しを受けた資料を返納するときは、その資料を係員に返納し、所定の手続きを受け

なければならない。 

２ 館外貸出しを受けた者は、貸出期間が満了するとき、又は、次の各号のいずれかに該当したときは、

資料を直ちに返納しなければならない。 

（１） この規程に違反したとき。 

（２） 学生が卒業又は退学等により学籍を離れるとき。 

（３） 学生が休学するとき又は停学に処せられたとき。 

（４） 教職員が転出又は退職するとき。 

３ 前項に規定するもののほか、図書館長は、点検・整理等のため、貸出期間中においても、貸出資料

の返納を求めることができる。 

４ 図書館長は、所定の期日を過ぎても返却しない者に対し、貸出資料の返却を督促するものとする。 

５ 図書館長は、前項に該当し督促に応じない利用者に対し、貸出を一定期間停止することができる。 

（資料の複写） 

第１２条 利用者は、学術研究又は学習を目的とし、かつ、著作権法（昭和４５年法律第４８号）その

他の法令に違反しない範囲で資料の複写を申し込むことができる。 

  ただし、次の各号に該当する資料は複写することはできない。 

（１） 複写することによって損傷するおそれがある資料 

（２） その他図書館長が複写を不適当と認めた資料 

（資料の相互利用） 

第１３条 資料の管理上支障のない限り、他の図書館と相互利用をすることができる。 

（利用者の心得） 

第１４条 図書館を利用する者は、図書館内において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

（１） 静粛を保つこと。 

（２） 資料、器具又は設備を毀損しないこと。 

（３） 音読、雑談又は飲食をしないこと。 

（４） その他、他の閲覧者の迷惑となる行為をしないこと 

２ 前項の規定に違反した者及び係員の指示に従わない者は、図書館の利用を停止させ、又は館外へ

退出させることができる。 

（損害賠償） 

第１５条 利用者が資料を毀損又は亡失したときは、直ちに図書館長へその旨を届け出るとともにその

指示により、現品又は現品相当価格の資料をもって弁償しなければならない。 

（補足） 

第１６条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、図書館長が別に定める。 

  附  則 

（施行期日） 

  この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

  この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

  この規程は、平成２８年１０月１日から施行する。 
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千千葉葉県県立立保保健健医医療療大大学学体体育育施施設設使使用用規規程程  
 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、千葉県立保健医療大学体育施設の使用について必要な事項を定める。 

 （使用の範囲） 

第２条 体育施設は、次の各号に掲げる目的に使用する。 

(1) 授  業 

(2) 大学行事 

(3) 学生行事又は課外活動 

(4) 学長が必要と認めた場合 

２ 学生及び職員は前項の使用を妨げない限り体育施設を使用することができる。 

（休業日） 

第３条 体育施設の休業日は次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

(3) 年末年始（１２月２８日から翌年１月４日まで） 

２ 前項の規定にかかわらず、学長が認めたときは、臨時に使用することができる。 

（使用時間） 

第４条 体育施設の使用時間は、午前９時から午後７時３０分までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず学長が認めたときはこの限りでない。 

３ 前条第２項の使用時間は学長が定める。 

 （使用手続） 

第５条 第２条第１項第３号又は同条第２項により体育施設を使用する者は学生支援課にて、体育施

設使用申請簿に所要事項を記載し、学長の承認を受けなければならない。 

２ 第２条第１項第４号により体育施設を利用しようとする者は、千葉県立保健医療大学施設管理規

程（以下「管理規程」という。）第５条による許可を受けなければならない。 

（遵守事項） 

第６条 体育施設を使用する者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 施設、設備等を破損し、汚損し又は滅失しないこと。 

(2) 施設、設備等の使用を終了したときは、ただちに、これを原状に回復すること。 

(3) その他、別に定める注意事項を守り、大学の指示に従うこと。 

（損害の賠償） 

第７条 学長は、体育施設を使用する者が、故意、過失により施設、設備、運動用具等を破損し、汚

損し又は滅失した場合は、その損害を弁償させることができる。 

 

（補 則） 

第８条 この規程に定めのない事項については、管理規程の定めるところによる。 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 
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千千葉葉県県立立保保健健医医療療大大学学講講堂堂施施設設使使用用規規程程  
  

（趣 旨） 

第１条 この規程は、千葉県立保健医療大学講堂施設の使用について必要な事項を定める。 

 （使用の範囲） 

第２条 講堂施設は、次の各号に掲げる目的に使用する。 

(1) 授  業 

(2) 大学行事 

(3) 学生行事又は課外活動 

(4) 学長が必要と認めた場合 

（休業日） 

第３条 講堂施設の休業日は次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年７月２０日法律第１７８号）に規定する休日 

(3) 年末年始（１２月２８日から翌年１月４日まで） 

２ 前項の規定にかかわらず、学長が認めたときは、臨時に使用することができる。 

（使用時間） 

第４条 講堂施設の使用時間は、午前９時から午後７時３０分までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、学長が認めたときはこの限りでない。 

３ 前条第２項の使用時間は学長が定める。 

 （使用手続） 

第５条 第２条第３号により講堂施設を使用しようとする者は学生支援課にて、講堂施設使用申請簿

に所要事項を記載し、学長の承認を受けなければならない。 

２ 第２条第４号により講堂施設を使用する者は、千葉県立保健医療大学施設管理規程（以下「管理

規程」という。）第５条による許可を受けなければならない。 

（遵守事項） 

第６条 講堂施設を使用する者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失しないこと。 

(2) 施設、設備等の使用を終了したときは、ただちに、これを原状に回復すること。 

(3) その他、別に定める注意事項を守り、大学の指示に従うこと。 

 

（損害の賠償） 

第７条 学長は、講堂施設を使用する者が、故意、過失により施設、設備等を破損し、汚損し、又は

滅失した場合は、その損害を弁償させることができる。 

（補 則） 

第８条 この規程に定めのない事項については、管理規程の定めるところによる。 

附 則 

この規程は、平成２２年２月１日から施行する。 
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千千葉葉県県立立保保健健医医療療大大学学情情報報処処理理施施設設利利用用規規程程  

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、千葉県立保健医療大学情報処理施設（以下「施設」いう。）の利用に関し、必

要な事項を定める。 

 （利用の範囲） 

第２条 施設は、教育・研究に関する場合及び学長が必要と認めた場合に利用する。 

２ 本学の教職員、学生及びその他、学内情報ネットワーク管理者が認めた者は、前項の利用を妨

げない限り施設を利用することができる。 

 （休業日） 

第３条 施設の休業日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

(3) 年末年始（原則として１２月２８日～翌年１月４日） 

２ 前項の規定にかかわらず、学長が認めたときは臨時に利用することができる。 

 （利用時間） 

第４条 施設の利用時間は、午前９時から午後５時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、学長が認めたときは利用時間を変更することができる。 

 （利用手続き） 

第５条 第２条第２項により施設を利用する者は、利用願（別記様式）を利用前に学生支援課に提出

し、学長の承認を受けなければならない。 

２ 利用者は、施設に備え付けの「コンピュータ使用簿」に必要事項を記入するものとする。 

 （遵守事項） 

第６条 施設を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) コンピュータ及び付属設備を破損し、汚損し、又は滅失しないこと。 

(2) 授業、研究、その他業務の妨害となる行為をしないこと。 

(3) その他、別に定める注意事項を守り、大学の指示に従うこと。 

 （管 理） 

第７条 施設の鍵は、学生支援課が保管し、利用者はその都度借り受け、利用後は速やかに返却する

こと。 

 （損害の賠償） 

第８条 コンピュータ及び付属設備を利用する者が、故意、過失によりこれを破損し、汚損し、又は

滅失した場合は、原則としてその損害を弁償するものとする。 

 （補 則） 

第９条 この規程に定めのない事項については、千葉県立保健医療大学施設管理規程の定めるところ

による。 

  附  則 

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 附  則  

 この規程は、平成２６年３月４日から施行する。 
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情 報 処 理 施 設 利 用 願 
 

令和  年  月  日 
 
  千葉県立保健医療大学長 様 
 

学科・専攻名                （  年次） 

学 籍 番 号                       

氏        名                       

 
 千葉県立保健医療大学情報処理施設利用規程第５条の規定により次のとおり 
利用したいので承認願います。 

記 
１ 利用目的 

 
科目名 担当教員名 学習内容 

（該当する項目すべてに○印） 
 

  文書作成・データ処理・インターネット・ 
メール・印刷 
その他（具体的に記載） 
 

  文書作成・データ処理・インターネット・ 
メール・印刷 
その他（具体的に記載） 
 

 
２ 利用日時    令和  年  月  日（ ）  時  分から 

           令和  年  月  日（ ）  時  分まで 
 
３ 利用人員 

 学籍番号 氏    名 学籍番号 氏    名  
  

 
    

  
 

    

  
 

    

 
○注 情報処理施設の利用に当たっては、情報処理施設内の掲示をよく読むこと。 
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コ ン ピ ュ ー タ 使 用 簿  

 

使用年月日 氏  名 
（担当教員） コンピュータ番号 開始時間 終了時間 備考 

 
 

 
 
 

（    ） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（    ） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（    ） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（    ） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（    ） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（    ） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（    ） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（    ） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（    ） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（    ） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 注 トラブルが発生した時は、別紙「トラブル記入簿」に記載すること。 
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ト ラ ブ ル 記 入 簿  

 

令和 年 月 日（ ） 

 

トラブルを発見したら、学生支援課（仁戸名キャンパスは「事務局連絡窓口」）に連絡するとともに、以

下に記入しておいて下さい。 

症状は、できるだけ詳しくお願いします。 

氏  名 
（担当教員） 記入時間 コンピュータ番号 トラブルの症状 対  処 

 
 
 

 
（    ） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（    ） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（    ） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（    ） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（    ） 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

（    ） 
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千千葉葉県県立立保保健健医医療療大大学学進進路路情情報報施施設設利利用用規規程程  
 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、千葉県立保健医療大学進路情報施設の利用について必要な事項を定める。 

 （利用者の範囲） 

第２条 進路情報施設は、次の各号に掲げる者が利用することができる。 

(1) 在学生 

(2) 本学卒業生 

(3)  学長が必要と認めた者 

（休業日） 

第３条 進路情報施設の休業日は次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(3) 年末年始（１２月２８日から翌年１月４日まで） 

２ 前項の規定にかかわらず、学長が認めたときは、臨時に利用することができる。 

（利用時間） 

第４条 進路情報施設の使用は、原則として午前 8 時 45 分から午後 9 時 30 分まで 

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず学長が認めたときはこの限りでない。 

３ 前条第２項の利用時間は学長が定める。 

 （利用手続） 

第５条 第２条に定める進路情報施設を利用する者は、「進路情報施設使用簿」（別紙様式）に必要事

項を記載しなければならない。 

２ 第２条第１項第３号により進路情報施設を利用しようとする者は、千葉県立保健医療大学施設管

理規程（以下「管理規程」という。）第５条による許可を受けなければならない。 

（遵守事項） 

第６条 進路情報施設を利用する者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 施設、設備、備品等を破損し、汚損し又は滅失しないこと。 

(2) 施設、設備、備品等の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復すること。 

(3) その他、別に定める注意事項を守り、大学の指示に従うこと。 

（損害の賠償） 

第７条 進路情報施設を利用する者が、故意、過失により施設、設備、備品等を破損し、汚損し又は

滅失した場合は、直ちに学長へその旨を届け出るとともにその損害を弁償しなければならない。 

（補 則） 

第８条 この規程に定めのない事項については、管理規程の定めるところによる。 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
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（別記様式）

※※進進路路情情報報施施設設をを使使用用すするる学学生生はは必必ずず記記入入ししててくくだだささいい。。

利⽤年⽉⽇ ⼊室時間 退出時間 学科・専攻 学年※

※卒業⽣の場合、卒業⽣と記載してください

進進路路情情報報施施設設使使用用簿簿
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千千葉葉県県立立保保健健医医療療大大学学授授業業料料のの減減免免のの取取扱扱いいにに関関すするる規規程程  

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，千葉県立保健医療大学（以下｢本学｣という。）学則第６７条の規定により，本

学の学生に係る授業料の減額及び免除（以下「減免」という。）に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

一 「学費負担者」とは、授業料を負担すべき学生本人及び主たる生計の維持者（以下「生計維

持者」という。）又は保証人をいう。 

二 「学業成績等」とは、学生の学業成績、学習態度、行動その他の生活態度をいう。 

（授業料の減免対象者） 

第３条 学長は、学費負担者が次の各号の一に該当する場合、授業料を減免することができる。 

一 大学等における修学の支援に関する法律（令和元年度法律第８号）第8条の文科省令に定める

基準に該当する者。 

二 申請期限日前１年以内において、風水害等の重大な災害を受けたため、授業料の納入が経済的

に困難であり、かつ、学生本人の学業成績等が優秀と認められる者。 

（授業料の減免の額及び期間） 

第４条 授業料の減免の額は、以下のとおりとする。 

（１） 第３条第１号に掲げる者 

大学等における修学の支援に関する法律施行令第２条の規定に基づき、使用料及び手数料条例

に定める授業料の年額に１０分の１０、３分の２、３分の１又は４分の１を乗じた額を免除又は

減額する。 

 （２）第３条第２号に掲げる者 

減額にあっては半額を、免除にあっては全額を免除とする。 

２ 授業料の減免は、千葉県立保健医療大学学則に規定する前期及び後期ごとに行う。 

（授業料の減免申請） 

第５条 授業料の減免を受けようとする者は、第３条一に該当する者は、授業料減免（継続）申請

書（一般）（別記第１号様式）を、同条二に該当する者は、授業料減免申請書（災害）（別記第２

号様式）に別表１の各書類を添付し学長に提出しなければならない。 

２ 過去において第１０条第１項第１号又は第２号の規定により減免の取消しを受けた者は、再度、

減免申請することはできない。 

（授業料の減免の申請期限） 

第６条 授業料の減免申請は、学長の定める日までに行わなければならない。 

ただし、第３条第２号の規定による申請については、災害等発生後６か月以内に行うものとす
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る。 

（減免申請に係る徴収の猶予） 

第７条 授業料の減免を申請した者に対する授業料の徴収は、当該申請に係る減免の可否が決定す

るまでの間、猶予するものとする。 

（減免の決定） 

第８条 授業料の減免の決定は、学長が行う。 

２ 学長は、前項の決定をしたときは、当該決定の内容に応じ、申請者に対しそれぞれ次の各号に

掲げる様式により通知するものとする。 

 一 授業料減免額決定通知書（別記第３号様式） 

 二 授業料減免不許可通知書（別記第４号様式） 

（授業料の減免の辞退） 

第９条 授業料の減免を受けている者は、減免の期間内において、減免を受ける必要が  なくな

ったときは、直ちに授業料減額（免除）辞退届（別記第５号様式）を学長に提出し、残余期間の

授業料を納入しなければならない。 

（減免の決定取消し） 

第１０条 学長は、授業料の減免を受けている者が次の各号の一に該当する場合は、学生委員会の

審査を経て減免の決定を取り消すとともに、各号に定める授業料を納入させるものとする。 

 一 申請に当たり提出した書類に虚偽の事項を記載していたとき。 

決定された減免の額の全額。 

 二 懲戒処分を受けたとき。 

   当該懲戒処分を受ける原因が発生した日の属する月の翌月分から。 

 三 減免を必要とする事由が消滅したことが明らかになったとき。 

   当該事由が消滅した日の属する月の翌月分から。 

 四 授業料の減額の決定を受けた者が、正当な理由なく、納入すべき授業料を納付期限までに納

付しなかったとき。 

決定された授業料の減額の額の全額。 

２ 学長は、減免を取り消したときは、授業料減免取消通知書（別記第６号様式）により減免を受

けていた者に通知するものとする。 

（補則） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、授業料の減免に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

 

附 則 

この規程は、平成２１年７月６日から施行する。 

附 則 
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この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 改正前の本規程により、令和元年度後期分の授業料について、現に減免措置の適用を受け

ていた者に対する改正後の本規程の適用については、学長が別に定めるところによる。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

別表１ 

項   目 提 出 書 類 備   考 

第３条第１号の場

合 

１ 給付奨学金に関する調書 

（別記様式第７号） 

２ その他学長が必要と認める書類 

 

第３条第２号の場

合 

１ 家庭調書（別記様式第８号） 

２ 羅災証明書 

３ 住民票 

４ 所得額・納税額を証明する書類 

５ その他学長が必要と認める書類 

 

 

・市町村長等発行 

 

・給与支払者又は市町村長発行のもの 
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別記第１号様式 

授業料減免（継続）申請書（一般） 

年  月  日  

  千葉県立保健医療大学長  様 

  

申請者 第 学年    学科    （専攻） 

（住  所）           

（氏  名）           印 

                    保証人（住   所）           

                              （氏  名）           印 

 

使用料及び手数料条例第５条第３項及び大学等における修学の支援に関する法律第８条

の規定により、次のとおり授業料を免除されますよう申請いたします。 

 

１ 授業料の額（    年度 前期分・後期分） 

 

 

２ 免除申請額 

 

 

 

注 申請者は、氏名を自署することにより、押印を省略することができる。 
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別記第２号様式 

授業料減免申請書（災害） 

年 月 日  

  千葉県立保健医療大学長  様 

  

申請者 第 学年    学科    （専攻） 

（住  所）           

（氏  名）           印 

                    保証人（住   所）           

                              （氏  名）           印 

 

使用料及び手数料条例第５条第３項の規定により、次のとおり授業料を免除されますよう

申請いたします。 

 

１ 授業料の額（    年度 前期分・後期分） 

 

２ 免除申請額 

 

３ 理   由 

 (1) 申請期限日前１年以内の重大な災害等により生活に困窮 

（2) 千葉県立保健医療大学特別聴講学生規程第７条の２第１項該当 

 

４ 奨学金等の受給 

（1）奨学金等の名称                    

（2）受給状況  受給中・申請予定（    年  月）・その他（        ） 

 

注１ 申請者は、氏名を自署することにより、押印を省略することができる。 

注２ 「理由」欄は、該当する項目番号を○で囲むこと。 

注３ 「受給状況」欄は、該当する事項を○で囲むこと。なお、申請予定に該当する場合は

（ ）内に申請予定年月を、その他に該当する場合は同じ（ ）内に具体的な状況を、

それぞれ併せて記載すること。 
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別記第３号様式 

 

授業料減免額決定通知書 

                                第     号 

年  月  日 

第 学年       学科    （専攻） 

 

            様 

 

 千葉県立保健医療大学長 

 

 

年  月  日付けで申請のあった    年度授業料（ 期）の減免について

は、千葉県立保健医療大学授業料の減免の取扱いに関する規程第８条の規定により、下記の

とおり決定したので通知します。 

 なお、減免の必要がなくなったときは、直ちに同規程第９条の規定により授業料減免辞退

届を提出し、残余期間の授業料を別に指示する期日までに納入してください。 

 

記 

 
１．減免区分 

□ 第Ⅰ区分 （全額免除） 

□ 第Ⅱ区分 （2/3 額免除） 

□ 第Ⅲ区分 （1/3 額免除） 

□ 第Ⅳ区分 （1/4 額免除） 

□ 全額免除 （第３条二） 

□ 半額免除 （第３条二） 

 
２ 減免の額          円に減額する。 
 
３ 減免期間      年  月から    年  月まで 
 
４ 納入期限      年  月  日 
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別記第４号様式 

 

授業料減免不許可通知書 

                                第     号 

年  月  日 

第 学年       学科    （専攻） 

 

            様 

 

 千葉県立保健医療大学長 

 

 

年  月  日付けで申請のあった    年度授業料（ 期）の減免について

は、不許可となりましたので千葉県立保健医療大学授業料の減免の取扱いに関する規程第８

条の規定により通知します。 

 なお、授業料は、下記のとおり納付してください。 

 

記 

 
 
1 金 額            円 
 
 
 
2 納期限      年  月  日 
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別記第５号様式 

 

授業料減額（免除）辞退届 

 

年  月  日 

 

  千葉県立保健医療大学長 様 

 

               申請者  第 学年       学科    （専攻） 

(本人)  氏 名            印 

 住 所 

 

               保証人  氏 名            印 

                    住 所 

 

 

 このたび、下記のとおり授業料の減免事由が消滅したので、千葉県立保健医療大学授業料

の減免の取扱いに関する規程第９条の規定により届け出ます。 

 

記 

 
１ 減免の額           円 
 
２ 減免決定期間      年  月から    年  月まで 
 
３ 減免辞退理由 
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別記第６号様式 

 

授業料減免取消通知書 

                                第     号 

年  月  日 

第 学年       学科    （専攻） 

 

            様 

 

 千葉県立保健医療大学長 

 

 

千葉県立保健医療大学授業料の減免の取扱いに関する規程第１０条の規定により、下記１

のとおり減免を取消ししたので通知します。 

 なお、授業料は、下記２のとおり納入してください。 

 

記 

 
１ 減免の取消し 
 (1) 取消理由 
 (2) 取消内容 
 (3) 取消金額            円 
 
２ 納付する授業料 
 (1) 金 額             円 
 (2) 納期限       年  月  日 
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別記様式第７号 

 給付奨学金に関する調書 

 

※以下のすべての項目を申請者本人が記入してください。（＊を附した項目については、該当者のみ記

入すること。） 
 

 

申

請

者 

 

フリガナ 
 

 

入学年月    年  月入学  

氏 名 

 

 

 

 

 

生年月日 （西暦）    年    月    日生 （    歳） 

 

現住所 

 

〒     －     
      都道       市区 

府県       町村 

 

所属学部 

・学科等  学籍番号  

学 年    

過去に本制度の支援を 

受けた学校名、期間(＊) 

（学校名） 

 

（期間/月数） 

 年 月～  年 月／  月 

 

過去に本制度の入学金減免を受けたことがありますか。 

 

ある  ・  ない 

機構の給付奨学金に関する情報 

（いずれかの□に✔印を付け、右欄に該当する番号を記載してください。） 
※予約採用の採用候補者は、機構からの通知のコピーを添付すること 

 

□ 予約採用の申込を行った者 

【給付型奨学金の申込の受付番号（採用候補者とな

っていれば登録番号、給付奨学生となっていれば奨学

生番号）】 

 

□ 在学採用の申込を行った者 
【給付型奨学金の申込の受付番号   

（給付奨学生となっていれば奨学生番号）】 

 

注意事項 

イ 大学等における修学の支援に関する法律による修学支援は、授業料等減免と給付奨学金により行う

こととしております。このため、あらかじめ機構に給付奨学金の申込みを行ってください。給付奨学金

の申込みがない場合、授業料等減免の認定が遅れる等の原因になります。 

なお、給付奨学金と授業料等減免の認定の要件は同一であるため、給付奨学金に申し込んだ結果、

認定を受けることができなかった（給付奨学生として採用されなかった）場合は、同じ期間、授業料等

減免の支援についても受けることはできません。 

ロ 「機構の給付奨学金に関する情報」の欄について、予約採用における採用候補者は、採用候補者決

定通知の受付番号を記入するとともに、採用候補者決定通知のコピーを必ず添付してください。 

ハ 過去に、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の支援を受けたことがある場

合には、当該期間の月数を申告してください。 

二 入学年月について、編入学又は転学等により入学した場合は、その年月を記入してください。専攻科

に在学している場合は、専攻科に入学した年月を記入してください。 

ホ 申請書に記載された内容及び提出された書類の情報は、授業料等減免の認定及び本学が実施する経

済支援のために利用します。また、今後の授業料等減免制度の検討のため、統計資料の作成に利用する

場合がありますが、作成に際しては個人が特定できないように処理します。 
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学学校校感感染染症症にによよるる出出席席停停止止のの取取扱扱いいにに関関すするる要要項項  

 

                              令和５年６月２６日 

                              大学運営会議 制定  

 

(趣旨) 

第１条 この要項は、本学の学生が学校保健安全法施行規則（昭和３３年文部省令第１８号。

以下「施行規則」という。）第１８条に規定する学校において予防すべき感染症（以下「学

校感染症」という。）にかかった場合等の授業の取扱いに関し、必要な事項を定める。 

 

（出席停止） 

第２条 学長は、学校感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかる恐れが

ある学生があるときは、学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第１９条で定めると

ころにより、出席を停止させることができる。 

 

（出席停止の指示） 

第３条 学長は、前条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を

明らかにして、学生にこれを指示しなければならない。 

 

（出席停止の期間） 

第４条 出席停止の期間は、感染源の種類などに応じて、施行規則第１９条の規定を基準と

して、学長が決定する。前条の学生への指示は当該基準に合致する場合に省略できる。 

 

（手続き） 

第５条 学生は、学校感染症にかかった場合、直ちに医療機関が発行した診断書もしくはこ

れに準ずる書類を学生支援課に提出しなければならない。ただし、新型コロナウイルス感

染症にかかり、医療機関を受診出来ず、厚生労働省で承認された抗原定性検査キットによ

る検査の結果、陽性となった場合には、「抗原定性検査キットによる陽性報告書（様式第

１号）」を診断書等に代えて提出することができる。 

２ 前項の規定により「抗原定性検査キットによる陽性報告書（様式第１号）」を提出した

学生は、症状が悪化した場合には必ず医療機関を受診しなければならない。 

３ 学生支援課は、学生から第１項に規定する書類の提出があった場合、学長、副学長、学

部長及び学生が所属する学科・専攻の長に報告するものとする。「抗原定性検査キットに

よる陽性報告書（様式第１号）」の提出があった場合は、本学の医師免許を保有する教員

によって、抗原定性検査キットの検査結果を確認するものとする。 

４ 学校感染症が治癒した学生は、必ず医師から治癒証明書もしくは、これに準ずる書類を

もらい、学生支援課に提出してから、登学、実習に出席することとする。ただし、次の各

号に記載する感染症にかかった場合は、医療機関を受診し、病名と診断日が記載された書
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類及び本人記入の経過報告書を治癒証明書に代えることとする。 

（１）インフルエンザ（鳥インフルエンザは除く） 

（２）新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスで 

あるものに限る） 

５ 前項の規定にある経過報告書は次のとおりとする。 

（１）インフルエンザにかかった場合、「インフルエンザ経過報告書（様式第２号）」を提

出する。 

（２）新型コロナウイルス感染症にかかった場合、「新型コロナウイルス症状経過報告書（様

式第３号）」を提出する。 

６ 学校感染症にかかった学生は、授業を欠席した場合は「公欠届」を、試験を欠席した場

合は「追試験願」を学生支援課に提出することができる。 

 

(学校の休業等の措置) 

第６条 学長は、学校感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休

業等を検討できる。 

２ 休業等の検討は、次に掲げる基準のいずれにも適合した場合に行う。 

① 学校感染症の診断を受けた者がクラスで複数名いる。 

② 発熱などの感染症状で欠席者がクラスの２０％以上いる。 

３ 前項を満たす場合、各学科長・専攻長は速やかに学部長に報告、学部長は学長に報告、

学長は関係者を招集して、次の基準により各学科・専攻の学年単位での休業等の必要性を

検討する。ただし、緊急性の高い場合は学長が独自に判断する場合がある。また、休業の

必要がある場合は、千葉県健康福祉部医療整備課に相談する。 

① 複数の学年単位で休業等が出る場合、各学科・専攻単位での休業等を考慮する。 

② 複数の学科・専攻単位での休業等が出る場合、大学全体の休業等を考慮する。 

③ 休業期間は原則５日間とする。 

④ 対面授業は可能な限り遠隔授業に振り替えるなど休業以外の措置も考慮する。 

⑤ 休業期間に受講できなかった授業は、公欠として扱う。 

 

（学校の休業等の指示） 

第７条 学長は、前条の規定により休業等を行うときは、その理由及び期間を明らかにして、

学生にこれを指示しなければならない。 

 

（その他) 

第８条 この要項に定めるもののほか，この要項に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この要項は，令和５年７月１日から実施する。 

２ 学校感染症による出席停止の取扱いについて（令和２年２月３日第１３回教授会申合
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せ）は廃止する。 
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様式第１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抗抗原原定定性性検検査査キキッットトにによよるる陽陽性性報報告告書書  

 

                             年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下のとおり抗原定性検査キットにより陽性となりましたので報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

              確認教員名                   

学 科 ・ 専 攻 名                  

学 籍 番 号                   

氏 名                  

写真添付 
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様式第２号 
インフルエンザ経過報告書 

（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザは除く） 
申請日     年   月  日 

千葉県立保健医療大学長 様 
学科・専攻名              
学籍番号                
氏 名                 
 

下記のとおり、発症した日の翌日から５日以上を経過し、かつ、解熱した日の翌日から２日以上

経過しましたので、出席停止措置の中止をお願いします。 
発症日（発熱した日）： 
※発熱しなかった場合、全身倦怠感や咳、鼻水などの発症日 ：          
受診日：        年     月     日 
医療機関名： 
診断型： Ａ型   Ｂ型   疑い・不明（○で囲んで下さい。） 
処方薬および服用期間： 

 
体温の記録 （できれば朝・夕の一日２回測定） 
  朝の体温（℃） 夜の体温（℃） 備考（症状等） 

発症日 月  日    
１日目 月  日    
２日目 月  日    
３日目 月  日    
４日目 月  日    
５日目 月  日    
６日目 月  日    
７日目 月  日    
８日目 月  日    
９日目 月  日    
１０日目 月  日    

・登学可能とする基準  発症（発熱）後６日目以降かつ解熱後３日目以降 
・解熱の基準 37.0℃以下。１日のうちで発熱・解熱した場合は、発熱期間とする。 
※添付書類（下記のうちいずれか 1 点を添付し、✔をつける） 
□インフルエンザ罹患を示す診断書（医療機関発行のもの） 
□インフルエンザ陽性を示す検査結果報告書（氏名・診断日・感染症名が入った医療機関発行のもの） 
□調剤明細書またはお薬手帳の処方内容（インフルエンザ感染症治療薬が記載された薬局発行のもの） 
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様式第３号 
新型コロナウイルス症状経過報告書 

 
申請日     年   月  日   

千葉県立保健医療大学長 様 
学科・専攻名               

学籍番号                
氏 名                  
 

下記のとおり、発症した日の翌日から５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日以上を経過しました

ので報告いたします。 
 
症状の発現日： 
教員への届け出日時：教員名【       】    年    月    日    時 
発現日の症状：  
受診の経過（受診した場合） 
受診日：        年     月     日 
医療機関名： 
検査結果： 受けた検査の種類（           ）、結果（           ） 
診断名： 
治療（処方など）： 

 
症状の記録 （症状が始まった時から記載する） 

経過記録日 朝の体温（℃） 夜の体温（℃） 呼吸器症状 呼吸器以外の症状 
月  日     
月  日     
月  日     
月  日     
月  日     
月  日     
月  日     
月  日     
月  日     
月  日     

＜記載内容：以下の数字または内容を記載＞ 

呼吸器症状：①咽頭痛②咳嗽③息苦しさ④鼻水⑤鼻づまり⑥くしゃみ⑦その他 

呼吸器以外の症状：①頭痛②下痢③倦怠感④味覚異常⑤嗅覚異常⑥動悸⑦関節痛⑧その他 

※添付書類（下記のうちいずれか 1 点を添付し、✔をつける） 

□新型コロナウイルス罹患を示す診断書（医療機関発行のもの） 

□新型コロナウイルス陽性を示す検査結果報告書（氏名・診断日・感染症名が入った医療機関発行のもの） 

□調剤明細書またはお薬手帳の処方内容（新型コロナウイルス感染症治療薬が記載された薬局発行のもの） 
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【参考】 
学校保健安全法施行規則第 18 条、第 19 条 
 

 
分類 該当する感染症 出席停止の期間の基準 

第１種 
 

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血

熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄

炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥

インフルエンザ （H5N1）、中東呼吸器症候群

（MERS）、指定感染症及び新感染症 

治癒するまで 

第２種 
 

インフルエンザ（鳥インフルエンザ（H5N1）を除く。） 発症後５日を経過し、かつ解

熱後２日を経過するまで 

百日咳 特有の咳が消失するまで又は

5 日間の適正な抗菌性物質製

剤による治療が終了するまで 

麻しん 解熱した後３日経過するまで 

流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の

腫脹が発現した後 5 日を経過

し、かつ、全身状態が良好に

なるまで 

風しん 発しんが消失するまで 

水痘 全ての発しんが痂皮化(乾燥)

するまで 

咽頭結膜熱 主要症状消退後２日経過する

まで 

新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナ

ウイルス属のコロナウイルス（令和二年一月に、中華

人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染す

る能力を有することが新たに報告されたものに限

る。）であるものに限る。） 

発症後５日を経過し、かつ、

症状が軽快後１日を経過する

まで。 

結核 

医師が感染のおそれがないと 

認めるまで 

髄膜炎菌性髄膜炎 

第３種 
 

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、パラ

チフス、腸チフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜

炎、その他感染症（感染性胃腸炎＜ノロウイルス・ア

デノウイルスなどによる＞、マイコプラズマ感染症、

溶連菌感染症、手足口病 など） 

○出席停止期間の考え方 
「○○した後△日を経過するまで」とした場合は「○○」という現象が見られた日の翌日を第一日とし

て換算する。 
例えば「発熱した後２日を経過するまで」の場合は次の通り 
月曜日に解熱→火曜日（解熱後第１日目）→水曜日（解熱後２日目）→（この間発熱がない場合）→木

曜日から出席可能 
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千千葉葉県県立立保保健健医医療療大大学学ににおおけけるる授授業業のの公公欠欠にに関関すするる要要項項  

 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、本学における公欠の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 公欠とは、学生が、本学が認める一定の事由によりやむを得ず授業を欠席した場合、該

当授業において欠席の取り扱いをしない措置をいう。 

 

（公欠事由） 

 第３条 次の各号に掲げる事由によりやむを得ず授業を欠席する場合、公欠とすることができ

る。 

 (1) 忌引きの場合 

 (2) 学校保健安全法施行規則（昭和 33 年 6 月 13 日文部省令第 18 号 以下「施行規則」という。）

第 18 条に規定する感染症に罹患した場合 

 (3) その他学長が必要と認めた場合 

 

（公欠期間） 

第４条 公欠の期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 

(1) 前条第１項の場合 別表に掲げる期間 

(2) 前条第２項の場合 施行規則第１９条に規定する期間 

(3) 前条第３項の場合 学長が必要と認める期間 

 

（手続き） 

第５条 公欠を受けようとする学生は、公欠期間最終日の翌日から起算して１週間以内に公欠届

（様式第 1号）を学生支援課に提出しなければならない。 

２ 前項の公欠届には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付し

なければならない。 

(1) 第３条第１項の場合 公欠届及び会葬礼状又はこれに準ずる書類 

(2) 第３条第２項の場合 学校感染症による出席停止の取扱いに関する要項第５条に規定す

る書類 

(3) 第３条第３項の場合 学長が必要と認める書類 

３ 学生支援課は、公欠届の内容を速やかに当該公欠届に係る授業担当教員に報告するものとす

る。 

 

（学生への配慮義務） 

第６条 公欠届の報告を受けた担当教員は、当該授業について欠席の取扱いをしないものとする

とともに、レポート作成その他の方策により可能な限り学習の補充支援を行い、当該学生が履
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修課程上不利とならないよう配慮するものとする。 

 

（公欠期間中の定期試験の取扱い） 

第７条 公欠期間中の定期試験に関する追試験等の取扱いについては、千葉県立保健医療大学履 

修規程第８条から第１０条までの規定を準用する。 

 

付 則 
１ この規程は、令和６年４月 1 日より適用する。 
２ 千葉県立保健医療大学における授業の公欠に関する取扱いについて（令和５年３月６日第 
１４回教授会申合せ）は廃止する。 
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（別表） 

忌引き 下記の期間内において必要な日数（期間には、休日が含まれる） 

死亡した者の学生との関係 日数 

配偶者 １０日 

父母  ７日 

子  ７日 

祖父母  ３日 

孫  １日 

兄弟姉妹  ３日 

曾祖父母 ０１日 

おじ又はおば  １日 

父母の配偶者又は配偶者の父母  ７日 

子の配偶者又は配偶者の子  ３日 

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母  １日 

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹  １日 

おじ又はおばの配偶者  １日 
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（様式第１号） 

公  欠  届 
 

令和    年    月    日 
 
千葉県立保健医療大学長 様 
 

学科・専攻名                 
学籍番号                   
氏 名                     

 
 私は、下記の理由により授業を欠席（します ・ しました）ので届け出ます。 
 

記 
 
１．授業科目名 
 
    別紙のとおり 
 
 
２．年月日・時限 
 
    別紙のとおり 
 
３．理 由 
 
 
 
 
 
 
 
 上記の者は，申請通り公欠を認めます。 
 
                   千葉県立保健医療大学 

                  学長  龍 野  一 郎   
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（公欠届別紙） 

      

    （   枚中の   枚） 

      

   学科・専攻            学科      （療法学専攻） 

   学籍番号   

   氏   名   

      

      

 科目名 科目責任者 年月日 時限 

    令和    年    月    日 時限 

    令和    年    月    日 時限 

    令和    年    月    日 時限 

    令和    年    月    日 時限 

    令和    年    月    日 時限 

    令和    年    月    日 時限 

    令和    年    月    日 時限 

    令和    年    月    日 時限 

    令和    年    月    日 時限 

    令和    年    月    日 時限 

    令和    年    月    日 時限 

    令和    年    月    日 時限 

    令和    年    月    日 時限 

    令和    年    月    日 時限 

    令和    年    月    日 時限 
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⾃⾃然然災災害害等等及及びび気気象象警警報報にによよるる授授業業等等のの取取扱扱要要項項 

 
 
（趣旨） 
第１条 この要項は、⾃然災害等に伴い交通機関が運⾏されない場合及び気象警報が発表

された場合の授業及び定期試験（以下「授業等」という。）の取扱いについて、必要な事
項を定めるものとする。 

 
（定義） 
第２条 この要項において、⾃然災害とは、暴⾵、豪⾬、豪雪、洪⽔、⾼潮、地震、津波、

噴⽕その他の異常な⾃然現象により⽣ずる被害をいう。 
 
（休講の基準） 
第３条 次の各号のいずれかに該当する場合、休講⼜は試験延期（休講等）の措置を講じる
こととする。 
（１） ⾃然災害や事件・事故、ストライキ等に伴い各キャンパスの最寄り駅を運⾏する全

路線の電⾞が運⾏停⽌した場合 
① 幕張キャンパスの最寄り駅はＪＲ幕張駅、海浜幕張駅及び京成幕張駅とし、全路線

とは、ＪＲ総武線各停、京葉線の全路線、及び京成千葉線とする 
② 仁⼾名キャンパス最寄り駅はＪＲ千葉駅、蘇我駅、鎌取駅及び京成⼤森台駅とし、

全路線とはＪＲ（総武線各停、内房線、外房線、総武本線、総武線快速、成⽥線、
京葉線）の全路線かつ京成千原線とする 

（２） 千葉市を対象に、気象庁が発表する特別警報（波浪を除く⼤⾬、暴⾵、暴⾵雪、⼤
雪、⾼潮の５種類）、暴⾵警報⼜は暴⾵雪警報が発令された場合 

 
（⾃然災害等による休講の基準時点及び対応） 
第４条 前条第１号の規定に基づく休講等の措置を講じる場合の基準時点及び対応は次の

とおりとする。 
（１） 午前６時の時点で運⾏していない場合⼜は午前６時から午前の授業開始時刻 20 分

前までに新たに運⾏停⽌となった場合（⼀時的な運⾏停⽌を除く）、第１時限及び第
２時限の授業等を休講とする。 

（２） 午前 10 時の時点で運⾏していない場合、⼜は午前 10 時から午後の授業開始時刻 20
分前までに新たに運⾏停⽌となった場合（⼀時的な運⾏停⽌を除く）、第３時限から
第５時限の授業等を休講とする。 
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（警報発令による休講等の基準時点及び対応） 
第５条 第３条第 2 号の規定に基づく休講等の措置を講じる場合の基準時点及び対応は次

のとおりとする。 
（１）午前６時の時点で各警報が発令中の場合⼜は午前６時から午前の授業開始時間まで

の間に新たに各警報が発令された場合、第１時限及び第２時限の授業を休講とする。 
 
（２）午前１０時の時点で各警報が発令中の場合⼜は午前１０時から午後の授業開始時間

までの間に新たに各警報が発令された場合、第３時限から第５時限の授業を休講と
する。 

 
（休講等の措置の判断） 
第 6 条 第 3 条によるもののほか、学⻑が、学⽣の安全確保等のため必要があると判断し

た場合は、全学⼜はキャンパスごとに休講等の措置を講じることができるものとする。 
２ 学科⻑⼜は専攻⻑が、学⽣の安全確保等のため必要があると判断した場合は、学科⼜は

専攻ごとに休講等の措置を講じることができるものとする。 
 
（休講等の周知） 
第７条 第 3 条⼜は第 6 条の規定による休講等の措置を講ずる場合は、決定後、Microsoft 

Teams 等を⽤いて学⽣及び関係者に周知する。 
 
（救済措置） 
第８条 第３条⼜は第６条の規定による休講の措置をとらない場合であっても、居住地⼜

は通学経路内における⾃然災害の発⽣や特別警報等の発令等やむを得ない理由により学
⽣が授業に出席できなかった場合、当該学⽣は原則１週間以内に交通機関発⾏の証明書
等を添えて「⽋席届」を授業担当教員に提出するものとし、授業担当教員は、当該学⽣に
対し、⽋席による不利益を与えないよう配慮するものとする。 

 
２ 授業を休講した場合は、予定されていた時限での授業は⾏わないが、必要に応じて補講

を⾏う。 
３ 延期となった定期試験については、⽇時を改めて⾏う。 
 
（警報等の確認⽅法） 
第９条 公共交通機関の運⾏状況の確認は、インターネット・テレビ・ラジオのニュースに

より、各⼈が確認するものとする。 
２ 各警報の発表状況の確認は、気象庁ホームページ（「ホーム」>「防災情報」>「気象警

報・注意報」・「⾬雲の動き」）により、各⼈が確認するものとする。 
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（実習等） 
第１０条 学外での実習等の時は、当該実習の担当教員の指⽰によるものとする。担当教員

は、警報等が発令されていない地域で実施し、かつ警報等が発令されていない地域を移動
して学⽣が参加できる場合は実施することができる。 

 
（オンラインによる遠隔授業） 
第１１条 オンラインで実施される授業については、本要項の措置を適⽤しない。 
２ ⾃然災害等による理由により遠隔授業に出席できなかった場合、原則その⽇から１週

間以内に、出席できなかった理由書を添えて、「⽋席届」を授業担当教員に提出するもの
とする。 

3 気象災害により対⾯で予定されていた授業を、対⾯での補講⼜はオンデマンド授業によ
る授業を実施する。オンデマンドによる遠隔授業に切り替える場合は、担当教員は Teams、
メールなどでその旨を周知徹底するものとする。オンライン（リアルタイム）での遠隔授
業に切り替える場合、担当教員はオンライン遠隔授業に切り替える旨の通知から授業開
始までに⼗分な時間を確保するように配慮するものとする。 

 
（その他） 
第１２条 休講等を措置した場合は、原則として、課外活動も全て活動中⽌とするとともに、

学⽣の学内施設利⽤を原則禁⽌する。 
 
附 則 

１ この要項は令和６年４⽉１⽇から施⾏する。 
２ 災害等により交通機関が運⾏されない場合の授業等の取り扱いについて（令和３年１

１⽉１⽇第９回教授会申合せ）は廃⽌する。 
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千千葉葉県県立立保保健健医医療療大大学学ににおおけけるる障障害害学学生生へへのの修修学学支支援援にに関関すするる指指針針                    

                          

（目的） 

第１条  この指針は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する千葉県職員対応要領

第３条の規定に関して、千葉県立保健医療大学（以下「本学」という。）に在籍する障害の

ある学生（以下「障害学生」という。）が安心して修学できるよう、本学の支援に関する基本

的な事項を定めることを目的とする。 

（基本原則） 

第２条  本学は、障害者基本法の基本的理念に則り、障害学生が障害を理由に修学を断

念することがないよう、修学機会を確保する。 

２ 本学は、障害学生が修学上不当な不利益を被ることがないよう、合理的な配慮及び適切

な支援を行うものとする。 

（相談対応） 

第３条  相談窓口は学生支援課として、障害学生から提出された、別紙（参考様式）の合

理的配慮の提供に係る申請（以下「申請」という。）を受け付ける。 

２ 障害学生の相談にあたっては、学生部長又は学生部長が指名する者が、本人の意思を

尊重し、十分に話し合うとともに、障害学生支援検討会において、支援のあり方を考える。 

３ 障害学生支援検討会の構成員は、学生部長、教務委員会委員１名、学生委員会委員１

名、進路支援委員会委員１名、入試実施部会委員１名及び当該障害学生が所属する学

科・専攻長並びに企画運営課長及び学生支援課長とする。 

会長は、学生部長をもって充てる。 

４ 障害学生支援検討会の業務は以下のとおりとする。 

① 申請に対する検討に関すること 

② 教職員への研修の企画・運営に関すること 

③ 特別な配慮を必要とする志願者の修学に関して必要なこと 

④ その他障害学生への支援に関して必要なこと 

５ 障害学生の支援を円滑に推進するため、必要に応じて関係委員会において課題の検討、

支援方法等の審議を行うものとする。 

（相談の記録） 

第４条  相談の記録は、学生支援課に集約し、千葉県個人情報保護条例（平成５年条例

第１号）に従って、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後

の相談等において活用することとする。 

（広報・啓発） 

第５条  学長は、障害者差別の解消を図るため、教職員及び学生への広報・啓発に努め

るものとする。 

 

附則 

この指針は、平成２９年１２月５日から実施する。 
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 参考様式 

障害にかかる合理的配慮の提供に関する申請書 
 

申請日     年   月   日  

千葉県立保健医療大学長  様 

               

申請者 学籍番号※  

 学科（専攻）  

 氏名  

 連絡先 ①電話番号  

     ②メールアドレス  

※在学生のみ記入してください。 

 以下のとおり合理的配慮の提供を申請します。 

 
 

11.. 配配慮慮のの提提供供をを希希望望すするる理理由由（（障障害害等等のの内内容容））  

＊医師の診断書や障害者手帳をお持ちの方は申請書に添付してください。 

ただし、診断書がない場合でも申請できます。 

  

（（１１））現現在在、、受受けけてていいるる診診断断名名・・障障害害名名をを記記入入ししててくくだだささいい。。  

                                               

 

（（２２））上上記記のの診診断断ににつついいてて、、いいつつ頃頃・・どどちちららのの機機関関でで診診断断をを受受けけらられれままししたたかか？？  

 診断の時期                                     

 診断機関                                      

 

（（３３））上上記記のの診診断断ににつついいてて、、障障害害者者手手帳帳ははおお持持ちちでですすかか？？  

 持っている  → 手帳の種類   身体障害者手帳   精神障害者保健福祉手帳  その他 

          等級     級 

 持っていない → ・現時点では手帳を取得することを考えていない 

           ・今後、手帳を取得することを検討中 

           ・今後、手帳の取得が必要かどうか相談したい 

           ・手帳は取得できない（理由：                    ） 

 

（（４４））症症状状及及びび障障害害のの状状態態等等ににつついいてて具具体体的的にに記記入入ししててくくだだささいい。。  

 

 

 

 

 

（裏面の記入もお願いします） 
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22.. 希希望望すするる配配慮慮のの内内容容  

（（１１））大大学学生生活活のの中中ででどどののよよううななここととにに困困っってていいまますすかか？？  

ままたた、、どどののよよううなな配配慮慮やや支支援援をを必必要要ととししてていいまますすかか？？  

＊授業、試験、実習、就職支援、学生生活等の場面で、希望する配慮の内容についてなる
べく具体的に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（例）①移動、施設・設備利用、支援機器・用具の利用に関する配慮            

②教材に関する配慮（点訳・電子データ化・拡大・字幕付け・事前配布等） 
③情報伝達・コミュニケーションに関する配慮（手話通訳・要約筆記・文書伝達等） 
④試験に関する配慮（時間延長、別室受験、解答方法等） 
⑤履修登録、学習支援等   
⑥学内生活に関する配慮（トイレ、食事等）  

  
  

（（２２））ここれれままででのの学学生生生生活活でで、、配配慮慮のの提提供供をを受受けけてていいたた場場合合ははそそのの内内容容をを記記入入ししててくくだだささいい。。                

（学校場面で…） 

 

 

 

 

（学校以外の場面で…） 
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海海外外渡渡航航時時のの安安全全確確保保にに関関すするる指指針針  

 

第１ 千葉県立保健医療大学（以下「本学」という。）では、学生の海外渡航（私費留学や観光

旅行等のすべての海外渡航を含む。以下同じ。）に際し、海外での、事件・事故、テロ、自

然災害や感染症等の発生時においては、外務省が発出する国・地域別の海外安全情報（危険

情報及び感染症危険情報）に基づき、別表１のとおりの基本的な対応をとるものとする。 

 

第２ 学生は、海外渡航の際には、その１週間前までに、海外渡航届（別記様式）を本学事務局 

 学生支援課（以下「事務局」という。）窓口に提出する。 

なお、記載内容に変更があった場合には、渡航前後を問わず、速やかに事務局に連絡す

る。 

 

第３ 学生は、渡航中に、事件・事故やトラブル等があった場合には、担当教員又は事務局に連 

 絡をする。 

 

第４ 学生は、感染症流行国から帰国した後、発熱等の症状が発生した場合は、地域の医療機関 

 を受診することは控え、まず保健所に連絡し、その指示に従うものとし、その後、事務局に 

 連絡する。 

 

第５ その他、学生は、留学プログラムの要項等の規定に従い、書類の提出や連絡を行うものと 

する。 

 

第６ 学生は、海外渡航の際には、上記記載事項のほか、別表２のとおり安全確保に留意する。 

 

 

附則 

この指針は、平成３１年４月１日から適用する。 
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別表１ 

 

「外務省 海外安全ホームページ」危険情報及び感染症危険情報に基づく、基本的な対応 

 

千葉県立保健医療大学 

カテゴリー 本学プログラムに基

づく旅行（研修等） 

トビタテ！留学JAPAN 

※ 該当要項等による。 

自発的に行う 

旅行・留学等 

レレベベルル１１： 

十分注意して

ください。 

○ 渡渡航航中中止止  

 渡航中の学生につい

て、安否確認を行う

とともに、帰国を命

ずる。 

 保証人（保護者等）

と緊密な連絡を取り

合う。 

 

渡航経路や滞在方法に関する注注意意喚喚起起を行う。 

レレベベルル２２： 

不要不急の渡

航はやめてく

ださい。 

○ 渡渡航航中中止止（日本学生支

援機構の支援対象とな

らない。） 

 申請は取りやめる。 

 渡航中の学生について、

安否確認を行うととも

に、帰国を命ずる。 

 保証人（保護者等）と緊

密な連絡を取り合う。 

○ 原原則則渡渡航航中中止止  

 渡航全般に関する注意

喚起を行う。 

 渡航中の学生につい

て、危険情報を提供し、

渡航の中断等を指導す

る。 

 渡航計画の是非の検討

を指導する。 

レレベベルル３３： 

渡航は止めて

ください（渡航

中止勧告） 

○ 原原則則渡渡航航中中止止  

 渡航中の学生につい

て、安否確認を行うと

ともに、危険情報を提

供し、渡航の中断等を

勧告する。 

 渡航計画の中断・延期

等の検討を勧告する。 

レレベベルル４４： 

退避してくだ

さい。渡航は止

めてください

（退避勧告） 

○ 渡渡航航中中止止（（要要請請） 

 渡航中の学生につい

て、安否確認を行うと

ともに、緊急情報を提

供し、安全な国・地域

に退避するよう要請す

る。 

 渡航計画の中断・延期

等を要請する。 
 
※ 上記表のほかに、学生本人の事由（病気・ケガ、犯罪による加害・被害等）の状況により、

必要に応じて、渡航の中断等の対応をする場合がある。 
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別表２ 

 

海外渡航時の安全確保のための留意事項 

 

1.  海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在のための安全対策に

努めること。 

   また、外務省が発出している「渡航情報」（危険情報、スポット情報、広域情報）を参照

し、日々、世界及び地域の情勢についての情報を収集し、海外において事件・事故等に巻き

込まれることのないよう十分な注意を払うこと。 

○ 外務省「海外安全ホームページ」参照 https://www.anzen.mofa.go.jp/  

2.  鳥インフルエンザ等、パンデミックが懸念されている新型インフルエンザなど様々な感染

症について、出発前に情報を入手しておくこと。 

厚生労働省検疫所及び外務省の各ホームページ、空港内検疫所のリーフレット等により、

十分な知識をもって渡航すること。 

また、渡航前には、健康診断の結果を確認して、必要な処置を受けること。 

現地での衛生管理や食生活等に十分な注意を払うこと。 

○ 厚生労働省検疫所「海外感染症情報」参照 https://www.forth.go.jp 

3.  万が一に備えて、十分な補償を受けられる海外旅行保険（公益財団法人日本国際教育支援

協会（JEES）の学生教育研究災害傷害保険（学研災）付帯海外留学保険又はAIG損保海外旅

行保険・海外留学保険）に必ず加入し、補償内容を確認の上、保護者にも共有すること。（加

入に要する経費は自己負担。） 

4.  海外で事件・事故等が発生した際に、安否の確認が迅速にできるよう具体的な日程表や滞

在中の連絡先、海外旅行保険の補償内容を、渡航中の国内連絡先の者に渡しておくこと。 

   また、3ヶ月以上の海外滞在の場合は、当該地域を所管する日本大使館又は領事館に在留 

  届（外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する人は届出義務がある。）を提出するこ

と。なお、3ヶ月未満の海外滞在の場合は「たびレジ」に登録すること。 

○ 「たびレジ」参照 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/agree.html 

○ ORRネット参照 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html（ｵﾝﾗｲﾝ在留届） 

5.  万が一滞在する国や地域で災害等が起こった場合で、日本時間が夜間・休日等の際には、
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渡航中の国内連絡先の者のほか、連絡のつきやすい在外公館等にできるだけ速やかに連絡

すること。 

  渡航先の在外公館の連絡先については、渡航前に、前項の「たびレジ」や「ｵﾝﾗｲﾝ在留

届」参照URLでよく確認しておくこと。 

なお、渡航中の国内連絡先の者には、担当教員又は事務局に連絡するよう、依頼して 

おくこと。 
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千葉県立保健医療大学長殿

このたび、下記のとおり海外渡航いたしますので、届け出ます。
　　　　　　　　　 記

渡航目的・種類 ＜本学のプログラム＞
プログラム名称・
＜個人での留学や旅行等＞
□私費留学（語学留学、短期留学等）　
□ワーキングホリデー　
□ボランティア
□私的旅行
□その他【

外務省「危険情報」（https://www.anzen.mofa.go.jp/）
□無 □有：レベル　　　　　　確認年月日：
外務省への届け出
□たびレジ □在留届 □その他（　　　　　　）

加入・未加入　　　　　※未加入の場合、速やかに加入すること

渡航中の国内連絡先

〒

以下のことを確認しました。（□にチェックしてください。）

　□保護者等の家族に日程表などを渡し、家族は本渡航について了解しています。

　□渡航は全て自己責任のもとで行う原則を了解しています。

　□外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録又は「在留届」を提出しました。

注　この海外渡航届に記載された個人情報については、個人情報保護法等を遵守のうえ適切に取り扱う
こととし、在学中において、海外渡航の危機管理（事故が起こったときの対応など）のために使用する場
合のほか、修学指導上必要な場合に限り利用します。

海海外外渡渡航航届届

海外渡航期間
（渡航日～帰国日）

渡航先
（国名・都市名）

経由国
（国名・都市名）

氏名

　　住所

自宅電話番号

海外旅行保険

電話番号
（国番号から記入）

滞在先
大学・施設名

年　　　月　　　日　　～　　　　　年　　　月　　　　日

年　　月　　日届出

担当教員

携帯電話番号

学籍番号

続柄

海外旅行保険
保険会社名

別記様式

Eメールアドレス
（海外で使えるもの）

滞在先大学・施設
電話番号

海外旅行保険
保険証番号

自宅電話番号

氏名

携帯電話番号

Eメールアドレス

 宿泊先住所
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Jアラートにより情報伝達された場合の行動指針 

学内における対応（平日8時30分から18時00分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                        

日本に落下の可能性あり 通過若しくは日本の領海外の海域に落下 

弾道ミサイル発射 

緊急一斉放送により、学内に“ミサイル発射情報”の周知をする。 
 

（放送内容） 

・学内にいる皆様にお知らせします。 

・北朝鮮からミサイルが発射されました。 

・屋内に避難し、できるだけ窓から離れ、頭部を守る行動をとってください。 

 
○できれば廊下等の窓のない場所に移動する。 

 ○できるだけ窓から離れる。 

 ○火気の使用を止める。 

 ＊個人の携帯等で情報を受信した場合は、その時点で行動をする。 

 ＊屋外にいる人を見かけたら、屋内に誘導する。 

Jアラート：直ちに避難の呼びかけ 

（放送内容） 

・直ちに屋内に避難。直ちに屋内に避難。 

・ミサイルが落下する可能性があります。 

・直ちに窓から離れ、頭部を守る姿勢を 

とってください。 

○できるだけ窓から離れる。 

○できれば窓のない場所に移動する。 

Jアラート：通過・落下場所等についての情報 

（放送内容） 

・学内にいる皆様にお知らせします。 

・先程のミサイルは、○○へ通過（○○海に 

落下）した模様です。 

・引き続いての学内での避難行動の必要は 

ありませんが、不審物を発見した場合、発見

者は決して近寄らず、直ちに警察や消防に連

絡をしてください。合わせて、防火管理者ま

たは教職員に速やかに報告してください。 

○Jアラート情報を確認し、避難を解除する。 

○不審物発見の連絡を受けた防火管理者また

は教職員は、発見場所、発見時の状況等を確認

し、学生や教職員等が近寄らないように、周知

をする。 

Jアラート：落下場所等についての情報 

（放送内容） 

・ミサイルが○○地方に落下した可能性があ

ります。 

・引き続き、屋内に避難してください。 

○引き続き屋内で避難する。 

○窓を閉め室内を密閉する。 

Jアラート：追加情報 

○追加情報の内容に従い、冷静に行動する。 

○引き続き、避難が必要な場合は、防火管理者

または教職員が一斉放送により対応を知ら 

せる。 
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千千葉葉県県立立保保健健医医療療大大学学ＧＧＰＰＡＡ制制度度にに関関すするる規規程程  

 

（目的） 

第１条  この規程は、千葉県立保健医療大学履修規程第１１条の規定により、千葉県立保健

医療大学（以下「本学」という。）における Grade Point Average（履修科目の成績の平均

値。以下「ＧＰＡ」という。）制度に関し必要な事項を定め、明確で客観的な総合的成績評

価を示すことにより、学生の自主的な学修を維持し促進する仕組を構築するとともに、大学

教育の質の確保に資することを目的とする。 

 

（ＧＰの算定） 

第２条  学生が履修した授業科目の Grade Point（以下「ＧＰ」という。）の算定にあたって

は、成績評点を直接算定する functional GPA 方式を採用し、計算式は次のとおりとする。 

 

ＧＰ ＝ 
  １００点満点の成績評点―５５  

１０
 

 

２ 成績評点が５９点以下の授業科目のＧＰは０とする。 

 

（ＧＰＡの種類と算定） 

第３条  各学期のＧＰＡ（以下「学期ＧＰＡ」という。）及び累計のＧＰＡ（以下「累計ＧＰ

Ａ」という。）は、次の式により計算するものとし、その数に小数点以下第一位未満の端数

があるときは、小数点以下第二位の値を四捨五入するものとする。 

 

学期ＧＰＡ ＝ 
  当該学期の履修科目のＧＰ 当該科目の単位数 の総和 

当該学期の履修科目の総単位数
 

 

累計ＧＰＡ ＝ 
  全学期の履修科目のＧＰ 当該科目の単位数 の総和 

全学期の履修科目の総単位数
 

 

（ＧＰＡの対象科目・除外科目等） 

第４条  各学科・専攻で開講する授業科目のうち、卒業要件に算入できるすべての授業科目

をＧＰＡの算定対象科目とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる各号に該当する場合は、ＧＰＡ算定の対象外とする。 

（1） 千葉県立保健医療大学学則第３８条から第４０条までの規定により、本学において単

位認定された科目 

（2） 本規程第５条により履修登録取消を行った科目 

（3） その他本学が特に定める科目 
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（履修登録取消制度） 

第５条  ＧＰＡの対象科目について、履修登録をした授業科目であっても、受講目的が達成

されないなどの理由から、別に定める履修取消期間内に限り、履修登録を取り消すことがで

きる。なお、履修登録取消対象科目は、前期後半科目及び後期後半科目とする。 

２ 履修取消期間内に取消手続きを行わない場合は、履修登録科目のすべてが成績評価及びＧ

ＰＡの算定の対象となり、履修を放棄した授業科目は不合格となる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、履修取消期間前に全ての授業回を終える授業科目については、

履修取り消しをすることができない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、休学、傷病等のやむを得ない事由で学生から履修取消申請の

あった授業科目については、教務委員会での議を経たのち、履修取消期間以降において履修

を取り消すことができる。 

 

（再履修） 

第６条  不合格と評価されたのちに再履修によって合格し、単位を修得した授業科目につい

ては、再履修によって得た成績評点及び単位数をＧＰＡの算定に算入するとともに、当該科

目について過去に得た不合格の成績評点もＧＰＡの算定に算入する。 

 

（成績証明書への記載） 

第７条  各学期の成績発表日に学期ＧＰＡ及び累計ＧＰＡを通知する。 

２ 学期ＧＰＡ及び累計ＧＰＡは、成績証明書に記載する。 

３ 本学卒業後に発行する成績証明書には、累計ＧＰＡを記載する。 

 

（その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか、ＧＰＡに関し必要な事項は、教務委員会の議を経て別

に定める。 

 

附則 

１ この規程は、平成３１年４月１日から施行し、２０１９年度以降の入学生及び２０２１年

度以降の３年次編入生から適用する。 

２ この規程施行の際、前日から引き続き在学する者及び２０１９年度以降に再入学する者に

ついては、なお従前の例による。 
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